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評価　○：達成、△：概ね達成しているが、更に進める必要、×：未達成

長　期

2015～
2019年度

2011年度末までの
具体的な取組状況

2012年度以降の具体的な取組予定

　　　　１．国際標準化のステージアップ戦略

　「知財計画２０１１」本文記載の施策

内閣官房

内閣府

総務省                  ※国際標準化戦略タスクフォースで別途フォローアップ

文部科学省

厚生労働省

経済産業省

国土交通省

環境省

内閣府

総務省

文部科学省

厚生労働省

経済産業省                  ※国際標準化戦略タスクフォースで別途フォローアップ

国土交通省

環境省

外務省

3
新たな国際標準
化特定戦略分野
の選定

新たな国際標準化特定戦略
分野の選定を検討した上で、
新たな戦略を策定し、実行す
る。
（短期・中期）

内閣官房                  ※国際標準化戦略タスクフォースで別途フォローアップ

　　　　　　　　　　　　　　　　「知的財産推進計画２０１１」の実施状況

・我が国の情勢にかんがみ
つつ、新たな特定戦略分野
選定の適否及び追加すべき
分野を検討し、結論を得る。
・新たな特定戦略分野を選
定する場合には、当該分野
の国際標準化戦略を策定。

新たな特定戦略分野の国際標準化活動の自律的展
開に向け、国際標準化戦略タスクフォースによるフォ
ローアップを実施。

引き続き、各特定戦略分野の状況の変
化に応じて、国際標準化戦略の軌道修
正を行いつつ、2011年度に得た結論を
含め、国際標準化戦略における取組を
着実に実行。

2

国際標準化に関する国際会
議やフォーラムについて、官
民で責任体制を明確化しつ
つ、適切にフォローアップす
るとともに、我が国の技術に
関する情報発信や人的関係
の構築を含め、可能な限り、
議長や幹事といった中心的
な役割を担えることを目指
す。関係府省は、必要な支
援策を講ずるとともに、高度
の専門的な知識・経験を有
する職員を育成・活用する。
（短期・中期）

・国際標準化戦略の実行に
当たり、国際標準化に関す
る国際会議やフォーラムに
ついて、官民が連携して
新の状況・動向を調査し、把
握。
・国際標準化戦略の実行に
当たり、ターゲットとなる国際
会議やフォーラムにおける
中心的な役割の獲得に向
け、官民が連携した取組を
実施。
・国際標準化戦略の実行を
担うための高度の専門的な
知識・経験を有する職員に
ついて、育成・活用のための
方策を検討し、結論を得る。

・引き続き、官民が連携して 新の状
況・動向を調査し、把握。
・左記の実施状況を踏まえ、国際会議や
フォーラムにおける中心的な役割の獲
得に向け、官民が連携した取組を実施。
・高度の専門的な知識・経験を有する職
員の育成・活用のための方策を実行。

評価 今後の課題
2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

項目
番号

項目名 施策内容 担当府省
短　期 中　期 進捗状況

1

７分野における
国際標準化戦略
の実行

策定された国際標準化戦略
を実行するとともに、その結
果を継続的に確認する。
（短期・中期）

国際標準化戦略タスク
フォースにおいて、各特定戦
略分野における国際標準化
戦略の実行状況のフォロー
アップを実施。

各特定戦略分野における国際標準化活
動の自律的展開に向けて、国際標準化
戦略タスクフォースによるフォローアップ
を実施。

・各特定戦略分野の状況の
変化に応じて、国際標準化
戦略の軌道修正を行いつ
つ、国際標準化戦略におけ
る取組を着実に実行。
・各特定戦略分野の国際標
準化戦略における継続的な
検討事項について検討し、
結論を得る。

在外公館を通じて、国際標
準化に関する我が国技術の
情報発信や人的関係の構
築を支援。

諸外国の情勢変化も踏まえ、在外公館
を通じ、情報発信や人的関係の構築を
支援。

1



長　期

2015～
2019年度

2011年度末までの
具体的な取組状況

2012年度以降の具体的な取組予定
評価 今後の課題

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

項目
番号

項目名 施策内容 担当府省
短　期 中　期 進捗状況

経済産業省
標準化活動への参画を促進するた
めの財政的支援に係る検討を実施
し、2012年度予算案へ反映した。

標準化活動への参画を促進するた
めの財政的支援を着実に実施す
る。

〇
2012年度は、検討結果に基づき、支
援の質を高めるように施策を実施す
ることが必要である。

総務省

ITU（国際電気通信連合）、ETSI（欧
州電気通信標準化機構）をはじめと
した標準化関係会議への参加のた
め、民間企業を含む関係機関の専
門家に対して日本代表としての参与
発令を行った。また、重点分野を中
心とした動向調査を通じて国際会議
へ専門家を参加させた。

2012年度以降においても同様の取
組を継続する。

〇
2012年度は、実施状況を踏まえなが
ら、支援の質を高めるように施策を
実施することが必要である。

経済産業省

・国が実施し、あるいは支援する研
究開発において、フォーラム標準を
含む国際標準化活動への参画支援
を行った。
・研究開発を実施あるいは支援する
上で、研究計画及び評価において、
国際標準化・認証に係る事項を盛り
込むよう、独立行政法人新エネル
ギー・産業技術総合開発機構と検
討を進めた。

フォーラム標準を含む国際標準化活
動への参画支援を更に進めるととも
に、独立行政法人新エネルギー・産
業技術総合開発機構と検討を進
め、具体化を図る。

〇

2012年度は、検討結果に基づいた
支援を行うことが必要である。また、
独立行政法人新エネルギー・産業技
術総合開発機構との検討を早急に
進め、具体化を図ることが必要であ
る。

総務省

・情報通信審議会において、情報通
信技術分野の標準化活動における
国の支援の在り方について検討を
行い、重点分野を選定した上、官民
の標準化活動関係者による目的、
情報、戦略を共有する場の設置支
援や標準化会合の日本招致の必要
性について中間答申を得た。
・中間答申を踏まえ、官民の標準化
活動関係者による情報共有の場の
提供を支援するとともに、官民連携
の上、ユースケースや要求要件を整
理し、日本寄書作成に向けた調整を
実施した。

・情報通信審議会において国の支援
の在り方について、検討を行い、
2012年夏頃に 終答申を得る。
・中間答申を踏まえた国際会議の日
本開催に向け、次年度以降、同様の
取組を継続する。

〇
2012年度は、情報通信審議会の
終答申も踏まえながら、支援を行う
ことが必要である。

経済産業省

関係企業、標準化団体と連携して取
り組んだ結果、2011年IEC（国際電
気標準会議）総会において、2014年
IEC総会の東京招致が正式に承認さ
れた。

2014年IEC（国際電気標準会議）総
会の開催に向け、着実に準備を行
う。

〇

2012年度は、IEC（国際電気標準会
議）総会に向け着実に準備を進める
とともに、実施状況を踏まえながら、
標準化機関の重要会合を日本に誘
致するための活動を継続することが
必要である。

総務省

ITU（国際電気通信連合）のデジタル
サイネージワークショップ、W3C
（World Wide Web Consortium）の日
本イベント、IEEE（米国電気電子学
会）の会合を日本で開催した。

適切なタイミングを計り、国際標準化
会合、ワークショップの日本開催を
進めて行く。

〇
2012年度は、実施状況を踏まえなが
ら、継続的に施策を進める必要があ
る。

6
国際的な標準化
機関の会合の誘
致

国際的な標準化機関につい
て、総会を含む重要会合を
日本へ積極的に誘致する。
（短期・中期）

関係企業、標準化団体と連
携し、IEC総会をはじめとす
る標準化機関の重要会合を
日本へ誘致。

左記の実施状況を踏まえ、標準化機関の重要会合を
日本へ誘致。

我が国の関係企業、標準化
団体と連携し、ITUやＷ３Ｃ、
IEEEをはじめとする情報通
信分野の標準化機関の重
要会合を日本へ誘致。

左記の実施状況を踏まえ、情報通信分野の標準化機
関の重要会合を日本へ誘致。

4

国際的な標準化機関での標
準化活動への参画を促進す
るための財政的支援を強化
する。
（短期・中期）

標準化活動への参画を促進
するための財政的支援に係
る検討を実施。

検討結果に基づき推進。

諸外国の標準化の動向に関
する調査を通じて、国際的な
標準化機関の会合へ専門
家を派遣。

左記の実施状況を踏まえ、諸外国の標準化の動向に
関する調査を通じて、国際的な標準化機関の会合へ
専門家を派遣。

5

国が実施し、あるいは支援
する研究開発において、
フォーラム標準を含む国際
標準化活動への参画のため
の支援を行う。
（短期・中期）

国が実施し、あるいは支援
する研究開発において、国
際標準化活動への参画に向
けた支援の在り方について
検討し、可能なものから実
施。

当該結論に基づき実施するとともに、必要に応じて施
策の見直しを実施。

・「ICT国際標準化推進会議」
において、フォーラムやデ
ジュール機関で標準化が検
討される技術規格を、国が
支援する規格とするか検
討。
・フォーラム標準を含む国際
標準化活動に対する国の支
援の在り方について検討し、
結論を得、可能なものから
実施。

結論に基づきフォーラム標準を含む国際標準化活動
の支援を実施。

国際標準化活動
への支援

国際標準化活動
への支援
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2011年度末までの
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評価 今後の課題

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

項目
番号

項目名 施策内容 担当府省
短　期 中　期 進捗状況

経済産業省

産業界の要望を踏まえつつ、日欧
や日中韓をはじめとしたフレーム
ワークの活用により、諸外国の国際
標準化活動に関する情報収集を行
うとともに、その情報を関係者に適
切に提供した。

情報収集を行うとともに、その情報
を関係者に適切に提供する。

〇
2012年度は、産業界の要望の変化
も踏まえながら、情報収集・提供を
行うことが必要である。

総務省

重点分野に関する諸外国や標準化
の動向調査を行い、情報通信審議
会や分野別の標準化活動関係者が
集まる官民検討の場において、情報
共有を図った。

動向調査を行うとともに、審議会を
はじめとした官民検討の場におい
て、情報共有を図る。

〇
2012年度は、実施状況を踏まえなが
ら、情報収集・提供を行うことが必要
である。

国土交通省

・「北東アジア標準協力フォーラム」
において、都市の再生水利用に関
し、安全管理をはじめとした規格の
必要性の議論を通じて、中国・韓国
と国際標準化活動の認識を確認し
た。
・これらの情報を含め、政府の対応
方針や国際標準化の動きについ
て、2012年2月23日に開催した「水
分野国際標準化戦略委員会下水道
部会」において、情報提供、意見交
換を実施した。

・2012年7月の下水道展において開
催予定のISOワークショップや「北東
アジア標準協力フォーラム」を通じ
て、我が国からの提案や情報収集
活動を継続する。
・「水分野国際標準化戦略委員会」
を継続的に開催する。

〇
2012年度は、諸外国の情勢変化も
踏まえながら、情報収集・提供を行う
ことが必要である。

外務省

関係府省と連携しつつ、特定戦略分
野を含め、国際展開や諸外国の国
際標準化活動に関する情報提供を
行った。

関係府省と連携しつつ、在外公館を
通じた支援を行う。

〇
2012年度は、諸外国の情勢変化も
踏まえながら、在外公館を通じた支
援を行うことが必要である。

諸外国の情勢変化も踏まえ、在外公館を通じ、情報
収集を支援。

7
国際標準化に関
する情報収集

諸外国の標準化団体との情
報交換を通じ、産業界の要
望を踏まえつつ、諸外国の
国際標準化活動に関する情
報を収集するとともに、その
情報を関係者に適切に提供
する。
（短期・中期）

産業界の要望を踏まえつ
つ、既存の二国間及び多国
間のフレームワークの活用
により、欧米及びアジアの国
際標準化活動に関する情報
収集を行うとともに、その情
報を関係者に適切に提供。

産業界の要望の変化も踏まえ、情報収集を行うととも
に、その情報を関係者に適切に提供。

国際会議への参加や諸外
国の標準化の動向に関する
調査を通じて得られた情報
を、審議会や民間の標準化
活動の場を通じて関係者に
適切に提供。

左記の実施状況を踏まえ、情報収集を行うとともに、
その情報を関係者に適切に提供。

中国、韓国との「北東アジア
標準協力フォーラム」や、欧
州との情報交換会に参加
し、我が国からの提案を行う
とともに諸外国の国際標準
化活動に関する情報を収
集。また、「水分野国際標準
化戦略委員会」の場を継続
的に活用し、これらの情報を
官民の関係機関に提供。

諸外国の情勢変化も踏まえ、我が国からの提案や情
報収集を行うとともに、これらの情報を官民の関係機
関に提供。

在外公館を通じて、諸外国
の国際標準化活動に関する
情報収集を支援。
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長　期

2015～
2019年度

2011年度末までの
具体的な取組状況

2012年度以降の具体的な取組予定
評価 今後の課題

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

項目
番号

項目名 施策内容 担当府省
短　期 中　期 進捗状況

総務省

研究開発の提案要領において、標
準化活動への貢献や目標設定を求
めており、当初から国際標準化を視
野に入れた取組を実施した。

左記の取組を実施する。 △
2012年度は、認証に向けた基準策
定に係る事項を盛り込む必要があ
る。

文部科学省

国際標準化・認証に向け、検討の必
要性が生じた際に速やかに対応で
きるよう、研究開発の進行状況につ
いて不断の検証を行ったが、現時点
において、国際標準化・認証につな
がる見通しのある研究開発案件は
存しなかった。また、研究計画及び
評価における基準策定に係る事項
の盛り込みについて、十分検討を
行った。

国際標準化・認証に向け、検討の必
要性が生じた際に速やかに対応で
きるよう、研究開発の進行状況につ
いて不断の検証を行う。

△

2012年度は、研究開発の進行状況
を検証するだけでなく、研究計画及
び評価に国際標準化や認証に向け
た基準策定に係る事項を盛り込むこ
とが必要である。

厚生労働省

厚生労働科学研究費補助金を用い
た研究開発の公募要項において、
研究内容に応じ、必要な場合に国
際標準化・認証を視野に入れること
を盛り込んだ。

左記の取組を継続する。 〇
2012年度は、継続的に施策を進め
る必要がある。

経済産業省

研究開発を実施する上で、内容に
応じて、研究計画及び評価に国際
標準化・認証に向けた事項を盛り込
んだ。

左記の取組を促進する。 〇
2012年度は、継続的に施策を進め
る必要がある。

国土交通省

国際標準化・認証を視野に入れるこ
とが可能な研究開発については、個
別の研究計画において、国際標準
化・認証に係る事項を盛り込み、研
究開発の進行状況を踏まえながら、
不断の検証を行った。

左記の取組を継続する。 〇
2012年度は、継続的に施策を進め
る必要がある。

環境省

競争的資金における研究開発の公
募要項において、研究内容に応じ、
必要な場合に国際標準化・認証を
視野に入れることを盛り込んだ。

左記の取組を継続する。 〇
2012年度は、継続的に施策を進め
る必要がある。

8

国際標準化・認
証を視野に入れ
た研究開発の促
進

国が実施し、あるいは支援
する研究開発において、国
際標準化を視野に入れると
ともに、必要な場合には、個
別の研究計画において、認
証に向けた基準策定を盛り
込む。
（短期・中期）

研究開発を実施し、あるい
は支援する上で、研究開発
の内容に応じて、研究計画
及び評価において、国際標
準化や認証に向けた基準策
定に係る事項を盛り込む。

引き続き、研究計画及び評価に国際標準化や認証に
向けた基準策定に係る事項を盛り込む。

4



長　期

2015～
2019年度

2011年度末までの
具体的な取組状況

2012年度以降の具体的な取組予定
評価 今後の課題

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

項目
番号

項目名 施策内容 担当府省
短　期 中　期 進捗状況

総務省

通信機器に係る我が国及び各国の
基準認証制度について、研究開発
や標準化の関係者にも積極的に範
囲を広げて情報の共有・啓発を行う
べく検討した。

2011年度の検討結果を踏まえ、通
信機器に係る我が国及び各国の基
準認証制度に関する情報提供・啓
発に向けた研修会を継続的に開催
する。

〇

2012年度は、検討結果を踏まえ、
研究開発や標準化の関係者に対
し、積極的に情報提供を行うととも
に、より効果的な方策について結論
を得ることが必要である。

文部科学省

研究開発の計画段階で標準化や認
証を見通すために、研究者に対して
情報提供・啓発を行う機会について
検証した。

情報提供・啓発の機会を検証する。 △

2012年度は、情報提供・啓発を行う
機会を検証するだけでなく、その方
策について結論を得た上、他の担当
府省の先行事例も参考にしつつ、研
究者に対する情報提供・啓発を実施
することが必要である。

厚生労働省

研究開発の計画段階で標準化や認
証を見通すことができるよう、厚生
労働科学研究費補助金による研究
開発に係る公募要項において、情
報提供サイトを紹介した。

左記の取組を継続する。 〇
2012年度は、継続的に施策を進め
るとともに、より効果的な方策につい
て結論を得ることが必要である。

経済産業省

独立行政法人産業技術総合研究所
において、情報提供やセミナー・シン
ポジウムをはじめとした必要な取組
を実施した。また、「イノベーション・
ジャパン2011」において講演会「技
術を価値につなげるステージアップ
戦略」を開催した。

標準化や認証制度に関する情報の
提供、啓発を行う。

〇
2012年度は、継続的に施策を進め
るとともに、より効果的な方策につい
て結論を得ることが必要である。

国土交通省

国際標準化・認証を視野に入れるこ
とが可能な研究開発については、個
別の研究開発段階で公的研究機関
をはじめとした研究現場でこれに携
わる者と連携して国際標準化・認証
に向けた検討を行うことを通じ、情
報提供・啓発を実施した。

左記の取組を継続するとともに、今
後も国際基準化・標準化・認証を見
通すための方策について、不断に検
証していく。

〇
2012年度は、継続的に施策を進め
るとともに、より効果的な方策につい
て結論を得ることが必要である。

環境省

幅広い公募を行う競争的研究資金
に係る研究開発において、研究開
始後に国際標準化の可能性が判明
したケースについては、環境省・プロ
グラムオフィサー・評価委員から、研
究者に対し標準化に向けた取組を
推奨した。

左記の取組を継続していく。 〇
2012年度は、継続的に施策を進め
るとともに、より効果的な方策につい
て結論を得ることが必要である。

9
情報提供・啓発
の実施

研究開発の計画段階で標準
化や認証を見通すための支
援として、標準化や認証制度
に関する情報の提供、啓発
を行う。
（短期・中期）

公的研究機関や大学をはじ
めとする研究開発の現場で
これに携わる者に対して、研
究開発の計画段階で標準化
や認証を見通すために、必
要な情報提供、啓発を行う
ための方策について検討
し、結論を得る。

・当該結論に基づき、情報提供及び啓発の実施。
・情報提供、啓発を行う分野の特性・状況に応じ、より
効果的な方策を検討し、結論を得る。

5
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2019年度

2011年度末までの
具体的な取組状況

2012年度以降の具体的な取組予定
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2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

項目
番号

項目名 施策内容 担当府省
短　期 中　期 進捗状況

総務省

認証につながる可能性のある案件
が出てきた際に速やかに対応を行
えるよう、研究開発の進行状況を不
断に検証した。

認証につながるものがある場合に
は、対応していく。

〇

2012年度は、認証の必要性の検討
結果を踏まえ、認証機関の研究開
発体制への参画を促すことが必要で
ある。

文部科学省

認証につながる可能性のある案件
が出てきた際に速やかに対応を行
えるよう、研究開発の進行状況を不
断に検証した。

研究開発の進行状況を検証する。 〇
2012年度は、検証を進めた上、認証
機関の研究開発体制への参画を促
すことが必要である。

厚生労働省

厚生労働科学研究費補助金による
研究開発に係る公募要項におい
て、知的財産推進計画２０１１を踏ま
え、研究の内容に応じて、必要な場
合には認証機関の参画を促す旨を
記載した。

左記の取組を継続する。 〇

2012年度は、認証の必要性の検討
を踏まえ、認証機関の研究開発体
制への参画を促すことが必要であ
る。

経済産業省

・生活支援ロボット実用化プロジェク
トにおいて、認証機関が研究開発に
参画した。
・再生可能エネルギーをはじめとし
た新規分野の研究開発において、
認証の必要性を検討した。

再生可能エネルギーをはじめとした
新規分野の認証の必要性が認めら
れる研究開発において、研究開発
側と認証機関側のニーズを踏まえて
認証機関の参画を促進し、認証機
関の能力向上を図る。

〇

2012年度は、継続的に施策を進め
るとともに、再生可能エネルギーを
はじめとした新規分野にも、同様の
取組を広げられるように、積極的な
施策の実施が必要である。

国土交通省

自動車分野において、国際基準に
基づく自動車の審査業務の在り方
について、審査機関とともに検討を
行った。

取組を進め、審査機関における国際
基準への対応能力を向上させてい
く。

〇
2012年度は、認証の必要性を検討し
た上、認証機関の研究開発体制へ
の参画を促すことが必要である。

環境省
将来的な認証の可能性を見据えつ
つ、可能性のある分野を不断に検
証した。

左記の取組を継続する。 〇
2012年度は、検証を進めた上、認証
機関の研究開発体制への参画を促
すことが必要である。

10
認証機関の能力
向上

国が実施し、あるいは支援
する研究開発及び関連する
国際標準化活動について、
必要に応じ、認証機関の参
画を促すことにより、認証機
関の新技術への対応能力を
向上させる。
（短期・中期）

・国が実施し、あるいは支援
する研究開発について、認
証の必要性を検討した上
で、認証機関の研究開発体
制への参画を促進。
・国際標準化活動に際し、認
証における当該国際標準の
活用が見込まれる場合に
は、認証機関の参画に資す
る支援を実施。

左記の実施状況を踏まえ、認証機関の研究開発体制
への参画の促進し、認証機関の参画に資する支援を
実施。

6



長　期

2015～
2019年度

2011年度末までの
具体的な取組状況

2012年度以降の具体的な取組予定
評価 今後の課題

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

項目
番号

項目名 施策内容 担当府省
短　期 中　期 進捗状況

総務省

独立行政法人情報通信研究機構に
よる事業において、無線機器の試験
方法や測定の正確性を確保する技
術の高度化をはじめとした認証業務
の立上げ促進に向けた研究開発を
実施した。

左記の取組を継続する。 〇
2012年度は、継続的に施策を進め
ることが必要である。

文部科学省

適切な案件は今のところ無いが、認
証業務の立ち上げの可能性が出て
きた際に速やかに対応を行えるよ
う、研究開発の進行状況を不断に検
証した。

研究開発の進行状況を検証する。 〇

2012年度は、研究開発の早期段階
から、民間による認証業務の立上げ
に向けた対応をできるように、研究
開発の検証を不断に進めるととも
に、施策の実施に当たっては、速や
かに対応することが必要である。

厚生労働省

厚生労働科学研究費補助金による
研究開発に係る公募要項におい
て、知的財産推進計画２０１１を踏ま
え、研究の内容に応じて、必要な場
合には公的研究機関による認証業
務の支援を講ずることを記載した。

左記の取組を継続する。 〇

2012年度は、研究開発の進展も踏
まえながら、民間による認証業務の
立上げに向けた施策について検討
し、実施することが必要である。

経済産業省

・生活支援ロボット実用化プロジェク
トにおいて、当該技術に知見を有す
る独立行政法人産業技術総合研究
所が参画し、認証機関と共同で研究
開発を実施した。
・再生可能エネルギーをはじめとし
た新規分野の研究開発において、
認証の技術基盤確保のため、独立
行政法人産業技術総合研究所が積
極的に関与するようフォローした。

・生活支援ロボット実用化プロジェク
トにおいて、独立行政法人産業技術
総合研究所の知見を活かして研究
開発を進め、認証基盤の確立を図
る。
・再生可能エネルギーをはじめとし
た新規分野の研究開発において、
認証に係る技術基盤の確保のため
独立行政法人産業技術総合研究所
が積極的に関与するようフォローし
ていく。

〇

2012年度は、継続的に施策を進め
るとともに、再生可能エネルギーを
はじめとした新規分野にも、同様の
取組を広げられるように、積極的な
施策の実施が必要である。

国土交通省

適切な案件は、今のところ見当たら
ないが、将来的な認証業務の可能
性のある分野を見据えつつ不断に
検証した。

左記の取組を継続する。 〇

2012年度は、継続的に施策を進め
るとともに、検証結果を踏まえなが
ら、民間による認証業務の立上げに
向けた施策実施につなげることが必
要である。
その際、鉄道分野において、輸出相
手国から求められる認証を行うた
め、独立行政法人交通安全環境研
究所に認証体制を整備し、海外での
認知度向上を目指す取組の成果や
課題を十分に踏まえることが必要で
ある。

環境省
将来的な認証業務の可能性のある
分野を見据えつつ、不断に検証し
た。

左記の取組を継続する。 〇

2012年度は、認証業務立上げの検
証を不断に進めるとともに、施策の
実施に当たっては、速やかに対応す
ることが必要である。

経済産業省

企業における標準化の取組につい
て、ヒアリングを行い、事例収集を
行った。また、知財ワーキンググ
ループにおいて事例集を作成し、各
種シンポジウムやセミナーにおい
て、普及啓発活動を実施した。

必要な事例収集や普及啓発活動を
行う。

〇
2012年度は、実施状況を踏まえなが
ら、継続的に施策を進める必要があ
る。

総務省

情報通信分野の戦略的活用事例を
収集するためのアンケート調査を実
施し、情報通信審議会において標準
化活動の実態について情報共有を
行った。

状況変化を踏まえ、調査・分析を行
うとともに、情報共有を実施する。

〇
2012年度は、状況の変化を踏まえな
がら、継続的に施策を進める必要が
ある。

11

認証業務の立上
げに向けた公的
研究機関による
認証業務の支援

新規に開発された技術など、
戦略的に重要でも、高度な
専門性が必要なため、民間
認証機関の単独業務として
実施困難な場合には、民間
による認証業務の立上げに
向けて、当該技術に知見を
有する公的研究機関による
認証業務の支援を含む適切
な施策を講ずる。
（短期・中期）

新規に開発された技術な
ど、戦略的に重要でも、高度
な専門性が必要なため、民
間認証機関の単独業務とし
て実施が困難な場合に該当
する案件について、民間に
よる認証業務の立上げに向
けた施策について検討し、
実施。

引き続き、民間による認証業務の立上げに向けた施
策について検討し、実施。

12
標準化及び認証
の戦略的な活用
事例の提供

標準化及び認証の戦略的な
活用についての事例収集・
提供を通じて、普及啓発を進
める。
（短期・中期）

企業における標準化及び認
証の活用事例の収集を進め
るとともに、普及啓発活動を
実施。

左記の実施状況を踏まえ、引き続き事例収集を進め
るとともに、普及啓発活動を実施。

情報通信分野における国内
外の事例の調査・分析を行
うとともに、普及啓発活動を
実施。

状況の変化を踏まえ、引き続き調査・分析を行うととも
に、普及啓発活動を実施。

7



長　期

2015～
2019年度

2011年度末までの
具体的な取組状況

2012年度以降の具体的な取組予定
評価 今後の課題

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

項目
番号

項目名 施策内容 担当府省
短　期 中　期 進捗状況

13

「アジア太平洋産
業技術・国際標
準化協力プログ
ラム」の着実な実
施

アジア太平洋地域との協力
関係の強化に向けた「アジア
太平洋産業技術・国際標準
化協力プログラム」を着実に
実行する。
（短期・中期）

経済産業省

2010年度補正予算及び2011年度当
初予算において、「アジア太平洋産
業技術・国際標準化協力プログラ
ム」を立上げ、中国、韓国、台湾、イ
ンド、タイ、マレーシア及びシンガ
ポールと協議して、冷蔵庫の消費電
力量の評価をはじめとした共同研究
開発事業を行い、国際標準化・認証
面での協力を進めた。

「アジア太平洋産業技術・国際標準
化プログラム」を実施し、同プログラ
ムに基づき共同研究開発を推進す
る。

〇

2012年度は、継続的に施策を進め
るとともに、プログラムの進捗状況を
検証し、成果や課題の反映を通じ
て、取組の質を向上させていく必要
がある。

総務省

東日本大震災の影響により、本プロ
ジェクトは見直しとなったが、民間標
準化団体の取組として、共同実証プ
ロジェクトを実施した。

民間標準化団体の共同実証プロ
ジェクトを実施する。また、実施主体
の要請に応じ、現地認証機関の認
証能力向上に資する協力を行う。

〇

2012年度は、実施主体の要請を踏
まえながら、現地認証機関の認証能
力向上のため、協力が必要な分野
の具体化をはじめ、検討を進めるこ
とが必要である。

国土交通省
インドネシアにおける再生水利用の
実証実験において、日本下水道事
業団による技術評価を試行した。

実証実験の成果の有効性を検証し
つつ、技術評価を実施するとともに、
その普及方策を検討する。

〇

2012年度は、確立した試行的枠組
みに基づいて、実施主体の要請を踏
まえた評価を行うとともに、普及方策
の具体化に向けた検討を行うことが
必要である。

経済産業省
国内審議団体を通じ、災害に関する
安全性をはじめ、国際標準の見直し
の必要性を調査した。

調査を行うとともに、適切に対応す
る。

〇
2012年度は、継続的に施策を進め
る必要がある。

国土交通省

我が国鉄道分野の地震対策技術に
関し、大震災の経験・教訓を踏まえ
た調査を実施し、米国においてこの
対策技術を広報し、認知を高めた。

調査を行うとともに、広報活動をはじ
めとした取組を継続する。

〇
2012年度は、継続的に施策を進め
る必要がある。

「アジア太平洋産業技術・国際標準化プログラム」を実施し、同プログ
ラムに基づき共同研究開発を推進。

14
アジア地域にお
ける認証能力向
上

アジア地域における共同研
究開発・共同実証事業にお
いて、現地認証機関の認証
能力の向上に資する協力を
行う。
（短期・中期）

昨年度の検討を踏まえ、ア
ジア諸国からの参加を得
て、コンテンツメディア関連
の通信インタフェース仕様の
検証を行うプロジェクトを実
施。

実施主体からの要請に応
じ国際標準化活動におけ
る認証の取組の必要性を
検討した上で、アジア諸国
の現地認証機関の認証能
力向上に資する協力が必
要な分野について検討。

結論に基づきアジア地域
における共同研究開発・
共同実証事業を通じた協
力活動を実施。

アジア地域における水関連
技術の実証実験に係る技術
的評価の仕組みを確立する
とともに、試行的に実施。

アジア地域における水関連技術の実証実験につい
て、実施主体の要請に応じた評価を実施。

15

大震災の経験・
教訓を踏まえた
国際標準の見直
し

災害に関する安全性や組織
対応をはじめとする大震災
の経験・教訓を踏まえた国際
標準の見直しの必要性につ
いて調査を行い、調査結果
に従って必要な対応を行う。
（短期・中期）

災害に関する安全性や組織
対応をはじめとする大震災
の経験・教訓を踏まえた国
際標準の見直しの必要性に
ついて調査を実施。

調査結果に基づき、適切に対応。

8



長　期

2015～
2019年度

2011年度末までの
具体的な取組状況

2012年度以降の具体的な取組予定
評価 今後の課題

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

項目
番号

項目名 施策内容 担当府省
短　期 中　期 進捗状況

経済産業省

・国際標準化の基本手順、国際標準
化に関する企業戦略及び原案作成
方法をはじめとした知識習得のため
の「国際標準化研修（入門編）」及び
「国際標準化研修（中級編）」を実施
した。
・大学における標準化教育の導入
や実施を支援した（早稲田大学、中
部大学）。
・世界に通用する国際標準化の専
門家人財を育成するため、ISO（国
際標準化機構）やIEC（国際電気標
準会議）の新任国際幹事に対し、国
際会議の運営をはじめとする実務
を、OJTにより、指導・助言した。
・オブザーバ参加可能な国際会議
の国内開催を通じて、国際会議の
経験を必要とする標準化人財の育
成を行った。

国際標準化研修、大学における標
準化教育の導入を含め、研修の内
容の質を高めるとともに、新任国際
幹事へのOJTをはじめとした国際標
準化の専門家育成支援を行う。

〇

2012年度は、検討結果や人財育成
の進展状況を踏まえながら、施策の
質を向上させつつ、継続的に施策を
進める必要がある。

総務省

・早稲田大学における標準化教育を
支援するとともに、業界団体の会合
において、情報通信技術分野の標
準化活動に関する講演を実施した。
・情報通信審議会において情報通
信技術分野の標準化活動に従事す
る人財の現状を調査し、人財育成の
方策を検討した。

大学における国際標準化活動人財
の育成に取り組むとともに、情報通
信審議会において情報通信技術分
野の標準化活動に従事する人財の
育成方法の検討を進め、2012年度
中に結論を得る。

〇

2012年度は、継続的に施策を進め
るとともに、情報通信審議会におけ
る検討を進め、結論を得る必要があ
る。

国土交通省

国際標準化を含め、水インフラのグ
ローバル化について、国土交通省
や関係機関の職員のISO（国際標準
化機構）への参画を通じたレベル
アップを継続するとともに、検討結果
に基づいて、学生向けセミナーをは
じめとした啓発活動を行った。

左記の取組を継続する。 〇

2012年度は、検討結果や人財育成
の進展状況を踏まえながら、施策の
質を向上させつつ、継続的に施策を
進める必要がある。

〇
2012年度は、検討を進め、結論を得
ることが必要である。

経済産業省

日本経団連国際標準化戦略部会・
知財企画部会において、意見交換
を実施した。また、「イノベーション・
ジャパン2011」において、講演会「技
術を価値につなげるステージアップ
戦略」を開催した。さらに、経営者層
との意見交換を含め、意識改革を
図った。

シンポジウム、セミナー、経団連・経
営者層との意見交換をはじめとした
枠組みを活用し、産業界の理解向
上や意識改革に努める。

〇

2012年度は、広く産業界に国際標準
の理解を浸透させるため、実施状況
も踏まえながら、継続的に施策を進
める必要がある。

総務省

・情報通信審議会、ＩＣＴグローバル
展開の在り方に関する懇談会標準
化戦略ＷＧ及びＩＣＴ国際標準化推
進会議において、産業界の経営層
や標準化活動の専門家との意見交
換を実施し、国際標準化に対する理
解の増進を図った。
・日本経団連国際標準化戦略部会・
知財企画部会において、産業界の
経営層との意見交換を実施した。

情報通信審議会やＩＣＴ国際標準化
推進会議の場を活用し、産業界の
経営層や標準化活動の専門家との
意見交換を行う。

〇

2012年度は、広く産業界に国際標準
の理解を浸透させるため、実施状況
も踏まえながら、継続的に施策を進
める必要がある。

国土交通省

業界団体が主催するセミナーにおい
て、国際標準化の重要性や取組に
関する講演を国土交通省や国際標
準化関連機関が行い、経営層を含
む企業人に対する啓発を行った。

左記の取組を継続する。 〇

2012年度は、広く産業界に国際標準
の理解を浸透させるため、実施状況
も踏まえながら、継続的に施策を進
める必要がある。

検定・認定制度の創設の可能性に
ついて、学識者をはじめとした関係
者とともに検討を行った。

左記の取組を継続する。17
標準化に関する
検定制度の創設
（中期）

標準化に関する知識の普及
や、国際標準化活動の専門
家のスキルの「見える化」を
目指し、標準マネジメントに
関する検定・認定制度の創
設に向け検討し、結論を得
る。

経済産業省 検定・認定制度の創設に向け検討し、結論を得る。

18
産業界の意識改
革の促進（短期）

経営に資する標準化活動に
係る産業界の理解や意識改
革を促す。

産業界の国際標準に対する理解の増進を図る。
・経営者層を対象とした研修やセミナーを開催。
・企業の経営者層、標準化活動の専門家との意見交換
を実施。

　「知財計画２０１０」からの継続施策

16
国際標準化活動
の専門家の育成
（中期）

技術知識だけでなく、知財知
識、事業知識や現場での交
渉スキルを身につけた国際
標準化活動の専門家を育成
する。

専門家人財の育成方策を検
討し、可能なものから実施。
・研修・セミナーによる既存
の人財育成を推進。
・新たな育成方法について
検討。

検討結果に基づき専門家
育成支援を実施。
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長　期

2015～
2019年度

2011年度末までの
具体的な取組状況

2012年度以降の具体的な取組予定
評価 今後の課題

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

項目
番号

項目名 施策内容 担当府省
短　期 中　期 進捗状況

19
知的財産マネジ
メントの実践（中
期）

特定戦略分野を中心に、国
際競争力を持ち得る事業の
経営層を対象に、国際標準
化戦略を含む知的財産マネ
ジメントへの意識改革と取組
みを全社的に強化するため
の啓発を行う。また、有力な
事業を対象に個別案件ベー
スでの相談・支援を積極的に
展開する。

経済産業省

・産業界からの参加も得た「知財
ワーキンググループ」を設置し、知
財による保護と標準化を一体的か
つ効果的に活用するための取組に
ついて検討を行った。具体的には、
ホールドアップのリスク低減をはじめ
とした諸課題を整理し、可能な対応
策を検討した。また、企業戦略の立
案に資するため、標準化を含む知財
マネジメント事例集を作成した。
・セミナーをはじめとして、標準化に
関する情報提供や啓発を行うととも
に、経営者層との意見交換を行っ
た。
・必要に応じて個別案件ベースでの
相談・支援を展開した。

・「知財ワーキンググループ」の検討
結果を踏まえ、諸課題への対応を行
うとともに、知財マネジメント事例集
の周知を行う。
・セミナーや経営者層との意見交換
や個別案件ベースでの相談・支援に
ついて、施策の実施状況を踏まえな
がら、取組の質を高める。

〇

2012年度は、「知財ワーキンググ
ループ」の検討結果を踏まえ、取組
を進めるとともに、知財マネジメント
実践の質を向上させていく必要があ
る。

経済産業省
我が国提案の国際規格情報を、諸
外国に対し発信・共有する取組を支
援した。

規制・規格の翻訳・海外発信につい
て、着実に進めていく。

〇 着実に取組を進める必要がある。

総務省
情報通信分野の規制に関する翻訳
を行った。

規制・規格の翻訳・海外発信につい
て、着実に進めていく。

〇 着実に取組を進める必要がある。

国土交通省

再生水利用に関し、水質基準の共
同検討会をインドネシアと発足させ、
日本の基準や考え方を翻訳・紹介
するとともに、これらをベースにイン
ドネシアの水質基準を検討した。

規制・規格の翻訳・海外発信につい
て、着実に進めていく。

〇 着実に取組を進める必要がある。

環境省

・土壌汚染対策法をはじめ、翻訳を
行った。
・翻訳が完了した法令を、順次ウェ
ブサイトを含め、海外発信した。

規制・規格の翻訳・海外発信につい
て、着実に進めていく。

〇 着実に取組を進める必要がある。

・産業界からの参加も得た
「知財ワーキンググループ
（仮称）」を設置し、諸外国の
取組事例を分析しつつ、知
財による保護と標準化とを
一体的かつ効果的に活用し
て行く上での効果的かつ必
要な取組の在り方につい
て、検討。
・経営者層を対象とした研修
やセミナーを実施。
・有力な事業を対象に個別
案件ベースでの相談・支援
を展開。

左記ワーキンググループの検討結果に
応じて、必要な取組を実施。

20
規制・規格の海
外発信への支援
（短期）

日本の規制・規格の翻訳・海
外発信を支援する。

日本の技術のガイドライン・
日本の規制・規格の翻訳・
海外発信を支援。
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2019年度

2011年度末までの
具体的な取組状況

2012年度以降の具体的な取組予定
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2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

項目
番号

項目名 施策内容 担当府省
短　期 中　期 進捗状況

２．知財イノベーション競争戦略

　「知財計画２０１１」本文記載の施策

21
大震災関連情報
の一元的発信

インターネット上でも利用可
能な形態で、大震災に影響
を受けた産業財産権取得上
の手続に関する救済措置を
はじめとする大震災関連情
報を一元的に発信する。
（短期）

経済産業省

特許庁ホームページ上に、震災によ
り影響を受けた手続に係る救済策を
はじめ、震災復興に係る支援策や
手続相談に係る窓口の情報を取り
まとめた「東日本大震災関連情報」
ページを開設し、一元的な情報発信
を行った。

- ○ -

22

専用相談窓口の
開設及び被災地
域のワンストップ
相談窓口との連
携

大震災により影響を受けた
全国の出願人又は代理人か
らの産業財産権取得上の手
続に関する相談に対応する
専用相談窓口を開設する。
また、被災地域各県のワン
ストップ相談窓口においても
専用相談窓口と連携しつつ
適切な支援を行う。
（短期）

経済産業省

大震災により影響を受けた全国の
出願人又は代理人からの産業財産
権取得上の手続に関する相談に対
応する専用相談窓口を開設し、一元
的な相談対応を行うとともに、被災
地域各県のワンストップ相談窓口で
ある「知財総合支援窓口」において
も専用相談窓口と連携しつつ適切な
支援を行った。

- ○ -

23
電子出願の代替
手続による救済

大震災の影響により、出願
人又は代理人が電子出願を
利用できない場合には、緊
急救済措置として、記録媒体
による出願手続を、特許庁
長官の事前承諾を求めるこ
となく認める。
（短期）

経済産業省

大震災の影響により、出願人又は
代理人が電子出願を利用できない
場合には、緊急救済措置として、記
録媒体による出願手続を、特許庁
長官の事前承諾を求めることなく認
めた。

- ○ -

24
手続期間延長に
よる緊急救済措
置

大震災の影響により、出願
人又は代理人が法定期間内
に手続ができない場合に
は、その事情を勘案して、手
続期間の延長を認める。ま
た、指定期間内に手続がで
きない場合には、その事情を
勘案して、手続を行うことを
認める。
（短期）

経済産業省

・特定非常災害の被害者の権利利
益の保全等を図るための特別措置
に関する法律第3条第3項の規定に
基づき、震災により影響を受けた産
業財産権に係る手続について、申
出により、2011年8月31日まで手続
期間の延長が可能となるよう措置
し、1,160件の手続について延長を
認めた。
・また、特に大きな被害により特許
庁への手続が困難であった場合に
は、申出により、2012年3月31日まで
手続期間の延長が可能となるよう措
置した。

- ○ -

25

海外への緊急救
済措置の要請及
び関連情報の周
知

海外の主要知財庁に対し、
大震災の影響で所定の手続
や連絡ができない我が国出
願人及び代理人への緊急救
済措置を要請する。我が国
の要請を受けて各知財庁が
公表した緊急救済措置につ
いて、インターネットも活用
し、周知する。
（短期）

経済産業省

・過去3年間に日本からの出願が存
在したすべての国・地域の知財庁
（合計90庁・機関）に対して、今回の
地震の影響で所定の手続や連絡が
できなかった日本出願人及び代理
人を対象とした法定期間に関する救
済措置を要請した。
・各国・地域の知財庁が公表した救
済措置や特許庁が収集した情報
は、随時更新し、インターネットを通
じてユーザーに提供した。
・各国・地域の法律、規則及び救済
措置については、参考のためこれら
の仮訳を掲載した。

- ○ -

・海外の主要知財庁に対し、
大震災の影響で所定の手続
や連絡ができない我が国出
願人及び代理人への緊急救
済措置を要請。
・我が国の要請を受けて各
知財庁が公表した緊急救済
措置について、インターネッ
トも活用し、周知。

インターネット上でも利用可
能な形態で、大震災に影響
を受けた産業財産権取得上
の手続に関する救済措置を
はじめとする大震災関連情
報を一元的に発信。

・大震災により影響を受けた
全国の出願人又は代理人
からの産業財産権取得上の
手続に関する相談に対応す
る専用相談窓口を開設。
・被災地域各県の「知財総
合支援窓口」においても専
用相談窓口と連携しつつ適
切な支援を実施。

大震災の影響により、出願
人又は代理人が電子出願を
利用できない場合には、緊
急救済措置として、記録媒
体による出願手続を、特許
庁長官の事前承諾を求める
ことなく認容。

・大震災の影響により、出願
人又は代理人が法定期間
内に手続ができない場合に
は、その事情を勘案して、手
続期間の延長を認容。
・また、指定期間内に手続が
できない場合には、その事
情を勘案して、手続を行うこ
とを認容。
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ベトナム、インドネシア、シンガポー
ル、マレーシア及び韓国と、我が国
での英語による国際調査・予備審査
報告の作成開始に向けた交渉を
行った。

・引き続き各国と交渉をしつつ、開始
の準備が整った国から順次運用を
開始する。
・出願人のニーズの高い国につい
て、我が国での英語による国際調
査・予備審査報告の作成開始に向
けた交渉を行う。

○

出願人が希望するものについて、我
が国で英語による国際調査・予備審
査報告を作成できるよう、各国と交
渉し、開始に向けた準備を行い、準
備が整った国から運用を開始する必
要がある。

企業訪問や実務者説明会の機会を
通じ、英語による国際特許出願の利
用の普及啓発を行った。

英語による国際特許出願の利用を
更に推進するための方策を検討す
る。

○

我が国企業に対して英語による国際
特許出願の利用を働きかけ、英語で
の国際的な予備審査を推進する必
要がある。

27
国際審査官協議
の推進

国際的な特許制度の調和の
実現に向け、我が国を含む
複数の特許庁への共通の出
願について、各特許庁の審
査官による国際協議を推進
する。
（短期・中期)

経済産業省

・中国、韓国、スウェーデン、スペイ
ン、台湾、ドイツ、インド、欧州特許
庁(EPO)及びロシアの各国・地域特
許庁審査官と、国際協議を実施し
た。
・米国特許商標庁(USPTO)で開催さ
れた五大特許庁の審査官ワーク
ショップに参加し、互いのサーチ・審
査手法の共有を推進した。

・2012年度も欧州特許庁(EPO)、中
国、韓国及びドイツを含む各国・地
域特許庁の審査官と国際協議を実
施する。また、EPO及び米国を含め
た主要特許庁に日本特許庁審査官
を中長期に派遣する。
・2012年10月に開催予定の次回審
査官ワークショップにおいて、五大特
許庁担当者間で具体的な活動内容
につき協議・調整を進める。

○

各国特許庁と、共通案件を用いた審
査官による国際協議を実施するとと
もに、五大特許庁の審査官が一堂
に会して共通案件について協議する
五大特許庁の審査官ワークショップ
に参画し、互いのサーチ・審査手法
の共有を推進する必要がある。

28
特許審査ハイ
ウェイの主要国
への拡大

特許審査ハイウェイ（PPH）
を、アジアをはじめとする主
要国に更に拡大する。（短
期)

経済産業省

・新たにスウェーデン、メキシコ、デ
ンマーク、北欧特許庁、中国、ノル
ウェー、アイスランド、イスラエル及
びフィリピンとの特許審査ハイウェイ
の運用を開始した。
・日本を含む8か国で、どの国に先に
出願したかにかかわらず、参加国に
よる特許可能との審査結果があれ
ばPPHの利用を可能とする「PPH
MOTTAINAI」の試行を開始した。
・欧州特許庁(EPO)との間で「PPH
MOTTAINAI」の試行を2012年1月29
日から開始した。

・ユーザニーズに基づき新たな国と
の特許審査ハイウェイの開始に向け
た交渉を行う。
・「PPH MOTTAINAI」への参加国を
拡大するよう各国特許庁と交渉す
る。

○

中国を含む主要国と特許審査ハイ
ウェイの運用を開始できたことは評
価に値する。ユーザーニーズを踏ま
えて特許審査ハイウェイの対象の更
なる拡大を検討する必要がある。

26
英語での国際的
な予備審査の推
進

アジア諸国をはじめとする外
国発の国際特許出願につい
て、我が国が国際調査を管
轄する国を拡大する。これら
の国や国内からの英語によ
る国際特許出願に対し、英
語での国際的な予備審査を
推進する。
 (短期・中期)

経済産業省

アジア諸国をはじめとする他国の特許庁が受理した国
際特許出願のうち、出願人が希望するものについて、我
が国で英語による国際調査・予備審査報告を作成でき
るよう、各国と交渉し、開始に向けた準備を行い、準備
が整った国から運用を開始。

引き続き各国と交渉をしつ
つ、準備が整った国から
運用を開始し、英語での
国際的な予備審査を推
進。

我が国企業に対して英語による国際特許出願の利用の普及啓発を行い、英語での
国際的な予備審査を推進。

・日本と特許審査ハイウェイを実施している庁をはじめと
する各国特許庁と、共通案件を用いた審査官による国
際協議を実施。
・五大特許庁の審査官が一堂に会して共通案件につい
て協議する五大特許庁の審査官ワークショップに参画
し、互いのサーチ・審査手法の共有を推進。

審査官による国際協議を
継続的に実施し、各国特
許庁と特許制度の運用調
和を推進。

中国をはじめとする主要国と特許審査ハイウェイのプロ
グラムを新たに開始すべく交渉を行い、当該プログラム
を開始するとともに、ユーザーニーズを踏まえて特許審
査ハイウェイの対象の更なる拡大を検討。
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長　期

2015～
2019年度

2011年度末までの
具体的な取組状況

2012年度以降の具体的な取組予定
評価 今後の課題

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

項目
番号

項目名 施策内容 担当府省
短　期 中　期 進捗状況

・2011年度は幹部候補生向け研修
としてブラジルから１名、中国から２
名、計３名を招へいした。途上国・新
興国における制度整備向上につな
がる研究支援を行うことにより、将
来指導的立場に立つ者との強力な
ネットワーク構築が図られた。
・また、インドの審査官３名を対象と
した３か月研修を実施した結果、研
修生自身の審査能力の向上が図ら
れたほか、研修生が帰国後に実施
した自国知財庁内でのセミナーによ
り、途上国内においても研修内容の
情報共有/審査レベルの底上げが
行われた。

途上国・新興国のニーズや制度の
整備状況を踏まえ、各種研修コース
の内容の改善を図りつつ、継続して
より効果的なプログラムを実施する
ことにより、途上国・新興国の更なる
審査能力の向上を図る。

○

2011年度に実施した研修結果を踏
まえ、研修内容の改善を図りつつ、
引き続き、各途上国、新興国知財庁
の幹部候補生、審査官をはじめ、各
国知財関係者を対象に研修を実施
する必要がある。

・研修生の受入れ、専門家派遣を行
うことにより、各国での審査期間の
短縮、法整備の改善の効果がみら
れた。
・また、途上国各国でセミナーを実
施することにより、研修経験者が必
要としている 新知財情報の情報
伝播や、研修生間及び日本の知財
関係者とのネットワーク構築が図ら
れた。

途上国・新興国のニーズや制度の
整備状況を踏まえ、研修生の受入
れや専門課派遣、研修経験者を対
象としたフォローアップセミナーを継
続的に実施する。こうした取組を継
続的に実施して、途上国の知財イン
フラを整備しつつ、研修修了生及び
途上国・新興国の知財関係政府機
関とのネットワークの強化を図る。

○

引き続き、我が国による研修の経験
者をフォローアップし、研修経験者を
対象としたセミナーを各国で開催す
るとともに、インターネットを活用する
などして、研修経験者同士や研修経
験者と我が国とのネットワークの更
なる構築・維持に努める必要があ
る。

警察庁

・2011年12月、中国公安部捜査幹部
研修において、知的財産権犯罪対
策について講義を実施した。
・2011年12月、世界知的所有権機関
(WIPO)が主催するアジア太平洋地
域内の知的財産権関係者を対象と
した知的財産権に関する研修にお
いて講義を実施した。

各種研修を通じて、途上国や新興国
のニーズに応じ、警察における知的
財産権侵害事犯や取締りの現状を
踏まえた知的財産環境整備のため
の人財育成・支援を実施していく。

○

2011年度に実施した研修結果を踏
まえ、研修内容の改善を図りつつ、
引き続き、各種研修を通じて、途上
国や新興国の課題ニーズに応じ、警
察における知的財産権侵害事犯や
取締りの現状を踏まえた知的財産
環境整備のための人財育成・支援
する必要がある。

法務省

調査を通じ保有したインドネシアの
法律や司法に関する知見を独立行
政法人国際協力機構（JICA）専門家
と共有・意見交換することで，JICAプ
ロジェクトの円滑な実施に寄与した。

JICAプロジェクトを通じ，裁判官能力
強化のための情報提供及び意見交
換を実施する。

○

引き続き、JICAインドネシア知的財
産保護強化プロジェクトを通じて、専
門家とインドネシアの法律や司法に
関する知見を共有・意見交換し、裁
判官の能力強化のために支援する
必要がある。

外務省

・インドネシア知的財産権保護強化
プロジェクトを実施した。マレーシア
及びケニア・エチオピア・エジプトに
対して知的財産権に関する研修を
実施した。
・2012年2月に南アフリカに対して知
的財産権に関する研修を実施した。
同年3月にベトナム知的財産権の啓
発および取締り強化プロジェクトの
立上げ準備を行うため、調査団を派
遣した。

インドネシア知的財産権保護強化プ
ロジェクト及びベトナム知的財産権
の啓発および取締り強化プロジェク
トにより、エンフォースメントに関する
技術移転を行うとともに、アジア・ア
フリカ諸国を対象とした知的財産に
関する人財育成を行う。

○

2011年度に実施した研修結果を踏
まえ、研修内容の改善を図りつつ、
引き続き、独立行政法人国際協力
機構（JICA）において、途上国におけ
る知的財産の創造・保護・活用のた
めの包括的な知的財産行政・制度・
政策の環境を整備するため、人財育
成を中心に技術協力を実施する必
要がある。

財務省

途上国税関に対し、知的財産侵害
物品の水際取締能力の構築を支援
するため、世界税関機構（WCO）と
協力し、我が国専門家を派遣する技
術協力を実施した。

途上国税関に対し、知的財産侵害
物品の水際取締能力の構築を支援
するため、世界税関機構（WCO）と
協力し、我が国専門家を派遣する技
術協力を実施する。

○

2011年度に実施した研修結果を踏
まえ、研修内容の改善を図りつつ、
途上国税関に対し、知的財産侵害
物品の水際取締能力の構築を支援
するため、世界税関機構（WCO）と協
力し、我が国専門家を派遣する技術
協力の実施が必要である。

29
途上国及び新興
国の知的財産環
境整備

グローバルな知的財産環境
の整備を進めるため、途上
国、新興国のニーズや制度
の整備状況を踏まえ、人財
育成支援を実施する。
（短期・中期）

経済産業省

・途上国、新興国知財庁の幹部候補生を対象に知財分
野における指導者となる人財育成研修（６か月）を実施。
・途上国、新興国知財庁の審査官を対象に実践的な審
査能力向上を目的とした研修（３か月）を実施。

・研修生の受入れ、我が国専門家の派遣や、ＩＴ化及び制度構築・運
用の支援を通じて途上国、新興国の人財育成を実施。
・我が国による研修の経験者をフォローアップし、研修経験者同士や
研修経験者と我が国とのネットワークを構築・維持するため、研修経
験者を対象としたセミナーを各国で開催。

各種研修を通じて、途上国や新興国のニーズに応じ、警
察における知的財産権侵害事犯や取締りの現状を踏ま
えた知的財産環境整備のための人財育成・支援を実
施。

左記の実施状況を踏ま
え、必要な協力について
検討し、実施。

JICAインドネシア知的財産権保護強化プロジェクトを通じて、裁判官の能力強化の
ための支援を実施。

JICAにおいて、途上国における知的財産の創造・保護・
活用のための包括的な知的財産行政・制度・政策の環
境を整備するため、人財育成を中心に技術協力を実
施。

左記の実施状況を踏ま
え、必要な協力について
検討し、実施。

途上国税関に対し、知的財
産権侵害物品の水際取締
能力の構築を支援するた
め、世界税関機構と協力し、
我が国専門家の派遣をはじ
めとする技術協力を実施。

左記の実施状況を踏まえ、必要な協力について検討
し、実施。
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2019年度

2011年度末までの
具体的な取組状況

2012年度以降の具体的な取組予定
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2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

項目
番号

項目名 施策内容 担当府省
短　期 中　期 進捗状況

文部科学省

・世界知的所有権機関(WIPO)と協働
し、アジア・太平洋地域の途上国を
対象に、著作権に係るナショナルセ
ミナーや著作権の集中管理制度に
係る研修を実施、我が国の知見や
取組を紹介し、途上国の著作権制
度の整備を支援した。
・2012年2月にWIPOと協働し、アジ
ア・太平洋地域の途上国の著作権
局職員らを対象にした著作権の執
行に関する研修を実施した。

引き続きWIPOと協働し、特に途上国
からのニーズが高い条約加盟や集
中管理制度整備の支援を重点的に
実施する。

○

途上国からのニーズを踏まえ、WIPO
と協働し、効果的なシンポジウムや
研修プログラムの実施が必要であ
る。

農林水産省

・植物品種保護制度に関する各種
研修を実施し、16人を受入れた。
・海外の局長級職員を受入れ、植物
品種保護に関するセミナーを実施し
た。
・上記取組を実施し、制度に関する
習熟及び審査に関する技術の向上
を図った。
・審査基準に関する指導を行うた
め、専門家をタイ、インドネシア及び
シンガポールへ派遣した。
・カンボジアにて意識啓発セミナーを
実施した。
・上記取組を実施し、制度に関する
習熟及び審査に関する技術の向上
を図った。

東アジア植物品種保護フォーラムを
活用して、植物品種保護制度に関す
る人財育成支援を実施する。

○

東アジア植物品種保護フォーラムを
活用して実施した取組をいかし、植
物品種保護制度に関する効果的な
人財育成を支援する。

世界知的所有権機関（WIPO）と協働し、シンポジウムや
研修プログラムを実施。

東アジア植物品種保護フォーラムを活用して、植物品種
保護制度における以下の取組を実施。
・研修生の受入れ
・各国での審査技術に関するワークショップ、セミナーの
開催
・各国で開催される技術研修への専門家の派遣

左記の実施
状況を踏ま
え、取組を
継続実施。
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短　期 中　期 進捗状況

外務省

日米経済調和対話、日ＥＵ知財対話
を含む交渉・協議の場を通じ、相手
国における制度・運用の改善を要請
した。

相手国の対応状況をフォローしつ
つ、引き続き、様々な交渉・協議の
場を通じて働きかけを実施する。

○

文部科学省

・2011年4月及び11月の官民合同
ミッション、同8月の第2回日中イン
ターネット知的財産保護シンポジウ
ム並びに同10月の第3回日中知的
財産権ワーキンググループに参加
し、インターネット上の著作権侵害の
対策の強化を要請した。
・2011年9月に日中著作権会議を実
施し、著作権侵害コンテンツの摘発
について引き続き効果的な対策を
要請した。
・2011年9月に日韓間で著作権及び
著作隣接権分野における連携強化
に関する覚書を 締結作成した。
・2011年12月に第3回日韓著作権
フォーラムを実施し、著作権制度の
現状と課題について意見・情報交換
を行った。

・日中、日韓との二国間協議を定期
的に実施し、両国との連携強化を推
進する。
・中国国家版権局との間で覚書に基
づく協力として、日中の著作権関係
団体同士による意見交換を行うセミ
ナーを開催し、関係団体間の連携強
化を図る。
・韓国文化体育観光部との間で覚書
に基づく協力分野に係る具体的な活
動についての検討を行い、両国間で
意見の一致を目指す。

○

農林水産省

・農林水産分野の要望について、以
下において、関係省庁と連携しつ
つ、知財制度の整備・運用の改善に
向けた要請を実施した。
　－日中知的財産権ワーキング・グ
ループ
　－知的財産権保護官民合同代表
団の派遣

・第9回知的財産保護官民合同訪中
代表団に参加し、中国政府に対して
植物新品種保護同盟（UPOV）９１年
条約の早期批准、保護対象植物の
拡大を要請した。

二国間・複数国間の交渉の機会を
活用し、相手国の品種保護制度の
整備・運用の改善を促進するこれま
での取組を継続して実施する。

〇

各産業界からの要望を踏まえた上
で、二国間・複数国間の交渉・協議
の場を通じ、関係省庁で連携しつ
つ、諸外国における知財制度の整
備・運用の改善に向けた要請や協
力の実施が必要である。

30 知財制度の整
備・運用改善の
働きかけ

二国間・複数国間の交渉の
機会を活用し、相手国の知
財制度の整備・運用の改善
を促し、産業界の要望を踏ま
えた知的財産の保護が達成
されるよう積極的に働きかけ
る。
（短期・中期）

各産業界からの要望を踏まえ、以下のような二国間・複
数国間の交渉・協議の場を通じ、関係省庁で連携しつ
つ、諸外国における知財制度の整備・運用の改善に向
けた要請や協力を実施。
　－日中ハイレベル経済対話
　－日中経済パートナーシップ協議
　－日韓ハイレベル経済協議
　－日韓経済局長協議
　－日中知的財産権ワーキング・グループ
　－知的財産権保護官民合同代表団の派遣
　－日中著作権協議
　－日韓著作権協議
　－日ＥＵ知財対話
　－日米経済調和対話
　－経済連携協定交渉

相手国の対応状況をフォ
ローし、継続的な働きかけ
を実施。
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短　期 中　期 進捗状況

知財制度の整
備・運用改善の
働きかけ

二国間・複数国間の交渉の
機会を活用し、相手国の知
財制度の整備・運用の改善
を促し、産業界の要望を踏ま
えた知的財産の保護が達成
されるよう積極的に働きかけ
る。
（短期・中期）

各産業界からの要望を踏まえ、以下のような二国間・複
数国間の交渉・協議の場を通じ、関係省庁で連携しつ
つ、諸外国における知財制度の整備・運用の改善に向
けた要請や協力を実施。
　－日中ハイレベル経済対話
　－日中経済パートナーシップ協議
　－日韓ハイレベル経済協議
　－日韓経済局長協議
　－日中知的財産権ワーキング・グループ
　－知的財産権保護官民合同代表団の派遣
　－日中著作権協議
　－日韓著作権協議
　－日ＥＵ知財対話
　－日米経済調和対話
　－経済連携協定交渉

相手国の対応状況をフォ
ローし、継続的な働きかけ
を実施。

各産業界からの要望を踏まえた上
で、二国間・複数国間の交渉・協議
の場を通じ、関係省庁で連携しつ
つ、諸外国における知財制度の整
備・運用の改善に向けた要請や協
力の実施が必要である。

経済産業省

・2011年4月、中国で も模倣品の
製造・流通が多い地域の一つである
広東省にハイレベルミッションを派
遣し、知的財産保護強化の協力枠
組みの構築について意見交換し賛
同を得た。
・2011年10月に第3回日中知的財産
権ワーキング・グループを神戸で、
2012年1月に第2回模倣品事務ワー
キング・グループを東京で開催し、イ
ンターネット上の模倣品・海賊版問
題、執行当局の取締り強化、知的財
産権関連法の執行・運用の徹底に
ついて、日本側より提案し、協力推
進について認識の共有を図った。
・2011年2月の日米経済調和対話を
含め日本から長年働きかけてきた
結果、米国は特許法を改正し、先願
主義へ移行した。
・日EU知財対話、経済連携協定交
渉を通じて、相手国の制度・運用の
改善を働きかけた。
・2011年6月の日米欧中韓の五大特
許庁長官会合において、制度調和
に向けた議論を開始した。
・2011年10月の日中特許庁長官会
合において、特許法制度及び運用
に関する意見交換を継続的に行うこ
とを決めた。
・2011年12月の国家工商行政管理
総局との会合において、我が国地名
や著名商標を含んだ商標出願の厳
正な審査を要請した。また、商標審
査官の交流を開始することとした。
・2011年12月の日中韓特許庁長官
会合において、日中韓の進歩性の
事例研究報告書を了承した。また、
日中韓の実用新案制度に関する意
見交換を継続していくことを決めた。
・2012年2月の第１回日アセアン特
許庁長官会合において、ASEANの
知的財産保護の強化と日本の協力
に関する「東京知財宣言」を採択し
た。

・2012年8月頃、第8回知的財産保護
官民合同訪中代表団（ハイレベル）
を派遣し、中国政府機関に対して、
知財保護強化に関する具体的な要
請・提案を行う。
・2012年10月頃に第4回日中知的財
産権ワーキング・グループを開催、
12月頃に第3回模倣品事務ワーキン
グ・グループを開催し、知的財産権
保護に関しての意見交換を行う。
・侵害発生国の取締機関を対象とし
た真贋判定セミナーを開催するとと
もに、侵害発生国政府・地方機関と
の意見交換を行う。
・引き続き、二国間・複数国間の交
渉・協議の場を通じて、TRIPS協定
に規定されている以上の高いレベル
の知財保護の実現を働きかける。

○
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31
特許審査の品質
監理の強化

国際的に信頼される安定し
た特許権の設定を行うため、
品質監理体制を強化し、特
許審査に関する品質ポリ
シー策定やユーザーによる
品質評価をはじめとした世界
水準の品質監理を実施す
る。
 (短期・中期)

経済産業省

・特許査定された案件及び国際特許
出願案件の審査内容についてサン
プルチェックを実施するとともに、
ユーザーからの評価を調査した。
・新たに以下のチェックを実施した。
　－出願人への通知内容の形式的
事項についてのサンプルチェック
　－ユーザーから提示された個別案
件のチェック

・2012年度はユーザー評価の規模
を拡大し、ユーザー満足度及びユー
ザニーズのより正確な把握に努め
る。
・サーチの適切性を含めたサンプル
チェックの試行を行う。

○

サーチの適切性を含むより詳細な審
査の質に関する基礎情報を集積す
るため、品質監理体制を一層強化す
る必要がある。

32

多言語対応の外
国語特許文献の
検索システムの
整備

中国語や韓国語を含む非日
本語特許文献の比率が高ま
る中で、世界の特許文献へ
の容易なアクセスの確保が
必要である。世界中の技術
を調査可能とし、成果を出願
人に提供できるよう、中国
語・韓国語を中心とした外国
語特許文献を日本語で検索
可能な環境の整備を進め
る。
(短期・中期)

経済産業省

・中国語・韓国語を対象とした外国
語特許文献の検索システムに必要
な機能の策定作業を開始し、具体
的なシステム要件についての検討を
行った。
・2012年3月までに、主要な機能を策
定した。

設計・開発のための調達仕様書作
成に向けて引き続きシステム化のた
めの機能の策定作業を行う。

○

成果を出願人に提供できるよう、設
計・開発のための調達仕様書作成
に向けて引き続きシステム化のため
の機能の策定作業を行い、多言語
翻訳機能を含む中国語・韓国語を中
心とした外国語特許文献の検索シス
テムの開発を推進する必要がある。

33
世界標準の特許
分類の構築

我が国の分野別の技術優位
性を勘案し、諸外国の情勢
を踏まえつつ、世界の五大
特許庁と協調して、世界標準
の特許分類の構築を進め
る。
（短期・中期）

経済産業省

・2011年10月までに我が国の特許
分類と欧州特許分類との分野別比
較検討を実施し、この結果を五大特
許庁へ提供するとともに、10月に
は、この結果を基に、五大特許庁の
国際会合において、特許分類構築
の加速化を提案した。
・同年11月の日米欧の長官級会合
で、遅くとも2013年から特許分類構
築を加速化することを確認し、加速
化をスムーズに行うための作業部
会を立ち上げた。また、同年12月の
日中韓の長官級会合で、日中韓で
の協力体制も構築した。
・2012年3月の五大特許庁の国際会
合で今後のスケジュールについて合
意した。

技術分野毎の特許分類構築の議論
を加速する。

○

国際会合における技術分野毎の特
許分類構築に当たり、優先順位を踏
まえた上で、欧州特許分類を優先す
るもの及び我が国の特許分類を優
先するものに分け、早期の議論決着
に向けて取り組む必要がある。

34
特許審査体制の
強化

世界標準の特許分類の構築
に向けた国際的な動向に対
応するとともに、増加する外
国語特許文献を含む先行技
術を漏れなく調査し、国際的
に信頼される安定した特許
権の設定を行うため、審査
体制の強化を行う。
（短期・中期）

経済産業省

2013年に審査順番待ち期間（FA期
間）を11月とする目標達成のために
必要な審査官の確保に向けて取り
組み審査体制の強化を推進した。

必要な審査官の確保や施策に対応
した審査体制の在り方について、引
き続き検討を行う。

△

増加するグローバル出願に対応す
るとともに、外国語特許文献を漏れ
なく調査し、国際的に信頼される安
定した権利を設定するため、必要な
審査官の確保を含む審査体制の強
化を行う必要がある。

関係する政省令の整備を行うととも
に、「法改正説明会」、「実務者説明
会」及び企業訪問の機会を通じ、改
正特許法の内容の周知を行った。

－ ○

引き続き、説明会や個別の企業へ
の説明の機会などを通じて、施行後
の改正特許法の円滑な運用に努め
る。

・産業界・弁理士・審判官から構成さ
れる審判実務者研究会を開催し、特
許性の判断に関する個別事例の審
決・判決を分析した。
・審理の充実のため、海外の当事者
系審判について調査・研究を行っ
た。

特許権の安定性を向上させる制度
の在り方について、2012年度に調査
研究を行う。

○
米国を始めとする国内外の情勢を踏
まえ、特許権の安定性を向上させる
方策を検討する必要がある。

品質監理体制を強化し、審査結果の内容分析、ユー
ザー評価の収集・分析を行い、審査の質に関する基礎
情報を集積。

・ユーザーによる審査の
品質評価の在り方につい
て検討を行い、ユーザー
による品質評価を確立。
・特許審査に関する品質
ポリシーを検討・策定し、
公表。

多言語翻訳機能を含む中国語・韓国語を中心とした外
国語特許文献の検索システムの開発を推進。

引き続き検索システムの
開発を推進しつつ、成果
を出願人に提供可能とす
る仕組みについて検討。

我が国の特許分類と欧州特
許分類とを分野別に比較検
討し、その結果を基に、五大
特許庁の国際会合におい
て、特許分類構築の加速化
を提案。

国際会合において、技術分野毎に特許
分類構築の議論を実施。

左記の結果
を踏まえ、世
界標準の国
際特許分類
の構築を推
進。

国際的に合意された国際特許分類に基づき、過去の特
許文献の再分類を進めるとともに、増加する外国語特許
文献を含む先行技術を漏れなく調査し、国際的に信頼さ
れる安定した特許権の設定を迅速に行うため、必要な
審査官の確保を含む審査体制の強化を推進。

必要な審査官の確保を含
む審査体制の強化を継
続。

国内外の情勢を踏まえ、特許権の安定性を向上させる方策を検討。

35
特許権の安定性
の向上

国内外の情勢を踏まえ、特
許権の安定性を向上させる
方策を検討する。
（短期・中期）

経済産業省

第177回国会において成立し
た改正特許法の施行に向け
た準備を実施。
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36
ヘーグ協定への
加入

意匠の国際登録に関する
ヘーグ協定への我が国の加
入について、検討を行い、結
論を得る。
(短期)

経済産業省

2011年12月20日開催の産業構造審
議会知的財産政策部会第14回意匠
制度小委員会及び2012年1月27日
開催の同第15回意匠制度小委員会
において、法制面を含む課題を解決
していくことを前提に、ヘーグ協定加
盟に向けた検討を進めていくことが
確認された。

関係府省と調整を行いつつ、産業構
造審議会知的財産政策部会意匠制
度小委員会において我が国のヘー
グ協定加入に係る法制面を含む具
体的課題について検討を行い、結論
を得る。

○

我が国のヘーグ協定加入の是非に
ついて、民間からの要望も踏まえ、
早期に結論を得ることが必要であ
る。

37
意匠の保護対象
の拡大

３Ｄデジタルデザインを含む
意匠の保護対象拡大につい
て検討し、結論を得る。
(短期)

経済産業省

・産業構造審議会知的財産政策部
会意匠制度小委員会意匠審査基準
ＷＧにおける検討を経て、2011年8
月以降適用となる画面デザインの保
護範囲見直しを含む意匠審査基準
の改訂を行った。
・また、2011年12月20日開催の産業
構造審議会知的財産政策部会第14
回意匠制度小委員会及び2012年2
月29日開催の同第16回意匠制度小
委員会において、３Ｄデジタルデザ
インを含む意匠の保護対象の拡大
について、具体的な論点に係る議論
を開始することを確認した。

引き続き、産業構造審議会知的財
産政策部会意匠制度小委員会にお
いて、意匠の保護対象拡大につい
て検討し、結論を得る。

○

国内外の情勢を踏まえ、我が国の
競争力の観点から、産業構造審議
会知的財産政策部会意匠制度小委
員会において、意匠の保護対象拡
大について検討し、結論を得る必要
がある。

38
商標の保護対象
の拡大

音や動きを含む新たな商標
への保護対象拡大について
検討し、速やかに結論を得
る。
(短期)

経済産業省

・企業、業界団体や日本弁理士会と
の意見交換、米国特許商標庁への
実地調査を含む、制度の導入及び
運用のための検討を行った。
・産業構造審議会知的財産政策部
会第25回商標制度小委員会(2012
年2月)において、制度導入の方向で
議論を進めることについて結論を得
た。

制度導入の方向で、制度の詳細に
ついて検討を行う。

○

産業構造審議会知的財産政策部会
商標制度小委員会において、音や
動きを含めた新しいタイプの商標の
保護のための制度の在り方につい
て、関係者の意見を踏まえつつ、制
度の詳細について検討が必要であ
る。

39
営業秘密に対す
る技術者の意識
向上

技術者に対して、不正競争
防止法上の不正行為の範囲
や営業秘密の管理に関して
周知することにより、営業秘
密に対する技術者の意識向
上を図る。
(短期)

経済産業省

関係団体と連携し、10月～12月にか
けて技術者に対して全国17か所で
不正競争防止法上の不正行為の範
囲や営業秘密管理に関する説明会
を実施した。

説明会を実施し、不正競争防止法
上の不正行為の範囲や営業秘密の
管理に関して理解が深まるよう、周
知を行う。

○

関係団体と連携して、技術者に対し
て営業秘密に関する説明会を実施
し、不正競争防止法上の不正行為
の範囲や営業秘密の管理に関して
周知するとともに、経営者に対する
意識向上を図る仕組みを検討する
必要がある。

文部科学省

経済産業省

41

営業秘密管理の
課題を具体的に
改善するための
支援

中小企業を含め、営業秘密
管理指針に沿って適正に営
業秘密が管理されるよう、弁
護士知財ネットの協力を得
て、専門家による無料相談を
含む個別支援を行う。
（短期）

経済産業省

営業秘密管理に関する全国説明会
に合わせて、弁護士知財ネットをは
じめとした専門家による無料相談会
を実施し、中小企業に対して、個別
支援を行った。

－ ○

2011年度に改訂された営業秘密管
理指針を参考にし、中小・ベンチャー
企業を始めとした企業において適切
に営業秘密の管理がされるよう、専
門家による無料相談を含む個別支
援を行う必要がある。

産業構造審議会知的財産
政策部会商標制度小委員
会において、音や動きを含
めた新しいタイプの商標の
保護のための制度の在り方
について、関係者の意見を
踏まえつつ、その導入の是
非について検討し、結論を
得る。

関係団体と連携して、技術者に対して営業秘密に関する
説明会を実施し、不正競争防止法上の不正行為の範囲
や営業秘密の管理に関して周知。

40
大学における普
及啓発

産学共同研究における、学
生をはじめとした特許法の職
務発明規定の対象とならな
い者の発明の取扱いや営業
秘密の管理について、契約
で明確化する必要性に関し
て普及啓発を行う。
(短期)

両省が連携しつつ、改訂し
た「大学における営業秘密
管理指針作成のためのガイ
ドライン」について大学に対
し広く周知するとともに、学
生をはじめとした特許法の
職務発明規定の対象となら
ない者の発明の取扱いや営
業秘密の管理について契約
で明確化する必要性に関し
説明会を開催して広く周知。

両省が連携しつつ、改訂した「大学
における営業秘密管理指針作成の
ためのガイドライン」について大学に
周知するとともに、学生をはじめとし
た特許法の職務発明規定の対象と
ならない者の発明の取扱いや営業
秘密の管理について契約で明確化
する必要性に関し、大学技術移転
協議会のシンポジウムやイノベー
ションジャパンにおいて広く周知を
行った。

ヘーグ協定加入が国内ユー
ザー及び特許庁業務運用に
及ぼす影響に関する調査並
びに必要な法令改正に関す
る分析・検討を行い、協定加
入に向けた課題、対応策を
整理。

関係府省と調整を行いつ
つ、産業構造審議会意匠
制度小委員会において、
我が国のヘーグ協定加入
の是非について検討を行
い、結論を得る。

産業構造審議会知的財産
政策部会意匠制度小委員
会意匠審査基準ＷＧにおい
て、現行法下における画面
デザインの保護範囲見直し
に関する意匠審査基準の改
訂を実施。

産業構造審議会知的財産
政策部会意匠制度小委員
会において、意匠の保護
対象拡大について検討し、
結論を得る。

- ○

産学共同研究における、学生を始め
とした特許法の職務発明規定の対
象とならない者の発明の取扱いや営
業秘密の管理について契約で明確
化する必要性に関して、普及啓発を
促進する必要がある。

中小企業を含む事業者を対
象とした営業秘密管理に関
する説明会に合わせ、弁護
士知財ネットを含む専門家
の協力を得て、無料相談会
を実施。
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長　期

2015～
2019年度

2011年度末までの
具体的な取組状況

2012年度以降の具体的な取組予定
評価 今後の課題

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

項目
番号

項目名 施策内容 担当府省
短　期 中　期 進捗状況

42
企業のコア人財
の国内雇用環境
の整備

高度な技術を有する企業の
コア人財が、ものづくりの指
導者として後進の若手人財
を育成することができるよう、
定年退職後に国内で一層活
躍できる環境の整備を行う。
（短期）

経済産業省

OB人材を活用したものづくり現場の
指導者を養成する取組を実施する、
大学や自治体を含む以下の８団体
に対し、補助事業を実施した。

　-北海道機械工業会
　-山形大学
　-上尾商工会議所
　-各務原商工会議所
　-野洲市役所
　-大阪工業大学
　-東予産業創造センター
　-広島工業大学

・2012年度予算で4月を目途に補助
対象事業者を公募する。
・2011年度実施中の事業の成果を
調査し、2012年度以降の事業に反
映させる。

○

ＯＢ人財を活用し、ものづくり現場の
指導者を養成する取組に対する補
助事業の実施状況を踏まえ、同様
の事業を実施する必要がある。

・2012年度にグローバル展開に必要
な知財関連情報を集積したデータバ
ンクを開設することを目指し、その具
体的内容について整理した。
・独立行政法人工業所有権情報・研
修館（INPIT）において海外知財プロ
デューサーを6人採用し、知財面か
らの企業への海外展開支援を実施
した。
・外国出願支援（補助事業）の予算
額につき、地方公共団体からの要
望額を踏まえて大幅な増額を行った
（2011年度0.8億円→2012年度1.5億
円）。

・更に検討を進め、2012年度にWeb
上にデータバンクを開設する。
・引き続き海外知財プロデューサー
による企業支援を実施する。
・外国出願支援事業の拡充につい
て、自治体からの要望を踏まえ引き
続き検討を行う。

○

・2012年度中にはグローバル展開に
必要な知財関連情報を集積した
データバンクを開設する必要があ
る。
・海外進出の検討を行っている中小
企業のニーズを踏まえた上で、必要
に応じて、海外知財プロデューサー
の派遣拡大を検討し、実状に即した
支援を行う必要がある。
・中小企業の海外進出の状況を把
握する各自治体からの要望を踏ま
え、外国出願支援（補助事業）の拡
充を図るとともに、引き続き必要な予
算措置を行う必要がある。

外国出願支援事業を実施していな
い地方公共団体に対する働きかけ
の結果、2011年度は26か所で実施
するに至った（2010年度は16か所）。

外国出願支援事業を実施していな
い地方公共団体に対して働きかけを
行う。

○

外国出願支援事業を実施していな
い地方公共団体に対して働きかけを
実施し、中小企業のグローバル展開
を支援する必要がある。

2011年4月から全国47都道府県に
知財総合支援窓口を開設し、知財
に関するワンストップサービスを提
供した。

― ○ -

・金融庁と連携し、全国の金融機関
に対して知財総合支援窓口のパン
フレットを約21万部配布した。また、
窓口においては、商工会・商工会議
所及び独立行政法人工業所有権情
報・研修館（INPIT）を始めとする、中
小企業支援機関との定期的な意見
交換を行い、研究開発から事業化、
海外展開、侵害対策までの一貫した
支援を実施した。（相談件数
100,910件（3月末））
・知財総合支援窓口に知財の実務
経験者を配置して支援を実施した。
また、必要に応じて弁理士や弁護士
の専門家をチームで派遣し、協働し
て支援を実施した。

関係府省及び中小企業支援機関と
連携し、更なる支援体制の充実を図
る。

○

「知財総合支援窓口」を中核として、
関連府省の中小企業支援策や弁理
士や弁護士を含む専門家と密接に
連携し相談体制を充実させる。

農林水産省

2011年9月1日、組織再編に伴い、
地方農政局及び北海道農政事務所
に知的財産担当者を配置し、2011
年10月31日～11月2日に担当者を
対象とした研修を実施した。

担当者への研修の充実（2012年5月
実施予定）について検討する。

○

ワンストップ機能を実行できるよう地
方農政局の「知的財産総合相談窓
口」の職員向けの研修を実施し、関
係機関と連携する。

44
総合的な支援体
制の整備

ワンストップ相談窓口を中核
として、関係府省の中小企業
支援策との密接な連携によ
り、研究開発から事業化、海
外展開、侵害対策までの総
合的な支援体制を整備す
る。
(短期）

経済産業省

知的財産に関する相談をワ
ンストップサービスで提供す
る「知財総合支援窓口」を都
道府県ごとに開設。

「知財総合支援窓口」を中核として、中小企業支援策と
密接に連携しつつ、総合的な支援体制を整備。

ワンストップ機能を実行できるよう地方農政局の「知的財
産総合相談窓口」の職員向けの研修を実施し、支援体
制を整備。

ＯＢ人財を活用し、ものづくり
現場の指導者を養成する取
組に対して、補助事業を実
施。

左記の実施状況を踏ま
え、同様の事業を実施す
ることを検討。

43
中小企業のグ
ローバル展開支
援の強化

中小企業の知的財産を活用
したグローバル展開を支援
する上で、事業内容に応じて
進出国での 適な知財保護
ができるような権利の取得・
管理・活用が必要となる。こ
のため、グローバル展開に
必要な知財関連情報を集積
したデータバンクを構築す
る。また、このような高度な
知財マネジメントに精通する
「海外知財プロデューサー」
による支援を行うとともに、
外国出願、翻訳、海外調査、
侵害に係る支援を強化す
る。
(短期)

経済産業省

・Web上にグローバル展開に必要な知財関連情報を集
積したデータバンクを開設。
・海外知財プロデューサーの派遣を通じた支援を開始。
・外国出願支援（補助事業）の拡充を図り、更なる措置に
ついて検討。

地方公共団体に対し、外国
出願費用助成制度への参
画や、外国出願支援への独
自の取組が促進されるよう、
働きかけを強化。
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2015～
2019年度

2011年度末までの
具体的な取組状況

2012年度以降の具体的な取組予定
評価 今後の課題

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

項目
番号

項目名 施策内容 担当府省
短　期 中　期 進捗状況

45
ワンストップ相談
窓口への人財の
配置

事業化を見据えた知的財産
戦略の構築を支援する知財
マネジメント人財をワンストッ
プ相談窓口に配置するととも
に、弁護士知財ネット及び日
本弁理士会を含む関係支援
組織から窓口に派遣される
専門家からなるチームを活
用して、中小企業の事業化
を支援する。
(短期)

経済産業省

・知財総合支援窓口に知財の実務
経験者である窓口支援担当者を130
人配置して支援を実施した。
・また、必要に応じて弁理士や弁護
士の専門家をチーム派遣し、協働し
て支援を実施した。

窓口支援担当者による支援及び専
門家による支援を実施する。

○

造詣の深い知財の実務担当者をい
かし「知財総合支援窓口」に配置す
るとともに、弁理士や弁護士を含む
専門家と連携した支援を実施し、
サービスの向上を図る。

知財総合支援窓口において、弁理
士への出願手続を依頼する際の標
準的な価格の提示に向けた取組を
日本弁理士会と検討し、取組スキー
ムが整った窓口から順次試行的に
実施した。

知財総合支援窓口において蓄積さ
れた費用データを取りまとめ、中小
企業が弁理士へ出願手続を依頼す
る際の標準的な価格の提示に向け
た取組を全国展開する。

○

中小企業が弁理士へ出願手続を依
頼する際の標準的な価格の提示に
向けた取組スキームの全国的な展
開が必要である。

中小企業への知財支援の充実に向
けて検討を行った結果、中小企業の
事業展開に絡めた戦略的なデザイ
ン（意匠）活用への支援を拡充する
ことが必要であるとの方向性（結論）
を得た。

中小企業の事業展開に絡めた戦略
的なデザイン（意匠）活用への支援
を拡充するため、2012年度以降、戦
略的な意匠活用の支援を行ってい
く。

○

中小企業の事業展開を踏まえた戦
略的なデザイン（意匠）活用への具
体的な支援策を実行する必要があ
る。

47
特許関係料金の
減免制度の拡充

特許関係料金の減免制度に
ついて、ユーザーのニーズ
に 大限応えるよう、対象と
なる中小企業の範囲の大幅
な見直しや申請手続の見直
しに向けて、必要な法改正を
行い、制度の運用を開始す
る。
（短期）

経済産業省

・第177回国会において成立した改
正特許法の施行に向け、その施行
に伴う政令及び省令の整備を行い、
政令は2011年12月2日、省令は2011
年12月28日にそれぞれ公布された。
・2012年4月1日の改正特許法施行
に向け、改正後の制度の周知を進
めるとともに、新制度への移行をス
ムーズに行うべく体制を整えた。

改正特許法に基づき、改正後の減
免制度の運用を開始するとともに、
新制度の周知を徹底する。

○
新制度の周知を徹底することが必要
である。

文部科学省

ビジネス支援図書館協議会主催の
交流会も活用、経済産業省と連携し
ながら、ビジネス支援図書館が知的
財産の活用にも資する情報提供を
行う取組を奨励した。

各地の公共図書館の取組を奨励す
る。

○

・地域の中小企業における知的財産
の活用に資する情報提供を行う取
組を推進するための具体的な施策
が必要である。
・また、連携に関する成功事例を全
国的に展開し、各地の公共図書館
のノウハウ獲得を促進する必要があ
る。

経済産業省

・ビジネス支援図書館協議会主催の
交流会において知財総合支援窓口
をＰＲし、連携した支援の取組につ
いて説明した。
・また、ビジネス支援図書館からの
要請に応じて知財総合支援窓口の
パンフレットを送付し、知財活用・支
援に係る情報提供を実施した。

ビジネス支援図書館からの要請に
応じて知財活用・支援に係る情報提
供を実施する。

○

・ビジネス支援図書館を含む各地の
公共図書館のニーズを踏まえ、必要
に応じ、ワンストップ相談窓口との連
携を推進するための具体的な施策
を講ずる必要がある。
・また、公共図書館との連携に関す
る成功事例を全国的に展開し、各地
の公共図書館のノウハウ獲得を促
進する必要がある。

文部科学省

経済産業省

引き続き、両省が連携しつつ、大学
知財本部・ＴＬＯの在るべき姿に向け
た検討を深め、評価の結果も踏まえ
て、その再編・強化について結論を
得る。

○

両省が連携しつつ、産学連携に関す
る指標を試行的に評価するととも
に、大学知財本部・ＴＬＯの在るべき
姿に向けた検討を深め、評価の結
果も踏まえて、その再編・強化につ
いて結論を得るとともに、定着に向
けて、評価指標の位置付けを明確に
する必要がある。

・中小企業の支援の充実に向けて検討を行い、結論を
得る。

第177回国会において成立し
た改正特許法の施行に向け
た準備を実施。

48
公共図書館にお
ける知的財産関
連情報の提供

ビジネス支援図書館を含む
各地の公共図書館が、必要
に応じワンストップ相談窓口
の協力も得つつ、地域の中
小企業における知的財産の
活用にも資する情報提供を
行う取組を奨励する。（短期）

経済産業省と連携しつつ、ビジネス支援図書館を含む
各地の公共図書館が、必要に応じワンストップ相談窓口
の協力も得つつ、地域の中小企業における知的財産の
活用にも資する情報提供を行う取組を奨励。

文部科学省と連携しつつ、ビジネス支援図書館を含む
各地の公共図書館が、地域の中小企業における知的財
産の活用にも資する情報提供を行う取組に必要な協力
を実施。

・企業や支援機関での知財の実務経験者を「知財総合
支援窓口」に配置。
・また、弁護士や弁理士を含む専門家を活用して多岐に
渡る相談内容に対応すべく複数人のチーム派遣による
支援を実施。

46
新たな出願支援
策の創設

特許出願に不慣れな中小企
業のために、弁理士費用の
予見可能性を高める新たな
出願支援策（「知財コンダク
ター（仮称）」）を創設し、実施
するとともに、引き続き、中小
企業の支援の充実に向けて
検討を行う。
（短期）

経済産業省

特許出願に不慣れな中小企
業に対して、「知財総合支援
窓口」において中小企業が
弁理士へ出願手続を依頼す
る際の標準的な価格の提示
に向けた取組を創設し、試
行を実施。

「知財総合支援窓口」にお
ける支援実績を踏まえ、中
小企業が弁理士へ出願手
続を依頼する際の標準的
な価格の提示に向けた取
組を実施。

49

大学知財本部・Ｔ
ＬＯの在るべき姿
とその評価指標
の検討

2011年度中に、大学知財本
部・ＴＬＯの在るべき姿を検討
しつつ、産学連携活動の効
果や効率性を適切に評価す
る指標を策定し、試行的に評
価する。大学知財本部・ＴＬＯ
の在るべき姿に向けた検討
を深め、評価の結果も踏まえ
て、その再編・強化について
結論を得る。
（短期）

両省が連携しつつ、大学知
財本部・ＴＬＯの在るべき姿
を検討しつつ、産学連携活
動の効果や効率性を適切に
評価する指標を策定し、試
行的に評価。

両省が連携しつつ、大学
知財本部・ＴＬＯの在るべ
き姿に向けた検討を深め、
評価の結果も踏まえて、そ
の再編・強化について結
論を得る。

両省が連携し、大学知財本部・ＴＬＯ
の在るべき姿を検討しつつ、有識者
の意見を得て、試行に用いる産学連
携活動の効果や効率性を適切に評
価する指標を、「インプット－アウト
プット－アウトカム」を基本構成とし
て策定した。23の大学及びＴＬＯにつ
いて試行的に評価を実施している。
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50
大学の外国出願
支援の強化

大学側のニーズを踏まえ拡
充を図るとともに、事業化を
見据えた戦略的な支援対象
の選別や特許の質の向上を
図ることで、大学の外国出願
に対する支援を強化する。
(短期)

文部科学省

大学の外国特許出願に対し、市場
性を考慮し、事業化を見据えて戦略
的に支援対象を選別するとともに、
特許の質の向上を図った。

選別した支援対象のうち、日本の国
際知財戦略として特に重要なテーマ
について、核となる優れた発明と必
要な周辺発明を権利化することによ
り、戦略的な特許群形成を促進す
る。

○

大学の外国特許出願に対し、事業
化を見据えた戦略的な支援対象の
選別や特許の質の向上を図るととも
に、重要なテーマについては特許群
形成を促進し、事業化を見据えた戦
略的な支援を実施する必要がある。

文部科学省

経済産業省

大学の外国特許出願に対し、事業化を見据えた戦略的
な支援対象の選別や特許の質の向上を図るとともに、
特許群形成を促進し、事業化を見据えた戦略的な支援
を実施。

再掲
大学における普
及啓発

産学共同研究における、学
生をはじめとした特許法の職
務発明規定の対象とならな
い者の発明の取扱いや営業
秘密の管理について、契約
で明確化する必要性に関し
て普及啓発を行う。
(短期)

40に記載
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経済産業省

文部科学省

警察庁

総務省

農林水産省

国土交通省

環境省

防衛省

52
大学の研究にお
ける知財マネジメ
ントの推進

知的財産を含む高度な専門
知識を持つリサーチ・アドミ
ニストレーターを大学に定着
させるシステムの整備を進
め、大学の研究の初期段階
から知財マネジメントを強化
する。
(短期)

文部科学省

スキル標準の作成、研修・教育プロ
グラムの作成及びリサーチ・アドミニ
ストレーターの配置支援を行い、リ
サーチ・アドミニストレーターを大学
に定着させるためのシステムを整備
する事業を開始した。
（実施拠点は5拠点（東京大学、東京
農工大学、京都大学、名古屋大学
及び金沢大学）。配置人数は約50
人。）

スキル標準の作成、研修・教育プロ
グラムの作成の各事業について引
き続き実施するとともに、配置支援
機関を拡充し、より多様な取組を支
援する。

○

2011年度に実行した事業の課題を
大学からヒアリングし、基礎資料とし
てまとめ、今後の事業にいかしていく
べきである。

53
産学共同研究に
おける知財マネ
ジメントの推進

知財プロデューサーの派遣
拡大により、産学共同研究
の初期段階から知財マネジ
メントを強化する。
(短期)

経済産業省

独立行政法人工業所有権情報・研
修館（INPIT）において、知財プロ
デューサーの派遣先を、2010年度
試行派遣時の8か所の研究開発コン
ソーシアム・大学から18か所に拡大
し、知的財産の活用を見据えた戦略
の策定を支援することにより、研究
の初期段階から知財マネジメントを
強化した。

引き続き、知財プロデューサーの派
遣を通じた研究開発コンソーシア
ム・大学への支援を実施する。

○

引き続き、研究開発コンソーシアム・
大学のニーズを踏まえ、必要に応
じ、知財プロデューサーの派遣拡大
を検討するとともに、派遣したプロ
デューサーから研究開発コンソーシ
アム・大学における知財マネジメント
の課題を抽出し、今後の派遣事業に
いかす必要がある。

研修教育プログラムの策定を含め、リサーチ・アドミニス
トレーターを大学に定着させるためのシステムの整備を
進め、大学の研究の初期段階から知財マネジメントを含
めた大学の研究マネジメント力を強化。

知財プロデューサーの派遣数を増加させ、知的財産の
活用を見据えた戦略の策定を支援し、産学共同研究の
初期段階から知財マネジメントを強化。

51
日本版バイ・ドー
ル制度の事前承
認制の周知徹底

大学や委託研究の受託機関
に対して、２００９年に改正さ
れた日本版バイ・ドール制度
の特許権移転に対する事前
承認制について、現場での
円滑な運用が進むよう一層
の周知徹底を図る。
(短期)

委託先のニーズを踏まえて
既存資料を基により分かり
やすい資料を整え、大学や
委託先に周知徹底。

・日本版バイドール制度を所管する
経済産業省が大学、独立行政法人
及び企業へ研究開発を委託する関
連府省の担当部門に対し、委託先
のニーズを踏まえた分かりやすいガ
イドラインを作成し、説明・資料配布
を行った。
・関連府省はそれを踏まえ、それぞ
れが所管する独立行政法人及び国
費での研究開発を受託する企業な
どに対し、特許権移転に対する事前
承認制について説明を実施した。
・説明を受けた独立行政法人では、
国費での研究開発を受託する企業
などに対し、委託契約を行う際に周
知徹底を行った。

－ ○

2011年度の取組を踏まえて、日本版
バイ・ドール制度の特許権移転に対
する事前承認制について周知を図る
とともに、委託契約上の課題につい
て、研究開発を受託する企業や大学
を含めた関連機関が抱える現状の
問題点を把握する必要がある。
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内閣府 ○

経済産業省 ○

総務省 ○

文部科学省 ○

厚生労働省 ○

農林水産省 ○

国土交通省 ○

環境省 ○

警察庁 ○

防衛省 ○

55

大学及び公的研
究機関の優れた
研究成果を迅速
に社会還元する
仕組みの構築

大学及び公的研究機関の研
究について、社会のニーズ
に即して、研究段階から事業
化段階に至るまで一貫して
支援することにより、研究成
果の価値を高め、事業化へ
の投資を促進する仕組みを
構築する。
（短期）

文部科学省

・独立行政法人科学技術振興機構
（JST）が2010年8月に協力協定を締
結した株式会社産業革新機構との
連携を踏まえ、研究成果 適展開
支援プログラム（A-STEP)を中心
に、支援課題の事業化促進に向け
た体制を構築した。
・また、2011年8月には新たに政府
系金融機関である日本政策金融公
庫と業務連携・協力の覚書を締結
し、複数の金融機関との連携により
大学及び公的研究機関の研究開発
成果を投資・融資の双方につなげて
いく仕組みを構築した。

2011年度までに連携・協定を締結し
た金融機関との具体的な取組を強
化、オールジャパン体制で産学官金
連携の仕組みを構築し、大学の研
究成果の迅速かつ効果的な事業化
を推進する。

○

産学官金連携の仕組みを本格的に
実施・活用し、多様な民間投資を誘
引し、大学及び公的研究機関の研
究成果の迅速かつ効果的な実用化
を促進させることで、模範となる成功
事例を創出する。

54

有望シーズの苗
床を涵養する多
段階選抜方式の
ＳＢＩＲの推進

先端的なベンチャーを育成
し、科学技術の成果を事業
化につなげる仕組みとして、
ＳＢＩＲ(Small Business
Innovation Research)におけ
る多段階選抜方式の導入を
推進する。各府省の研究開
発予算のうち一定割合又は
一定額について、多段階選
抜方式の導入目標を設定す
ることを検討する。
（短期）

既に先導的に実施されてい
る参考事例を踏まえつつ、Ｓ
ＢＩＲにおける多段階選抜方
式の更なる導入について検
討。

・ＳＢＩＲにおける多段階選
抜方式の導入を推進。
・各府省の研究開発予算
のうち一定割合又は一定
額について、多段階選抜
方式の導入目標の設定に
ついて検討。

・第4期科学技術基本計画（2011年8
月19日閣議決定）で、国は、先端的
な科学技術の成果を事業化につな
げるための仕組みとして、ＳＢＩＲを
推進するため、「各府省の研究開発
予算のうち一定割合又は一定額に
ついて、多段階選抜方式の導入目
標を設定することを検討する」との
決定を行った。
・「平成23年度中小企業者等に対す
る特定補助金等の交付の方針」
(2011年6月28日閣議決定)で、「各府
省の研究開発予算のうち一定割合
又は一定額について多段階選抜方
式の導入目標の設定の検討に向け
て、国は、同方式の導入目標を設定
するためのガイドラインの策定を開
始する」ことを決定した。
・各府省の多段階選抜方式導入の
推進を目的として、中小企業庁が、
同方式の導入を試行する「中小企
業技術革新挑戦支援事業」を、2012
年度当初予算として要求した。

・第4期科学技術基本計画の下で、
中小企業技術革新制度連絡会議を
活用して、多段階選抜方式の導入
目標を設定するためのガイドライン
の策定に向け、各府省が連携して取
組の進め方について検討する。
・中小企業庁は「中小企業技術革新
挑戦支援事業」の執行に当たり、本
事業と連携可能な事業を所管する
各府省と検討を進める。

ＳＢＩＲにおける多段階選抜方式の導
入を推進するに当たり、各府省の研
究開発予算のうち一定割合又は一
定額について、多段階選抜方式の
導入目標を設定することに関する検
討課題を明確にする必要がある。

事業化を促進するため、金
融機関に対して、大学及び
公的研究機関の研究開発
成果や事業化計画を提示し
て投資につなげる産学官金
連携の仕組みについて検
討。

検討を踏まえ、産学官金
連携の仕組みを本格的に
実施・活用し、多様な民間
投資を誘引し、大学及び
公的研究機関の研究成果
の迅速かつ効果的な実用
化を促進。
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56

知財ファンドを通
じて知的財産の
活用を図る仕組
みの構築

大学及び公的研究機関の特
許をパッケージ化し、公的投
資機関の知財ファンドを通じ
て知的財産を活用する仕組
みを構築する。
（短期）

文部科学省

・大学及び公的研究機関が有するラ
イセンス可能な特許を収集し、企業
のニーズを踏まえつつ、公的投資機
関との連携によりテーマ別に分類し
た特許マップ・特許群情報を100件
程度作成した。
・また、必要に応じて、追加データ取
得、関連発明創出のための費用の
支援を実施し、未利用特許の事業
活用を促進した。

・引き続き大学及び公的研究機関の
特許のパッケージ化による価値向上
を図る。
・また、投資機関と協働し、支援した
技術テーマについて、企業へ効果的
に紹介することにより、大学及び公
的研究機関などが保有する未利用
特許の事業活用を加速させる。

○

・大学及び公的研究機関が保有する
未利用特許の事業活用を加速させ、
ライフサイエンス分野に続く成功事
例の創出に努める。そのためには、
先進事例の分析と課題の分析が必
要である。

57

産学官の研究開
発活動における
知的財産の有効
活用に向けた仕
組みの整備

大学が産業界のニーズを把
握しつつ、産学連携を基礎
研究にまで拡大した上で研
究開発活動を計画・推進す
る機能（「知」のプラットフォー
ム）について、その研究開発
活動から得られる知的財産
を産業界が有効活用できる
仕組みを整備する。
（短期）

文部科学省

・研究開発コンソーシアムにおける
知的財産の活用に関する各種調査
研究報告を踏まえ、「産学共創の
場」から生まれた成果について、参
加企業が有効活用できる仕組みの
検討を開始した。
・2011年10月に、「産学共創の場」と
して、技術テーマ「ヘテロ構造制御」
について産学関係者が意見交換を
行う場を設けた。

2011年度から開始した検討を踏ま
え、「産学共創の場」の成果につい
て、参加する企業が有効活用できる
仕組みを整備する。

○

「産学共創の場」から生まれた成果
について、参加企業の間で使用する
問題点を明らかにし、有効活用に向
けた仕組みを早急に整備する必要
がある。

内閣官房
知的財産推進計画の下で、「知財人
財育成プラン」に沿った知財人財育
成策を進める。

○

知財をめぐる10年後の将来像を見
据えた上で、5年先を目途に所要の
環境整備が図られるように、今後の
知的財産推進計画策定の議論を推
進する必要がある。

内閣府 ○

総務省 ○

法務省 ○

文部科学省 ○

厚生労働省 ○

農林水産省 ○

経済産業省 ○

国土交通省 ○

環境省 ○

大学及び公的研究機関の特許のパッケージ化による価
値向上を図るとともに、公的投資機関との連携により知
財ファンドの機能を活用する仕組みを構築し、大学及び
公的研究機関が保有する未利用特許の事業活用を加
速。

産学の対話を通じて「知」の循環を促す「産学共創の場」
を構築する研究成果展開事業（産学共創基礎基盤研究
プログラム）において、産学コンソーシアム型の基礎研
究における知的財産の取扱いに関し調査を実施し基本
的な考え方を示した上で、当該知的財産が有効活用で
きる仕組みを整備。

58
知財人財育成プ
ランの確立

グローバル・ネットワーク時
代において、各種知財人財
が、必要な知識、技術・技能
を身に付けて実践するため
の知財人財育成プランを確
立し、実施に着手する。
（短期）

各種知財人財の現状を把握
しつつ、グローバル・ネット
ワーク時代に対応した総合
的な知財人財育成プランを
確立し、可能な施策につい
て実施に着手。

確立した知財人財育成プ
ランの本格的な実施。

・2011年8月、内閣官房が事務局と
なって、知的財産戦略本部知的財
産による競争力強化・国際標準化専
門調査会の下に「知財人財育成プラ
ン検討ワーキンググループ」を設置
し、「知財人財育成プラン」について
の議論を、関係府省の協力の下で
推進した。
・内閣官房が事務局となって、知的
財産戦略本部知的財産による競争
力強化・国際標準化専門調査会に
おいて、「知財人財育成プラン」に
沿った知財人財育成策について、関
係府省の協力を得て検討を推進し
た。

知財推進計画に基づき、知財人財
育成策を実施する。

知財推進計画に基づき、知財人財
育成策を実施する必要がある。
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長　期

2015～
2019年度

2011年度末までの
具体的な取組状況

2012年度以降の具体的な取組予定
評価 今後の課題

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

項目
番号

項目名 施策内容 担当府省
短　期 中　期 進捗状況

文部科学省

・大学関係者や関係団体に対して知
財マネジメントに関する教育に係る
情報提供を行った。
・情報提供は関係者との面談又は
電話連絡により行った。情報提供先
は、大学・企業などで構成される協
議会（３団体）及び職能団体（１団
体）である。
・これらの関係者が主催する会議に
参加して、意見交換を実施した。

知的財産推進計画2011の実現に向
け、関係者における理解と取組への
気運を一層高めるため、引き続き、
必要な指導助言や意見交換を行う。

○

大学関係者や関係団体との意見交
換を通じて現場のニーズを把握し、
効果的な指導助言・情報提供を行う
必要がある。

知財マネジメントに関する産業界の
ニーズ把握のためのアンケート調査
を実施した。

アンケート調査で得られた知財マネ
ジメントに対する産業界のニーズ
を、技術経営系専門職大学院協議
会（MOT協議会）を通じ、技術経営
系専門職大学院の教育内容にいか
せるよう啓発を実施する。

○

アンケート調査で得られた知財マネ
ジメントに対する産業界のニーズを、
MOT協議会を通じ、技術経営系専
門職大学院の教育内容に生かせる
よう啓発を実施していくことが必要で
ある。

・知的財産人材育成推進協議会が
実施する知的財産人財育成に関す
るオープンセミナーの企画・立案を
支援した。
・特許庁長官と企業マネジメント層と
の懇談を行い、知財マネジメントに
関する啓発を行った。

・知的財産人材育成推進協議会に
対し、国際標準や知財マネジメント
に関するセミナーの定期的な開催並
びに参加者及びテーマの充実を促
す。
・特許庁長官と企業マネジメント層と
の懇談を行い、知財マネジメントに
関する啓発を行っていく。

○

知財マネジメントについてのセミナー
やシンポジウムを定期的に開催する
とともに、企業マネジメント層にも働
きかけを行うことによって、産業界に
対し、知財マネジメントの経営上の
重要性について促す必要がある。

文部科学省

・大学関係者や関係団体に対して知
財マネジメントに関する教育に係る
情報提供を行った。
・情報提供は関係者との面談又は
電話連絡により行った。情報提供先
は、大学・企業などで構成される協
議会（３団体）及び職能団体（１団
体）である。
・これらの関係者が主催する会議に
参加して、意見交換を実施した。

知的財産推進計画2011の実現に向
け、関係者における理解と取組への
気運を一層高めるため、引き続き、
必要な指導助言や意見交換を行う。

○

大学関係者や関係団体との意見交
換を通じて現場のニーズを把握し、
効果的な指導助言・情報提供を行う
必要がある。

経済産業省

・知財専門職大学院をはじめとする
知財教育を実施している大学間の
連携を促進するため、知的財産教
育研究・専門職大学院協議会を設
立した。
・知的財産系専門職大学院認証評
価検討委員会において、知財専門
職大学院の第三者評価の在り方に
ついて検討した。

・左記協議会において、大学が連携
した知財人財育成の在り方に関する
検討に貢献すべく、知財人財育成の
動向や、社会に求められている知財
人財像に関する情報提供を行って
いく。

○

知的財産教育研究・専門職大学院
協議会を中心にして、知財人財育成
に係る課題の認識や必要な情報提
供を行う必要がある。

61
知財関連人財育
成機関間の国際
的な連携強化

独立行政法人工業所有権情
報・研修館（ＩＮＰＩＴ）と諸外国
の知財関連人財育成機関
（知的財産に関する国際機
関を含む）との間の連携を強
化し、これらの人財育成能力
の相互向上を図る。
（短期）

経済産業省

・第3回日韓人財育成機関間連携会
合(2011年5月)、第5回日中人財育
成機関間連携会合(2011年10月)を
開催し、情報交換及び相互協力に
ついて議論を行った。
・中国及び韓国人財育成機関との
具体的な相互協力として、日本で、
中国専利審査指南セミナー(2011年
9月)及び韓国語特許文献の効果的
なサーチ手法に関するセミナー
(2011年11月)をそれぞれ実施した。
・第2回日中韓人財育成機関長会合
(2011年11月)を日本で開催し、今後
各機関が協力を行う際の原則を定
めた。
・第5回世界知的所有権機関
（WIPO）知的財産研修所長シンポジ
ウム(2011年8月)の中で、今後の人
財育成協力のプロジェクトについて
議論を行い、また、諸外国の人財育
成機関の情報を収集した。

・2012年度中に、第4回日韓人財育
成機関間連携会合及び第6回日中
人財育成機関間連携会合を日本で
開催する。
・中国及び韓国人財育成機関との具
体的な相互協力として、中国で日本
改正特許法に関するセミナー(2012
年9月)、韓国でセミナー(内容検討
中、2012年秋)をそれぞれ実施する。
・第3回日中韓人財育成機関長会合
(2012年9月)を中国で開催する。
・第6回世界知的所有権機関
（WIPO）知的財産研修所長シンポジ
ウム(2012年夏ごろ)を日本で開催す
る。

○

世界知的所有権機関（ＷＩＰＯ）、アジ
ア太平洋経済協力（ＡＰＥＣ）との連
携の結果も踏まえ、人財育成に関す
る情報を有効活用し、人財育成に関
する能力の一層の向上を図る必要
がある。

世界知的所有権機関（ＷＩＰＯ）、アジア太平洋経済協力
（ＡＰＥＣ）とも連携して、諸外国の人財育成機関との間
で、情報交換及び相互協力を推進し、人財育成能力を
向上。

59
知財マネジメント
人財育成の強化

産業界の協力を得て、技術
経営専門職大学院をはじめ
とする高等教育機関におけ
る国際標準化を含む知財マ
ネジメントに関する教育内容
の充実を促進する。また、産
業界を含め、知財マネジメン
ト人財を充実させるために知
財研修やマネジメント層への
啓発を強化する。
（短期）

高等教育機関における国際標準化を含む知財マネジメ
ントに関する教育への理解の増進を図るため、大学及
び大学又は関係団体が実施する協議会への指導助言・
情報提供を実施。

経済産業省

知財マネジメントに関する産業界のニーズをＭＯＴ協議
会を通じて、技術経営専門職大学院の教育内容に生か
せるように啓発を実施。

・知的財産人材育成推進協議会や当該協議会への参
画機関をはじめとする知財人財育成関係機関に対し、
知財マネジメント研修をはじめとする知財マネジメント人
財育成の強化に向けた取組を促進。
・知財マネジメント人財を充実させるために、特許庁幹部
と企業マネジメント層との意見交換による啓発を強化。

60
知財教育を実施
している大学の
連携強化

知財マネジメント人財やグ
ローバル知財人財を育成す
るため、産業界の協力を得
て、知財専門職大学院をは
じめとする知財教育を実施し
ている大学間の連携を促進
する。これにより、人財交
流、知財マネジメントに関す
る教育内容の充実、第三者
評価の在り方の検討を通じ
た教育水準の向上を促進す
る。
（短期）

知財マネジメント人財やグローバル知財人財育成のた
めの大学間連携を強化して、人財交流、教育内容の充
実、教育水準の向上への理解の増進を図るため、大学
及び大学又は関係団体が実施する協議会への指導助
言・情報提供を実施。

知財専門職大学院をはじめとする知財教育を実施して
いる大学の自主的な連携を促すとともに、連携に必要な
支援を実施。
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62

研究開発コン
ソーシアムにお
ける知財マネジメ
ントに関する研修
の強化

研究開発コンソーシアムにお
いて知的財産戦略を踏まえ
た事業戦略の策定を支援す
る能力向上のための研修を
実施する。
（短期）

経済産業省

独立行政法人工業所有権情報・研
修館(INPIT)において、知財プロ
デューサーの能力向上のための研
修を3回実施した。

引き続き、知財プロデューサーの能
力向上のための研修を実施する。

○

知財人財育成関係機関と協力し、知
財プロデューサーの能力向上のた
めの研修を実施していく必要があ
る。

63

グローバル・ネッ
トワーク時代に対
応した弁理士の
育成

弁理士のグローバルな活躍
を推進するため、弁理士法
の見直しを視野に入れて、
弁理士業務の現状を検証・
評価し、必要な措置を講ず
る。
（短期・中期）

経済産業省

・2012年度の調査研究に向けて弁
理士制度の課題について洗い出し
を行った。
・調査研究の実施に向け、日本弁理
士会との間で検討を継続した。

2012年度に弁理士制度を検証・評
価するための調査研究を実施する。
2013年度以降、調査研究の結果を
踏まえて必要な措置を実施する。

○

弁理士制度を検証・評価するための
調査・研究を分析し、現行の弁理士
法や業務における課題を抽出し、弁
理士法の改正を含めた必要な措置
を実施する必要がある。

64
弁理士の知財マ
ネジメント能力の
向上

弁理士法で規定されている
継続研修制度の活用を含
め、弁理士に対し、国際標準
化を含む知財マネジメント能
力を強化する取組を推進す
る。
（短期）

経済産業省

・継続研修において国際標準化を含
む知財マネジメントに関する科目を
設定するための検討を実施し、2012
年度の研修計画に科目を盛り込む
こととした。
・併せて、知的財産人材育成推進協
議会が実施する知的財産人財育成
に関するオープンセミナーの企画・
立案を支援した。

・日本弁理士会において国際標準化
を含む知財マネジメントに関する研
修を実施するとともに、弁理士に対
する受講を促進する。
・知的財産人材育成推進協議会に
対し、国際標準や知的財産マネジメ
ントに関するセミナーの定期的な開
催、参加者及びテーマの充実を促
す。

○

知的財産人材育成推進協議会にお
ける国際標準や知的財産マネジメン
トに関するセミナーの企画・立案を、
引き続き支援する必要がある。

65
中小企業診断士
の研修の推進

知的財産戦略を活用した中
小企業の経営支援のため、
中小企業診断士を対象とし
た、知財マネジメントに関す
る研修を推進する。
（短期）

経済産業省
2011年度の理論政策更新研修にお
いて、知的財産に係る研修を実施し
た。

必要に応じて、受講者ニーズを踏ま
えた知的財産関連の研修を実施す
る。

○
中小企業のニーズを踏まえ、知財マ
ネジメントに関する研修を効果的に
実施することが必要である。

66

国際的な特許審
査協力の推進に
向けた審査官の
研修強化

英語による国際的な予備審
査、外国語特許文献調査へ
の対応、国際協議を進める
ため、審査官の研修を強化
する。
（短期)

経済産業省

・欧州特許庁(EPO)、米国、中国及
び韓国が開放する各研修に日本特
許庁審査官を派遣した。
・日本特許庁が開放する「検索エキ
スパート研修」及び「応用能力研修
2」につき、EPO、中国及び韓国から
の審査官を受け入れた。
・「サーチ実務研修」（外国文献調査
のために必要なサーチツール及び
サーチ手法を含む。）を実施した。

・2012年度に他庁が開放する研修に
日本特許庁審査官を派遣する。
・日本特許庁が開放する研修に他
庁から派遣される審査官を受け入れ
る。

○

引き続き、他庁が解放する研修に日
本特許庁審査官を派遣するととも
に、日本特許庁が解放する研修に
他庁から派遣される審査官を受け入
れることで、国際的な特許審査協力
の推進に向けた研修を実施する必
要がある。

67

知財マネジメント
人財を軸とした専
門人財によるネッ
トワークの構築

産業競争力の強化に向け
て、知的財産戦略の策定を
支援する知財マネジメント人
財を軸に、紛争解決や海外
制度を含む専門人財間の連
携を強化するネットワークを
構築する。
（短期）

経済産業省
知財プロデューサーや日本弁理士
会を含め、専門人財間の連携の強
化について検討した。

専門人財間の連携の強化について
検討する。

○

日本弁理士会と協力して、知財プロ
デューサーを軸とした専門人財間連
携に関する具体策を検討し、ネット
ワーク強化を図る必要がある。

知財人財育成関係機関と協力し、知財プロデューサー
の能力向上のための研修を実施。

国内企業の海外展開を支え
る人財としての弁理士の在
り方について、日本弁理士
会とともに検討を実施。

弁理士制度を検証・評価するための調
査・研究を行い、この結果を踏まえ、審
議会での検討及び弁理士法の改正を含
めた必要な措置を実施。

継続研修において国際標準
化を含む知財マネジメントに
関する科目を設定するため
の検討を日本弁理士会と協
力して実施。

継続研修において国際標
準化を含む知財マネジメン
トに関する科目を設定する
とともに、弁理士に対する
受講を促進。

中小企業診断士を対象とした理論政策更新研修の場に
おいて、知財マネジメントに関する研修を実施。

五大特許庁の研修相互参加プロジェクトを通じた外国の
特許制度の修得、外国文献調査のために必要なサーチ
ツール及びサーチ手法に関する研修をはじめとした国際
的な特許審査協力の推進に向けた研修を実施。

日本弁理士会と協力して、知財プロデューサーを軸とし
た専門人財間連携の強化策を検討し、ネットワークを構
築。
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68
知財教材の一層
の充実

各分野における知財人財育
成に活用するために、イン
ターネット上で利用可能な知
財教材をより一層充実させ
る。
（短期）

経済産業省

・産業財産権テキストについて、イン
ターネットによる公開のための著作
権の許諾を進めた。副読本「アイデ
ア活かそう未来へ」については、
2011年度末までに独立行政法人工
業所有権情報・研修館（INPIT）のHP
に掲載し、インターネットによる公開
を行う予定である。
・「ＩＰ・ｅラーニング」の充実を図るた
め、「特許法等の一部を改正する法
律について（平成23年度特許法等
改正説明会）」を作成し、2011年度
にリリースした。また、既存教材「特
許審査実務の概要」の改訂を行っ
た。
・現行システムは改変時期にあり、
例えば、アクセスしやすいトップ画面
やユーザーに応じた学習ガイダンス
を備えた、利用性を向上させた次期
システムの設計を行っている。

・他の産業財産権テキストについ
て、順次著作権の許諾を行い、イン
ターネットによる公開を進める。
・「ＩＰ・ｅラーニング」について、新規
教材の作成及び既存教材の改訂を
引き続き行う。また、新たな形式の
学習教材を作成することでコンテン
ツの充実を図る。
・2012年度に稼働される次期「ＩＰ・ｅ
ラーニングシステム」において、視聴
者アンケートや関係各機関からの要
望を反映してシステムの利用性を向
上させる。

○

インターネットによる公開を含めた教
材媒体の多様化を図り、効率的な提
供を実施するとともに加え、インター
ネットにおける学習教材「ＩＰ・ｅラーニ
ング」の一層の充実を図り、システム
の利用性を向上することが必要であ
る。

新しい学習指導要領の円滑かつ確
実な実施のため、都道府県・指定都
市教育委員会の指導主事を主な対
象とした説明会を2011年7月に、協
議会を2011年11月に、それぞれ実
施した。

新しい学習指導要領の円滑かつ確
実な実施のため、都道府県・指定都
市教育委員会の指導主事を対象と
した協議会などを実施する。

○

創造性や知的財産権に関する内容
が記載された新しい学習指導要領
の実施スケジュールに基づいた着実
な実施のため、小・中・高等学校の
指導主事連絡協議会において新し
い学習指導要領の趣旨について周
知する必要がある。

2012年度サイエンス・パートナーシッ
プ・プロジェクト（講座型学習活動支
援）募集要項において、「知的財産
に対する理解と関心の向上、科学
技術の産業応用につながる創意高
揚の内容を含む講座」を支援対象で
あることを明記するとともに、連携先
として知的財産に関係する団体を紹
介した。

引き続き、サイエンス・パートナー
シップ・プロジェクト（講座型学習活
動支援）の募集要項で科学技術の
産業応用につながる創意の高揚に
ついての取組も支援対象とすること
を明記するとともに、必要に応じて知
的財産関係の団体の紹介を行う。

○

引き続き、小中高生に対する創造性
を高める公募型支援事業において、
科学技術の産業応用につながる創
意の高揚についての取組を支援す
る必要がある。

経済産業省

・文部科学省が独立行政法人科学
技術振興機構（JST）を通じて実施
するサイエンス・パートナーシップ・
プロジェクトを日本弁理士会及び知
的財産の教育・啓発に興味を有する
学校・指導者に周知した。
・独立行政法人工業所有権情報・研
修館（INPIT）を通じ、77の高等学校
及び高等専門学校を対象に、知的
財産を踏まえて創造力・実践力を向
上させる取組を支援した。
・日本弁理士会から、文部科学省が
JSTを通じて実施するサイエンス・
パートナーシップ・プロジェクトに対
する講師派遣の協力を取り付けた。

・引き続き、サイエンス・パートナー
シップ・プロジェクトの周知を行う。
・引き続き、高等学校及び高等専門
学校を対象に、知的財産を踏まえて
創造力・実践力を向上させる取組を
支援する。
・引き続き、日本弁理士会に対し国
民の知的財産に関する意識を高め
る取組を促す。

○

文部科学省と連携しつつ、教員に対
する知財教育研修の充実や、学校・
地域における知財教育の推進に向
けた取組を行う必要がある。

・小中高生に対する創造性
を高める公募型支援事業の
中で、科学技術の産業応用
につながる創意の高揚につ
いての取組も支援対象とす
る旨を公募要領に明記する
とともに、必要に応じて応募
者に知財関係の団体の紹介
を実施。
・経済産業省と連携しつつ、
知的財産に関する資料・情
報提供の協力を実施。

小中高生に対する創造性
を高める公募型支援事業
において、科学技術の産
業応用につながる創意の
高揚についての取組を支
援。

・文部科学省と連携しつつ、知的財産に関する教育・啓
発について資料・情報提供の協力、事業の周知を実施。
・発明に対する理解と関心を高めるために、知的財産に
関する創造力・実践力の開発を推進する事業を実施。
・知財人財育成関係機関に対し、国民の知的財産に関
する意識を高めるための効果的な教育に向けた取組を
促進。

・産業財産権テキストをインターネットを通じて公開する
ことをはじめ、教材媒体の多様化を図り、効率的な提供
を実施。
・インターネットにおける学習教材「ＩＰ・ｅラーニング」の一
層の充実を図るとともに、システムの利用性を向上。

69

小中高生の知的
財産に対する理
解と関心を高め
る取組

小中高生に対して、創造性
をはぐくみ発明に対する理解
と関心を高めるため、学校教
育をはじめとする取組を行
う。また、知財教育を行って
いる団体間の連携・協調を
促進することで、教育効果を
高める。
（短期）

文部科学省

創造性や知的財産権に関する内容が記載された新しい
学習指導要領の実施スケジュールに基づいた着実な実
施のため、小・中・高等学校の指導主事連絡協議会にお
いて新しい学習指導要領の趣旨について周知。
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項目
番号

項目名 施策内容 担当府省
短　期 中　期 進捗状況

70
手続書類作成支
援ツールの提供
（短期）

特許、実用新案、意匠及び
商標の出願時の手続を容易
に行うことを可能とし、特許
の願書や審査請求書、早期
審査請求のための書面を一
度で作成できる機能も有した
手続書面作成支援ツールを
開発し、提供する。

経済産業省

・電子出願用出願関連書類作成支
援ツール「かんたん願書作成」を引
き続き提供した。
・なお、提供している出願書類に影
響を及ぼす法令改正が無かったた
め、修正は要しなかった。

法令改正により提供している出願関
連書類に影響が生じる場合には、適
宜修正を行う。

○
今後も、利便性向上に関するユー
ザーニーズなどを踏まえた見直し・
改善が必要である。

71
地域中小企業の
ブランド構築支援
（短期）

地域における技術・伝統文
化を含めた優れた資源を用
いたブランド構築に向け、海
外の重点市場における情報
収集・発信を行う拠点の整備
も含め、地域中小企業に対
する支援策の強化について
検討を行い、必要な措置を
講ずる。

経済産業省

ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業にお
いて、複数の中小企業が協働し、自
らが持つ素材や技術等の強み・弱
みを踏まえた戦略を策定し、当該戦
略に基づいて行う商品の開発や海
外見本市への出展等のプロジェクト
を支援することにより、中小企業の
海外販路開拓の実現を図った。
本年度は77件の事業に交付決定を
実施した。

ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業を通
じて2012年度も地域中小企業のブラ
ンド構築に対する支援を行う。

○
地域中小企業の効率的なブランド構
築に向けて継続的な支援に取り組
む必要がある。

72

地域の食材を核
とした食文化のブ
ランド構築（中
期）

地域における食材を核とした
食文化のブランドの構築に
向けた地域の取組を促進す
るため、商品開発と併せ、海
外への情報発信や知的財産
権の効果的活用を含めたブ
ランド戦略の策定を支援す
る。

農林水産省

地域における食材を核とした食文化
のブランドの構築に向けた地域の取
組を促進するため、地域の食材を活
用した特徴的な料理などについて、
地域団体商標、意匠といった知的財
産権の取得を目指す取組を支援し
た。

2011年度の取組を踏まえ、地域にお
ける食材を核とした食文化の活用・
創造を支援する。特に女性グループ
による伝統料理の見直しの取組を
重点化する。

○

地域関係者が連携した食文化のブ
ランド構築の取組を促進するため、
ブランド戦略策定支援を実施する必
要がある。

73
知的財産戦略の
普及啓発（短期）

ノウハウ秘匿を含めた知的
財産戦略の重要性をベン
チャー・中小企業経営に浸
透させる大々的な普及啓発
活動を展開する。

経済産業省

中小・ベンチャー企業向けに特許庁
が実施する各種知財関連支援施策
を紹介するパンフレットを新たに作
成し、金融機関をはじめとする関係
機関に広く配布して周知を行った。

引き続き、金融機関をはじめとする
関係機関に対して広くパンフレットを
配布し、支援策等の普及啓発を行
う。

○

金融機関を始めとする関係機関を通
じて、中小・ベンチャー企業に、知的
財産戦略の認識を高める必要があ
る。

74
営業秘密管理の
浸透（短期）

営業秘密管理指針を普及さ
せる。

経済産業省

10月～12月にかけて全国17か所で
中小企業に対して営業秘密管理に
関する説明会を実施し、営業秘密管
理指針の普及活動を行った。

－ ○
説明会を通じ、営業秘密管理の重要
性について更なる周知を図る必要が
ある。

75
技術の意図せざ
る国外流出の防
止（短期）

技術の意図せざる国外流出
を未然に防止するため、外
国為替及び外国貿易法に基
づく安全保障貿易管理に係
る対応について、技術提供
や輸出を行うベンチャー・中
小企業や大学・研究機関に
周知するべく普及啓発活動
を展開するとともに、それら
における自主的な輸出管理
体制の構築を支援する。

経済産業省

・外国為替及び外国貿易法に基づく
安全保障貿易管理に係る対応につ
いて、関係機関と協力し、安全保障
貿易管理普及啓発用パンフレットを
はじめとする資料を約54万部配布す
るとともに、説明会を全国各地で約
80回実施することにより、輸出者へ
の普及啓発を進めた。
・2012年3月上旬までに予定されて
いた説明会を確実に実施し、様々な
ツールを利用して、パンフレット配布
を含む普及啓発活動を行った。

引き続き、外国為替及び外国貿易
法に基づく安全保障貿易管理に係
る対応について、関係機関と協力
し、安全保障貿易管理普及啓発用
パンフレットを配布するとともに、説
明会を全国各地で実施することによ
り、輸出者への普及啓発を更に進め
る。

○

とりわけ中小・ベンチャー企業、大
学・研究機関に対して、資料配布や
全国各地での説明会を通じて普及
啓発を進め、技術の意図せざる国外
流出の未然の防止を促進する必要
がある。

76

ブランド構築と知
的財産権の活用
促進
（短期）

技術やデザインを活かした
新たなブランド構築方法を含
めた先進的なブランド戦略、
そのブランドを保護するため
の知的財産権の効果的な活
用手法に関する事例集を作
成し、ブランド戦略が企業の
経営戦略に反映されるよう
企業経営層を含めブランド構
築・維持に関連する者に対
する普及啓発のために活用
する。

経済産業省

デザインやブランドの戦略的な知財
保護に資する事例集を活用し、企業
との意見交換、知財関連窓口及び
セミナーでの配布を行うことで、企業
経営層を含めたブランド構築・維持
に関係する者への普及啓発を行っ
た。

- ○

事例集を活用し、企業経営層を含め
たブランド構築・維持に関係する者
への普及啓発活動を実施することが
必要である。

　「知財計画2010」からの継続施策

2010年度に開発し提供を開始した、電子出願用出願関
連書類作成支援ツール「かんたん願書作成」を引き続き
提供しつつ、法令改正に応じ必要な修正を実施。

海外の重点市場における情
報収集・発信を行う拠点の
整備も含め、複数の中小企
業が連携し、それらの企業
が製造する商品についてブ
ランド構築をしつつ海外展開
を図る取組に対し、効率的な
支援策の検討を行い、必要
な措置を実施。

地域の生産者・飲食業を含めた関係者が連携した食文
化のブランド構築の取組を促進するため、新たな商品開
発の支援、海外への情報発信や意匠権・商標権の効果
的活用を含めたブランド戦略策定支援を実施。

中小・ベンチャー企業向けに
特許庁が実施する各種知財
関連支援施策を紹介するパ
ンフレットを新たに作成し、
金融機関をはじめとする関
係機関に広く配布して周知。

中小企業を含む事業者を対
象に、営業秘密管理指針を
用いて、営業秘密管理に関
する説明会を全国で実施。

外国為替及び外国貿易法に
基づく安全保障貿易管理に
係る対応について、関係機
関と協力し、資料を配布する
とともに、説明会を全国各地
で実施。

事例集を活用し、企業経営
層を含めたブランド構築・維
持に関係する者への普及啓
発活動を実施。
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総務省

ユーザー参加型の実証実験成果
（標準技術規格、ガイドライン策定）
について、民間において普及・展開
を行った。

― ○

経済産業省
クラウドコンピューティングを活用し
たデータベースを構築し、ユーザー
参加型のサービス実証を開始した。

－ ○

78

AI（アグリインフォ
マティクス）システ
ムの開発（短期・
中期）

世界に例のない新しい農業
の姿を目指し、情報技術を
用いて篤農家の技術・ノウハ
ウ（暗黙知）を農業者一般に
利用可能な形（形式知）に置
き換えるAI（アグリインフォマ
ティクス）システムを、そのシ
ステムが生み出す知的財産
の管理手法について検討し
つつ、開発する。

農林水産省

・農作業・環境情報・生態情報等の
データ計測・可視化のためのシステ
ム改良を実施し、農作業等情報の
蓄積を行うとともに、データマイニン
グ手法の基礎的データ解析を実施
した。
・ＡＩシステムが生み出す知的財産上
の諸問題を検討し、取りまとめた報
告書を作成した。
・ＡＩシステム実証事業（緑と水の環
境技術革命プロジェクト事業）に関
する2012年度予算を措置した。

2011年度の取組を踏まえ、データ取
得システム、データマイニング手法
の改善点の検討を行うとともに、ＡＩ
システムのうち、実用化レベルに達
した要素技術について、順次実証事
業を行い実用化を推進する。

○
2011年度の実証事業の成果を踏ま
え、AIシステムの実用化に向けた更
なる取組を進める必要がある。

77
ユーザー参加型
の実証実験（短
期）

一般のユーザーの参加を得
ながら新たなビジネスを創出
するため、地域（空間）を特
定したユーザー参加型の実
証実験をはじめとした取組を
進める。

2010年度に実施した「新ICT
利活用サービス創出支援事
業」の一部におけるユー
ザー参加型の実証実験の結
果から政策課題を抽出し、
今後の施策展開に活用。

関連省庁がユーザー参加型の実証
実験の更なる取組を進めるととも
に、結果を今後の施策に有効活用
する必要がある。

新市場創出・普及を促進す
るため、クラウドコンピュー
ティングや、先進性・独創性
のあるサービスモデルを活
用した実証事業を一般消費
者を対象に提供し、ユー
ザーニーズの収集、課題の
抽出、必要な検討を実施。

各種データの連続計測、蓄積した各種データの解析及
びデータマイニング技術の開発並びにプロトタイプシス
テムの開発及びモデル農家での実証を実施。

農業現場で
のシステム
の試用・評
価を実施。
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・産学官が先端技術の実用化に向
けて共同研究を行うための施設整
備を行う「先端イノベーション拠点整
備事業」によるすべての拠点を整備
した。
・既に整備された拠点におけるポス
トドクターの活用により、先端技術に
係る人財育成や研究開発を開始し
た。

・各地に整備した拠点において、
オープンイノベーションの 先端事
例を創出する。
・整備された拠点におけるポストドク
ターの活用により、拠点の機能向上
及び先端技術に係る人財育成を推
進する。

〇
各拠点において、オープンイノベー
ションの 先端事例を創出すること
を期待する。

一部拠点において、独立行政法人
新エネルギー産業技術開発機構
（NEDO）を含む国家プロジェクトを活
用した研究開発を実施した。

文部科学省と連携しつつ、各地の拠
点で行われる産学官の共同研究や
技術実証、国際標準化に向けたプロ
ジェクト支援を実施する。

〇
文部科学省と連携しつつ、成功事例
の創出が望まれる。

文部科学省

・2010年度採択の2技術テーマにつ
いては、「産学共創の場」としての意
見交換の場を設け、参加企業が研
究に必要とする試料を提供すること
を含め、民間リソースを活用する形
で技術テーマの解決に資する研究
を推進した。
・また、2011年度技術テーマとして、
「ヒト生体イメージングを目指した革
新的バイオフォトニクス技術の構築」
と「革新的次世代高性能磁石創製
の指針構築」を新たに採択し、それ
ぞれの技術テーマの解決に資する
研究を推進した。

2010年度及び2011年度に採択した
研究課題について、「産学共創の
場」に参加する企業の民間リソース
を活用する形で研究を推進すると同
時に、2012年度新規テーマとして東
北産業界のニーズに基づく技術テー
マを決定し、東北地方の復興支援に
資する研究を推進する。

○

経済産業省と連携しつつ、産学の対
話を通じて「知」の循環を促す「産学
共創の場」を構築する事業におい
て、技術課題数や研究支援規模を
大幅に拡充するとともに、産学連携
を基礎研究レベルまで拡大し、我が
国全体の課題解決型イノベーション
の創出を加速する必要がある。

79

産学官が出口イ
メージを共有して
共創する場の構
築（中期）

大学や公的研究機関が研究
成果と研究者をもって参画
し、複数の企業が資金と研
究者をもって参画する、イノ
ベーションの出口イメージを
共有した共同研究（共創）の
場を構築する

経済産業省

文部科学省と連携しつつ、
地域において産学官が先端
技術の事業化に向けて共同
研究を行うための施設（先端
イノベーション拠点）を整備。

・既に整備された拠点におけるポストドク
ターの活用により、拠点の機能向上及
び先端技術に係る人財育成を推進。
・既に整備された各地の拠点において、
オープンイノベーションの 先端事例を
創出。

文部科学省と連携しつつ、各地の拠点で行われる産学官の共同研究
や技術実証、国際標準化に向けたプロジェクトを支援。

・文部科学省と連携しつつ、「つくばイノベーションアリーナ（ＴＩＡ）」にお
いて、引き続き出口を見据えた研究開発プロジェクトを重点的に実施。
・産学官拠点として必要なインフラ整備を進めるとともに、産学官の連
携により人財育成機能を強化し、人財育成との好循環を形成。

・ＴＩＡの拠点機能を活用した「低炭素
社会を実現する超低電力デバイス
プロジェクト」、「低炭素社会を実現
する新材料パワー半導体プロジェク
ト」、「低炭素社会を実現する超軽
量・高強度革新的融合材料プロジェ
クト」及び「ナノテクノロジーを活用し
た環境技術開発」を含む研究開発プ
ロジェクトを引き実施した。
・2011年2月に、今後5年間でＴＩＡが
目指す具体像を明確にするととも
に、具体的なアクションプランを示す
「ＴＩＡ中期計画」を中核４機関の長で
構成される「ＴＩＡ運営 高会議」にお
いて決定した。
・同じく2011年2月に、民間企業のＴＩ
Ａへの参画を促進することを目的
に、独立行政法人産業技術総合研
究所、同物質・材料研究機構、筑波
大学、一般社団法人ナノテクビジネ
ス協議会及びＴＩＡを活用した研究開
発プロジェクト実施者で構成される
「ＴＩＡ推進協議会」の設立を合意し
た。2011年5月に正式発足し、ＴＩＡに
ある技術シーズを分かりやすく紹介
するＨＰを立ち上げ、技術シーズを
企業に紹介するイベントなどを開催
した。
・2011年４月に、将来の日本を担う
新産業の創出を牽引するグローバ
ルなナノテクの次世代リーダーを育
てることを目的に、中核4機関、東京
理科大学及び芝浦工業大学を含む
大学が参画した「ＴＩＡ大学院連携コ
ンソーシアム」を設立した。
・2011年5月にはカーボンナノチュー
ブ（ＣＮＴ）のユーザーへのサンプル
配布を開始し、ＣＮＴを応用した新た
な製品開発を促進する取組を実施
した。

・各プロジェクトを引き続き実施する
とともに、新規研究開発プロジェクト
を立ち上げる。
・「ＴＩＡ連携大学院コンソーシアム」
における具体的なカリキュラムを構
築する。
・ＴＩＡ推進協議会を利用した新規広
報事業を立ち上げる。
・その他、「ＴＩＡ中期計画」を着実に
実施する。

〇
つくばイノベーションアリーナ（ＴＩＡ）」
に係る事業の成果の検証と問題点
の解決が必要である。

経済産業省と連携しつつ、産学の対話を通じて「知」の循環を促す「産
学共創の場」を構築する事業において、技術課題数や研究支援規模
を大幅に拡充して本格実施することにより、産学連携を基礎研究レベ
ルまで拡大し、我が国全体の課題解決型イノベーションの創出を加
速。
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長　期

2015～
2019年度

2011年度末までの
具体的な取組状況

2012年度以降の具体的な取組予定
評価 今後の課題

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

項目
番号

項目名 施策内容 担当府省
短　期 中　期 進捗状況

文部科学省

・文部科学省の研究開発に関する
独立行政法人において、産業界へ
の技術移転を促進する組織の設置
や産業界と連携した研究プログラム
の実施及び知的財産管理に関する
ルールの整備を含む取組を推進し
た。

・文部科学省の研究開発に関する
独立行政法人において、産業界へ
の技術移転を促進する組織の設置
や産業界と連携した研究プログラム
の実施及び知的財産管理に関する
ルールの整備を引き続き実施する。

○

経済産業省

・産学官連携集中拠点「つくばイノ
ベーションアリーナ（ＴＩＡ）」では独立
行政法人工業所有権情報・研修館
（INPIT)の知財プロデューサー制度
を活用し、TIAの主要な研究プロジェ
クトにおいて、同知財プロデュー
サーとTIAの知財関係者による会合
を定期的に開催することにより、国
内外の研究拠点における知財モデ
ルの分析及びオープンイノベーショ
ンにおける知財モデルの在り方につ
いて検討を進めた。
・上記の検討結果をＴＩＡの知財制度
を検討する独立行政法人産業技術
総合研究所、同物質材料研究機
構、筑波大学及び研究プロジェクト
参加企業で構成される「ＴＩＡ知財Ｗ
Ｇ」へ提示した。
・「TIA知財WG」において、提示され
た検討結果のうち「ＴＩＡにおける知
財情報の新規研究戦略への活用方
法」及び「知財情報発信による新規
参画者開拓へとつなげるための方
法」についてTIA全体の知財モデル
を検討した。

・知財情報の一元的発信システムの
試行を実施する。
・新規研究プロジェクトにおけるオー
プンイノベーション促進のための知
財マネジメントの検討を行う。

○

文部科学省

経済産業省と連携し、大学知財本
部・ＴＬＯの在るべき姿を検討しつ
つ、産学連携活動の効果や効率性
を適切に評価する指標について、有
識者の意見を得て試行的な評価を
実施した。

経済産業省と連携しつつ、評価の結
果も踏まえ、大学産学連携組織の
持続的発展を可能とする体制確立
を目指し、科学技術・学術審議会産
業連携・地域支援部会産学官連携
推進委員会において、大学知財本
部やＴＬＯの産学官連係機能の強化
のための方策を検討し、結論を得
る。

○

経済産業省と連携しつつ、科学技
術・学術審議会産業連携・地域支援
部会において、大学知財本部やＴＬ
Ｏの産学官連係機能の強化のため
の方策を検討し、結論を得る必要が
ある。

経済産業省

文部科学省と連携しつつ、「創造的
産学連携体制整備事業」により14機
関を支援し、ＴＬＯのネットワーク化・
広域化・専門化、知的財産マネジメ
ント人財の質的強化を実施した。

「創造的産学連携体制整備事業」を
実施し、ＴＬＯのネットワーク化・広域
化・専門化、知的財産マネジメント人
財の質的強化を図る。

○

文部科学省と連携しつつ、ＴＬＯの持
続的発展を可能とする体制確立を
目指し、「創造的産学連携体制整備
事業」の実施により、ＴＬＯのネット
ワーク化・広域化・専門化、知的財
産マネジメント人財の質的強化を継
続的に実施する必要がある。

80
既存の研究拠点
の運用面の改革
（中期）

既存の研究拠点や公的研究
機関において、それぞれの
目的や性格に応じ、産学官
が共創する場を主体的に運
営する体制、国費により整備
された先端研究設備を企業
が共同研究や受託研究で円
滑に利用できる仕組みや、
複数の企業が参加する共同
研究における知的財産管理
の仕組み（人財を含む）を整
備する。

既存の研究拠点や公的研
究機関において、それぞれ
の目的や性格に応じ、運営
体制、有効性の高い設備利
用、知財管理のルールに関
する要望を確認し、必要な
検討・見直しを実施。

研究拠点での一層のオープンイノベーションが進むた
めに必要な運用体制、設備利用、知財管理のルール
について継続的に検討・改善。

研究拠点におけるオープンイノベー
ションを推進するために、必要な運
用体制、設備利用及び知財管理の
ルールの課題について明確にした
上で、継続的に検討・改善を行う必
要がある。

81

既存の大学知財
本部・ＴＬＯの再
編・強化
（短期・中期）

産学双方にとって有効な産
学連携を促進する観点か
ら、知的財産活動に関する
指標を含め産学連携機能の
評価の在り方を見直しつつ、
既存の大学知財本部・ＴＬＯ
の再編（ネットワーク化、広
域化、専門化）、知的財産マ
ネジメント人財の質的強化に
より産学連携機能を強化す
る。

※産学連携機能の評価の在
り方の見直しについては、項
目49に記載。

経済産業省と連携しつつ、大学産学連携組織の持続的
発展を可能とする体制確立を目指し、科学技術・学術審
議会産業連携・地域支援部会において、大学知財本部
やＴＬＯの産学官連係機能の強化のための方策を検討
し、結論を得る。

新たな産学
官協働シス
テムにより
産学連携機
能を強化。

文部科学省と連携しつつ、ＴＬＯの持続的発展を可能と
する体制確立を目指し、「創造的産学連携体制整備事
業」の実施により、引き続きＴＬＯのネットワーク化・広域
化・専門化、知的財産マネジメント人財の質的強化を実
施。

左記取組の
フォローアッ
プを実施。
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2012年度以降の具体的な取組予定
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2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

項目
番号

項目名 施策内容 担当府省
短　期 中　期 進捗状況

文部科学省

大学が集まるセミナー（計10回）で、
共同研究における論文発表前の特
許出願の検討の重要性を周知し
た。

－ ○

・特許庁ホームページにおいて、「大
学・研究者等にも容易な出願手続に
ついて」として、現行制度で可能な
対応の方法及び漏れのない強い権
利を取得するための注意点を紹介
した。
・改訂した「大学における営業秘密
管理指針作成のためのガイドライ
ン」について、大学技術移転協議会
でのシンポジウムやイノベーション
ジャパンにおいて広く周知を行った。

・引き続き、特許庁ホームページに
おいて、「大学・研究者等にも容易な
出願手続について」として、現行制
度で可能な対応の方法及び漏れの
ない強い権利を取得するための注
意点を紹介する。

○

・文部科学省と協力し、全国を8ブ
ロック（東北ブロックは中止）に分
け、大学向けの安全保障輸出管理
事例の紹介及び説明会を実施した。
・また、大学向け普及啓発用のパン
フレット（約11万部）及びポスター（約
5万部）を通じた情報発信を行い、大
学への普及啓発を進めた。
・2012年3月上旬までに予定されて
いた大学向けの安全保障輸出管理
事例の紹介及び説明会を実施し、
様々なツールを利用して、パンフレッ
ト配布をはじめとした普及啓発活用
を行った。

文部科学省と協力し、大学向け説明
会を開催するのに加え、大学向け普
及啓発用のパンフレット及びポス
ターを通じた情報発信を行うことによ
り、大学への普及啓発を更に進め
る。

○

内閣府

文部科学省

経済産業省

82
大学における普
及啓発（短期）

大学において、論文発表の
重要性にも留意しつつ、共同
研究における論文発表前の
特許出願の検討、営業秘密
管理や安全保障貿易管理の
重要性に関する普及啓発活
動を強化する。

※営業秘密管理の重要性に
関する普及啓発活動の強化
については、項目40に記載。

経済産業省と連携しつつ、
大学関係者が集まるセミ
ナーの機会を利用し、共同
研究における論文発表前の
特許出願の検討の重要性を
周知。

・大学向けの講演や特許庁ホーム
ページを通じて、現行制度で可能な
対応の方法及び漏れのない強い権
利を取得するための注意点を紹介
する必要がある。

・文部科学省と経済産業省が連携の
上、セミナーや説明会を活用し、共
同研究における論文発表前の特許
出願の検討、営業秘密管理や安全
保障貿易管理の重要性に関する普
及啓発活動を強化する必要がある。

経済産業省

大学向けの講演や特許庁
ホームページを通じた情報
発信による普及啓発を強
化。

文部科学省と協力し、大学
向け説明会の開催に加え、
外国為替及び外国貿易法に
基づく技術提供管理につい
て、大学が法令遵守上実施
すべきことを取りまとめた
「安全保障貿易に係る機微
技術管理ガイダンス（大学・
研究機関用）改訂版」や「安
全保障貿易管理ハンドブッ
ク」をはじめとする普及啓発
用のパンフレット及びポス
ターを通じた情報発信により
普及啓発を実施。

83

外国企業から大
学が受け入れる
研究資金の拡大
（短期）

外国企業・機関からの研究
資金の拡大に向けて、国費
により大学や公的研究機関
が獲得した知的財産を基に
した共同研究や受託研究に
おける外国企業・機関との連
携のルールを明確化する。

外国企業・機関と国内大学・
公的研究機関との連携につ
き、国内大学・公的研究機
関における現状規定や問題
点について、関係府省が引
き続き調査を実施。この調
査を踏まえ、連携ルールを
関係府省の合同で検討し、
結果を大学・公的研究機関
に対し周知。合同で検討す
る場は内閣府が設置。

・外国企業・機関と国内大学・公的
研究機関との連携につき、内閣府、
文部科学省及び経産産業省が合同
で検討会を開催し、国内大学・公的
研究機関における現状規定や問題
点についての調査を実施した。
・また、国内大学の協力を得て、外
国企業との共同研究や受託研究に
おいて、どのように連携すべきかに
関する調査を継続した。
・これらの調査も踏まえつつ、関係
府省合同で検討を進め、外国企業・
機関との連携において基礎となる資
料を取りまとめ、周知した。

- ○

外国企業・機関からの研究資金の
拡大に向けて、 必要に応じ、大学か
らのヒアリングを通じ、共同研究や受
託研究における外国企業・機関との
連携ルールについて、関係府省で協
力し検討する必要がある。
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文部科学省
委託事業の募集要項において、可
能な限り研究成果のオープンアクセ
スの確保を要請した。

研究成果のオープン・アクセスを確
保することが適当な研究プロジェクト
について、その公開・閲覧を促進す
る。

○

経済産業省

独立行政法人新エネルギー産業技
術開発機構（NEDO）の研究開発プ
ロジェクトについては、契約約款上
成果の適切な公開を義務づけ、研
究成果を成果報告書ＤＢで公開し
た。

－ ○

文部科学省

・独立行政法人科学技術振興機構
（JST）が開発・運用する科学技術情
報発信・流通総合システム（J-
STAGE）において、国内学協会によ
る学会誌、論文誌806誌（2012年1月
末現在）の電子化・公開を支援し
た。
・大学共同利用機関法人 情報・シス
テム研究機構 国立情報学研究所の
学術機関リポジトリ構築連携支援事
業を受けて、リポジトリ構築機関が
着実に増加しており、2012年1月末
現在223機関が公開した。
・J-GLOBALについては、本格版の
リリースに向け、Web API
(Application Programming Interface)
による連携先拡充、文献情報の拡
充、精度向上のためのチューンナッ
プ及びインターフェースの改善を実
施している。2011年11月にβ版1.6を
リリースするとともに、研究者情報の
新たな登録システムとして
「aD&Researchmap」の提供を開始し
た。論文情報、特許情報その他の業
績情報を研究者自身が容易に登
録・更新することを可能とした。

・J-STAGEについては、他システム
との互換性・流通性を高めるため、
世界標準となりつつあるXML形式に
全面対応した新システム（J-
STAGE3）を2012年4月に本格運用を
開始する。同システムの提供を通じ
て、我が国の学術論文の電子化や、
国内学協会誌の発信力強化を更に
推進していく。
・自機関でのリポジトリ構築が困難
な機関のために国立情報学研究所
が提供する「共用リポジトリ」を活用
して機関リポジトリの構築を推進す
る。
・J-GLOBALについては、2012年度
第１四半期の本格版リリースを目指
し 終調整を進めるとともに、本格
版リリース後も、利用者ニーズを踏
まえ、収録情報の網羅性向上やリン
ク機能の拡張を継続的に実施する。

○

厚生労働省

2010年度研究成果情報のデジタル
化の推進及び厚生労働科学研究成
果データベースと高機能仮設データ
ベースの機能との統合について検
討を行い、仕様書案を作成した。

仕様書に従い、システム開発、テス
トを行い、2012年度中に高度化した
データベースの運用を開始する。

○

農林水産省

・データベースの運用を2011年12月
より開始した。
・現在、運用ポリシーの整備を進め
ている。

関係機関との連携を図り、引き続き
運用ポリシーの検討整備を進めるこ
とにより、オープンアクセスを推進す
る。

△

経済産業省

研究情報公開データベース(RIO-
DB)や知的財産権公開システム
(IDEA)を集積した独立行政法人産
業技術総合研究所の機関リポジトリ
（産総研リポジトリ）の整備拡充を実
施した。

－ ○

84

公的資金による
研究成果のオー
プンアクセス確保
（短期）

公的資金による研究成果
（論文及び科学データ）につ
いて、原則としてオープンア
クセスを確保する。

国費による研究プロジェクト
のうち、それぞれの目的や
創出される研究成果の性質
上、研究成果のオープン・ア
クセスを確保することが適当
なものについて、その交付
要綱、委託契約をはじめとし
た取決めにおいて、可能な
限り研究成果のオープン・ア
クセスの確保を要請。

公的資金による研究成果（論文及び
科学データ）について、原則として
オープンアクセスを確保するための
環境整備を進める必要がある。

・学術論文の電子化の推
進。
・大学及び公的研究機関に
おける機関リポジトリの着実
な整備。
・産学の研究開発活動や知
的財産活動を支援するとと
もに、研究成果へのアクセス
の向上に資するため、関連
する特許や文献の科学技術
情報をリンクし提供する基盤
システム（J-GLOBAL）を整
備・充実。

2010年度研究成果情報のデ
ジタル化の推進及び厚生労
働科学研究成果データベー
スと高機能仮設データベー
スの機能との統合について
検討を実施。

厚生労働科学研究成果
データベースと高機能仮
設データベースの機能と
の統合運用を促進。

システムの運用ポリシーを
整備し、データベースの運用
を開始。

これまでの検討を踏まえ、
オープンアクセスを推進。

研究情報公開データベース
(RIO-DB)や知的財産権公開
システム(IDEA)を集積した産
業技術総合研究所の機関リ
ポジトリ（産総研リポジトリ）
の整備拡充を実施。
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85

大学の特殊性を
踏まえた特許制
度の見直し（短
期）

大学や公的研究機関の特殊
性（研究成果の社会還元を
目的とする）を踏まえ、大学
や公的研究機関がより利用
しやすいものへと特許制度を
見直す。（例：出願フォーマッ
トの自由化、新規性喪失の
例外の拡大、アカデミック
ディスカウントの改善）

経済産業省

第177回国会において成立した改正
特許法の施行に向け、法改正後の
拡大された新規性喪失の例外規定
の適用を受けるための出願人の手
引きを作成し、2011年9月に特許庁
ホームページにて公表した。

作成・公表した手引きの利用状況を
見極めつつ、大学や公的研究機関
がより利用しやすくなるように、必要
に応じて当該手引きを更新する。

○

作成・公表した手引きの利用状況を
見極めつつ、大学や公的研究機関
がより利用しやすくなるように、必要
に応じて当該手引きを更新する。

内閣府

文部科学省

経済産業省

87
知財活用を促進
する制度整備（短
期）

特許の活用促進に資する制
度整備を進めるため、通常
実施権の登録対抗制度の見
直しの検討を行い、結論を得
る。

経済産業省

・第177回国会において成立した改
正特許法の施行に向け、その施行
に伴う政令及び省令の整備を行い、
政令は2011年12月2日、省令は2011
年12月28日にそれぞれ公布された。
・2012年4月1日の改正特許法施行
に向け、改正後の制度の周知を進
めるとともに、新制度への移行をス
ムーズに行うべく体制を整えた。

通常実施権の当然対抗制度の運用
を開始するとともに、新制度の周知
を一層推進する必要がある。

○

改正特許法に基づき、通常実施権
の当然対抗制度の運用を開始する
とともに、新制度の周知を引き続き
行うことが必要である。

経済産業省

・改正不正競争防止法は2011年12
月1日に施行した。
・また、不正競争防止法の改正を踏
まえ、営業秘密侵害罪に係る刑事
訴訟手続における被害企業の対応
の在り方を示すため、営業秘密管理
指針を改訂し、周知を行った。

－ ○
改正不正競争防止法の内容に関し
て、関係者に適切な情報提供を行う
必要がある。

法務省
改正不正競争防止法は2011年12月
1日に施行した。

－ ○
関係府省とともに法改正を周知徹底
させることが望まれる。

89
職務発明制度の
運用（中期）

制度改正後の職務発明制度
の運用状況について、継続
的に情報収集及び評価を行
う。

経済産業省

・2011年度知的財産権制度説明会
（実務者向け）において、情報収集
を行った。
・知的財産活動調査については、
2012年3月末に調査結果を取りまと
めた。

知的財産活動調査や職務発明制度
に関する説明会を通じて、継続的に
情報収集及び評価を行う。

○

職務発明制度について、国内外の
運用状況を調査・分析し、従業者発
明の取扱いを含めた望ましい知財
管理の在り方について検討を行う必
要がある。

第177回国会において成立し
た改正特許法の施行に向け
た準備を実施。

88
営業秘密の保護
強化（短期）

裁判公開の原則、被告人の
防御権の行使に対する制約
のおそれや円滑な訴訟手続
の確保に配慮しつつ、刑事
訴訟手続において営業秘密
の内容を保護するための適
切な法的措置の在り方につ
いて成案を得る。

第177回国会において成立し
た改正不正競争防止法の施
行に向けた準備を実施。

知的財産活動調査や職務発明制度に関する説明会を通じて、継続的
に情報収集及び評価を実施。

第177回国会において成立し
た改正特許法の施行に向け
た準備を実施。

86

実効ある産学連
携へ向けた予算
の見直し・税制の
検討（短期）

産学双方にとって有効な産
学連携（共同研究、人財育
成）を実現するため、企業か
ら大学や公的研究機関に流
れる資金の拡大・活用を促
進する観点から、予算や関
連する措置について抜本的
に見直すほか、税制上の支
援の在り方を検討する。（例：
産学連携促進のためのマッ
チングファンド、税制上の優
遇措置）

産学官連携のための予算や
税制上の支援の現況に関す
る調査を進めるとともに、企
業から大学及び公的研究機
関に流れる資金の拡大・活
用を促進する観点から、実
効ある産学連携へ向けた予
算・税制の在り方について、
関係府省が合同で検討を実
施。この結論を得て、必要な
措置を実施。合同で検討す
る場は内閣府が設置。

・実効ある産学連携へ向けた予算・
税制の在り方について、内閣府、文
部科学省及び経済産業省が合同で
検討会を開催、産学官連携のため
の税制の現況について調査を実施
し、必要な措置を講じた。
・研究開発税制として、産学官連携
による試験研究費の恒久的な税額
控除に加え、平成２４年度税制改正
大綱において、時限措置（2011年度
末まで）である上乗せ措置（増加型、
高水準型）を２年間延長。（減収見
込額（制度全体）：３０４４億円（財務
省試算））
・「研究成果 適展開支援プログラ
ム（A-STEP)」においては、更なる民
間資金の誘引のため、金融機関も
含めた「産学官金」連携の取組を開
始した。
・さらに、産学官をはじめ多様で幅広
い関係者の参画による「科学技術イ
ノベーション戦略協議会」を設置し、
イノベーションを実現するために必
要なシステム改革（規制・制度改
革、導入促進策等）を含め、国として
推進すべき戦略を検討することとし
た。

○

科学技術イノベーション戦略協議会
における議論も踏まえ、予算や関連
する措置及び税制上の支援につい
て、産学連携を促進する取組を推進
していく必要がある。

-
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90

ブランドの構築の
取組を促進する
制度整備
（短期）

ブランドの構築・維持に向け
た取組を促進する知的財産
制度の整備を進めるための
検討を行い、一定の結論を
得る。

経済産業省

産業構造審議会知的財産政策部会
第25回商標制度小委員会(2012年2
月20日)において、商標制度の見直
しに係る検討課題に関し、新しいタ
イプの商標については導入の方向
で議論を進めることとし、また、国内
外の周知な地名の保護については
審査基準を一層整備することを検討
する方向で結論を得た。

必要な審査基準の改正を行うととも
に、新しいタイプの商標の導入に向
け引き続き検討を行う。

○
必要な審査基準の改正を行うととも
に、新しいタイプの商標の導入に向
け検討を行う必要がある。

91
特許明細書の記
載要件の検討
（短期）

技術動向や国際的動向に適
切に対応した審査を実現す
る観点から、特許出願明細
書の記載要件について、諸
外国との比較分析を踏まえ
ながら検討を行い、必要な措
置を講ずる。

経済産業省

産業構造審議会知的財産政策部会
特許制度小委員会審査基準専門委
員会における特許出願明細書の記
載要件に関する審査基準の改訂の
必要性についての検討結果を踏ま
え、2011年10月に審査基準を改訂し
た。

改訂された記載要件の審査基準の
統一的な適用を図るため、運用状況
の調査を行う。

○

改訂された記載要件の審査基準の
統一的な適用を図るため、運用の実
態を把握しつつ、必要に応じて対応
を行う。

92
特許審査の迅速
化
（中期）

特許審査の迅速化を進め
る。

経済産業省

2011年度末の審査順番待ち期間（Ｆ
Ａ期間）を22月台とする目標の達成
に向けて総合的な取組を実施した
結果、上記目標を達成した。（暫定
値による見込み）

・2013年に審査順番待ち期間（ＦＡ期
間）を11月とする目標達成に向け
て、毎年度の実施計画を策定・公表
する。
・2011年度の達成状況に基づいて
必要な措置を検討・実施する。

○

引き続き、2013年に審査順番待ち期
間（FA期間）を11月とする目標達成
に向け、毎年度の実施計画を策定・
公表、前年度の目標及び実施計画
の達成状況に応じ、必要な措置を検
討、実施する必要がある。

・五大特許庁の目標に基づき、審査
結果を共有化するシステムの仕様
について合意するとともに、当該シ
ステムのサービスレベル合意の文
書案及び更なる参加国の拡大に向
けた枠組みの在り方に関する文書
案を提示した。
・さらに、共通の出願様式の枠組み
の拡大に向け、当該様式の定義文
書に五大特許庁間で合意するととも
に、データ形式の標準化に向けた議
論を開始した。

・五大特許庁の目標に基づき、審査
結果を共有化するシステムの具体
的な設計及び構築を推進し、2013年
度には五大特許庁間の相互接続と
システムリリースを行う。
・さらに、五大特許庁以外への参加
国の拡大や、更なるシステムの機能
拡張に向けた議論を行う。

○

審査結果を共有化するシステムのリ
リースをはじめとした、各システムの
具体的な構成の検討、設計及び構
築を推進し、五大特許庁の目標を達
成する必要がある。

・2011年10月に開催された多国間
PPH会合において、出願人が提出
する書類を削減すべく、特許審査書
類へのアクセスシステムを 大限に
活用して情報を共有していくことを参
加国で確認した。
・また、要件を統一した多国間PPH
における手続簡素化について参加
国と議論した。

多国間PPHにつき、各国と手続簡素
化・要件緩和に向けた意見交換及
び調整を実施する。

○
PPHの手続簡素化について迅速に
議論を進め各国と合意形成する必
要がある。

2011年10月に開催された多国間
PPH会合において、PPH関連統計
データの充実化、即特許率（ 初の
オフィスアクションで特許査定される
案件の割合）の向上及び各国で共
有すべきPPHのコンセプトについて
議論を実施した。

・PPHのコンセプトについて、各国と
意見交換する。
・要件を統一した多国間PPHの枠組
み構築に向けた調整を行う。
・「PPH-MOTTAINAI」の申請数に関
する情報を各国で共有する。

○

・PPHのコンセプトについて各国と意
見交換するとともに、要件を統一した
枠組みの構築に向けた調整を行う
必要がある。
・その他、新たな審査協力に関する
取組に関する議論についても積極
的にリードし、他国との必要な調整を
実施する必要がある。

94
特許法条約加盟
に向けた制度整
備（短期）

各国で異なる出願手続の統
一及び出願手続の簡素化を
目的とした特許法条約への
加盟を視野に入れ、期間徒
過により失われた権利の救
済を含め手続の見直しを行
い、出願人の利便性向上に
資する制度整備を進める。

経済産業省

・法改正で導入された期間徒過後の
手続を救済する規定について、救済
要件に係る判断の指針及び救済を
受けるために必要な手続の概要を
まとめたガイドライン案を作成し、
2011年12月8日から2012年1月13日
までの期間でパブリックコメントを募
集した。
・上記ガイドラインの 終版及びＱ
＆Ａ集を2012年3月1日に公表し、手
続救済制度を周知した。

－ ○

法改正で導入された期間徒過後の
手続を救済する規定について、適切
な運用を行うとともに、救済を受ける
ために必要な手続などについて、出
願人に一層の周知を図る必要があ
る。

産業構造審議会知的財産
政策部会商標制度小委員
会において、著名商標の保
護の在り方を含め、商標制
度の見直しについて検討し、
一定の結論を得る。

２０１１年３月に開催された
多国間PPH会合の結果を踏
まえ、手続簡素化を着実に
実行に移すべく、関係国との
調整を実施。

PPHの手続簡素化について合意を形
成。

新たな審査協力に関する取組に関して議論を積極的にリードすべく、
三極特許庁や五大特許庁、多国間PPH会合の場を利用して、提案を
行うとともに他国との必要な調整を実施。

第177回国会において成立し
た改正特許法の施行に向け
た準備を実施。

産業構造審議会知的財産
政策部会審査基準専門委
員会における特許出願明細
書の記載要件に関する審査
基準の改訂の必要性につい
ての検討結果を踏まえ、審
査基準を改訂。

必要な審査官・専門補助職
員の確保、登録調査機関へ
の検索外注の活用を含めた
総合的な取組を推進し、審
査順番待ち期間（FA期間）を
22月台を達成。

・2013年に審査順番待ち期間（FA期間）
を11月とする目標達成に向け、毎年度
の実施計画を策定・公表。
・前年度の目標及び実施計画の達成状
況に応じ、必要な措置を検討、実施。

93
特許審査ワーク
シェアリングの拡
大（中期）

特許審査結果の実質的な相
互承認に向け、審査実務レ
ベルの国際調和を進めるた
め、日米欧韓中の五大特許
庁（IP５）の枠組みにおいて、
各庁の審査結果を共有化す
るシステムの構築を含めた
環境整備を進めるとともに、
特許審査ハイウェイの対象
拡大・手続簡素化や新たな
審査協力の試行・実施を進
め、特許審査ワークシェアリ
ングの質を向上し、量を拡大
する。

※特許審査ハイウェイの対
象拡大については、項目28
に記載。

経済産業省

五大特許庁の枠組みにおい
て、国際的な特許審査の
ワークシェアリングを促進す
べく、各庁の審査結果を共
有化するシステムについて
具体的な構成の検討、設計
及び構築を実施。また、各庁
が保有する先行技術データ
ベースへのシームレスなア
クセス環境、共通の出願様
式の枠組みの拡大、データ
形式の標準化について検討
を実施。

五大特許庁目標に基づき、審査結果を
共有化するシステムのリリースをはじめ
とした、各システムの具体的な構成の検
討、設計及び構築を推進。
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経済産業省 ○

外務省 ○

・外国特許庁へ提供する日英機械
翻訳サービスの翻訳精度の調査結
果から、辞書整備の有効性を確認し
た。
・外国特許文献を日本語で検索でき
る環境整備のため、機械翻訳精度
向上に有効な辞書作成方法を調査
した。

2011年度に実施した調査を基に、特
に中国特許文献を対象に辞書作成
を実施する。

○

2011年度に実施した調査を基に、急
激に特許出願件数が増大している
中国語を中心に辞書作成について
実施する必要がある。

非英語圏の日中韓各特許庁が提供
する英語への機械翻訳結果の不備
を英語圏の欧米特許庁が評価・
フィードバックするプロジェクトを本格
的に実施した。

日英機械翻訳については日本特許
庁がフィードバック結果を分析し、日
英機械翻訳の精度向上を図る。

○

五大特許庁の枠組みにおいて、各
庁が提供する機械翻訳の精度を相
互に向上させる取組を継続する必要
がある。

・1年あたり5千語を追加登録し、約7
万5千語を収録する日英機械翻訳
用辞書データを実費相当の価格で
一般に提供した。
・例年どおり、2012年2月に新規5千
語の未知語を辞書データに追加登
録し、同年3月、追加登録された内
容が含まれた日英機械翻訳辞書
データを実費相当の価格で一般に
提供した。

今後も継続して、未知語の追加登録
と辞書データの提供を行い、日英機
械翻訳の精度向上を推進する。

○
未知語の追加登録と辞書データの
提供を行うことで、日英機械翻訳の
精度向上を推進する必要がある。

95
実体特許法条約
の議論の推進
（中期）

特許制度の実体面（例：新規
性、進歩性）の調和を目指し
た実体特許法条約の議論を
加速する。

・先願主義、グレースピリオドを含む主要項目について、パッケージと
しての合意を目指し、先進国間会合で議論。
・制度調和に向けた各国の協調を働きかけるべく、米国、欧州各国、
韓国を含む主要国との二国間・多国間対話を実施。

・2011年6月に東京で開催した五大
特許庁（日米欧中韓）長官会合にお
いて、特許制度調和について初めて
議題に取り上げ、五大特許庁の枠
組みの中で、制度調和の議論に資
する実務レベルでの比較研究を日
本特許庁リードで実施することを決
定した。2012年春に研究結果を取り
まとめるべく、作業を進めた。
・日、米及び欧州の主要国のみで構
成される先進国間の新たな会合（テ
ゲルンゼイ会合）が設立され（2011
年7月第１回会合開催）、参加国によ
り、特許制度調和に関する重要項目
（先願主義及びグレースピリオド）に
ついて各国制度の比較作業を実施
することとし、その作業を終了した。
・長官級の二国間会合（計15回以
上）を開催し、今後の特許制度調和
の議論の進め方について議論した。
・長年の我が国の働きかけもあり、
先願主義への移行を含む米国特許
法改正法が2011年9月に成立した。

五大特許庁会合、日、米及び欧州
の主要国のみで構成される先進国
間の新たな会合（テゲルンゼイ会
合）並びに特許制度調和に関する先
進国間会合（B+会合）の場におい
て、特許制度調和に関する各国の
協調を継続的に働きかけつつ、特許
制度調和の議論を前進させる。

五大特許庁会合などにおける議論
をリードし、特許制度調和を推進す
る必要がある。

96

使用言語の違い
に起因する負担
の軽減
（中期）

特許文献の機械翻訳に関す
る調査研究や他国と協力し
た機械翻訳の精度向上の取
組を実施し、それらの成果を
出願人に提供するとともに、
外国語特許文献の検索環境
の整備を進める。

※外国語特許文献の検索環
境の整備については、項目
32に記載。

経済産業省

・2010年度に実施した特許
文献の機械翻訳に関する調
査結果を踏まえ、必要な取
組を検討・実施。

五大特許庁の枠組におい
て、各庁が提供する機械翻
訳の精度を評価・向上させる
プロジェクトを実施。

日英機械翻訳用辞書データを毎年蓄積し、低コストで一般に提供。
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・インドネシアにて第4回フォーラム
会合を実施した。
・上記取組を実施した結果、東アジ
ア各国に対し、植物品種保護制度
の重要性と必要性についての意識
が向上した。

・タイにて第5回フォーラム会合事前
協議を実施した。
・上記取組を実施し、東アジア各国
に対し、植物品種保護制度の重要
性と必要性について意識の向上を
図った。

○

東アジア植物品種保護フォーラムを
活用し、品種保護制度の必要性に
ついて各国に普及啓発することが必
要である。

・審査基準に関する指導を行うた
め、専門家をタイへ派遣した。
・植物品種保護制度に関する各種
研修を実施し、16人を受入れた。
・海外の局長級職員を受入れ、植物
品種保護に関するセミナーを実施し
た。
・上記取組を実施し、東アジア各国
に対し、品種保護制度の重要性と必
要性についての認識の向上及び審
査基準に関する技術面の向上が図
られた。

○

東アジア植物品種保護フォーラムを
活用して、植物品種保護制度におけ
る研修生の受入れ、各国での審査
技術に関するワークショップ、セミ
ナーの開催及び各国で開催される
技術研修への専門家の派遣を実施
する必要がある。

・審査に関わる高度な実践的指導を
マレーシアで実施した。
・審査基準に関する指導を行うた
め、専門家をインドネシア、シンガ
ポール及びタイへ派遣した。
・フィリピンにて植物新品種保護同
盟（UPOV）に関する基礎技術研修
を実施した。
・上記取組を実施した結果、審査基
準に関する技術面の向上が図られ
た。

東アジア地域における植物新品種
保護制度の共通基盤を整備するた
め、植物新品種保護同盟（UPOV）９
１年条約の未加盟国に対する加盟
の働きかけや「東アジア植物品種保
護フォーラム」の活動を通じて、将来
の東アジア品種保護庁の設立を視
野に入れた制度共通化に取り組む。

○
各国の実情を踏まえ、高度な指導を
行うための専門家の派遣、研修生の
受入が必要である。

中国にて審査基準作成ワークショッ
プを実施した結果、中国との審査協
力の検討が始まる契機となった。

○
各国の実情を踏まえ、高度な指導を
行うための専門家の派遣、研修生の
受入が必要である。

・各国の植物新品種保護同盟
（UPOV）９１年条約締結に向け、各
国の国内法改正の支援を実施し
た。
・上記取組を実施した結果、東アジ
アのいくつかの国で制度整備・国内
法改正のための意識付けが図られ
た。
・カンボジアにて意識啓発セミナーを
実施した。
・上記取組を実施し、カンボジアに対
し、植物品種保護制度の整備のた
めの意識付けを行った。

○
引き続き、各国のUPOV９１年条約
締結に向け、各国の国内法改正を
支援することが必要である。

東アジア品種保護庁設立を視野に、
そのモデルとなる欧州植物品種庁
（CPVO）の取組を調査して、CPVO
の設立に至る経緯及びそれらに関
する諸事情を明らかにした。

○

引き続き、東アジア品種保護庁設立
を視野に、そのモデルとなる欧州植
物品種庁の取組を調査する必要が
ある。

東アジア植物品種保護フォーラムを活用して、植物品種
保護制度における以下の取組を実施。
・研修生の受入れ
・各国での審査技術に関するワークショップ、セミナーの
開催
・各国で開催される技術研修への専門家の派遣

左記の実施
状況を踏ま
え、取組を
継続実施。

各国の実情に合わせた、より高度な指導
の取組に向けた専門家の派遣、研修生
の受入。

東アジア品
種保護庁設
立に向けた
制度共通化
を図るべく、
多国間の申
請様式や審
査基準の共
通化を検討
し、可能なも
のから試行
を実施。

ＵＰＯＶ条約
締結国との
審査協力
（審査データ
の共有化）
を拡大・充
実。

各国のＵＰＯＶ９１年条約締結に向け、各国の国内法改正を支援。

東アジア品種保護庁設立を視野に、そのモデルとなる欧
州植物品種庁の取組を調査。

97

植物新品種保護
制度の共通基盤
整備
（中期）

東アジア地域における植物
新品種保護制度の共通基盤
を整備するため、植物新品
種保護同盟（ＵＰＯＶ）９１年
条約の未加盟国に対する加
盟の働き掛けや「東アジア植
物品種保護フォーラム」の活
動を通じて、将来の東アジア
品種保護庁の設立を視野に
入れた制度共通化に取り組
む。

農林水産省

東アジア植物品種保護フォーラムを活用して、品種保護制度の必要
性について各国に対して普及啓発。
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外務省

・2011年10月の日中知的財産権
ワーキング・グループ、2011年11月
の官民合同訪中ミッションに参加し、
知財権対策の強化を要請した。
・中国などとの経済協議の開催に向
けた事前調整を実施した。

相手国の対応状況をフォローしつ
つ、知財権侵害対策の強化に向け
た働きかけを実施する。

〇

文部科学省

・2011年4月、11月の官民合同ミッ
ション、同8月の第2回日中インター
ネット知的財産保護シンポジウム及
び同10月の第3回日中知的財産権
ワーキング・グループに参加し、イン
ターネット上の著作権侵害の対策の
強化を要請した。
・2011年9月に日中著作権会議を実
施し、著作権侵害コンテンツの摘発
について効果的な対策を要請した。
・2011年9月に日韓間で著作権及び
著作隣接権分野における連携強化
に関する覚書を締結した。
・2011年12月に第3回日韓著作権
フォーラムを実施し、著作権制度の
現状と課題について意見・情報交換
を行った。

・日中、日韓との二国間協議を定期
的に実施し、両国との連携強化を推
進する。
・日中の著作権関係団体同士による
意見交換を行うセミナーを開催し、
関係団体同士の連携強化を図る。
・韓国文化体育観光部との間で覚書
に基づく協力分野に係る具体的な活
動についての検討を行い、両国間で
合意を図る。

○

経済産業省

・2011年4月、中国において も模
倣品の製造・流通が多い地域の一
つである広東省にハイレベルミッショ
ンを派遣し、広東省幹部との会談で
地方における知的財産保護強化の
協力枠組みの構築について意見交
換し賛同を得た。
・2011年10月に第3回日中知的財産
権ワーキング・グループを神戸で、
2012年1月に第2回模倣品事務ワー
キング・グループを東京で開催し、イ
ンターネット上の模倣品・海賊版問
題、執行当局の取締り強化、知的財
産権関連法の執行・運用の徹底等
について、日本側より提案を行うとと
もに、産業財産権分野における協力
推進について認識の共有を図った。

・二国間協議の場で、知的財産侵害
対策の強化と継続を中国政府に働
きかける。
・CODAの動画投稿サイトに対する
違法コンテンツに対する削除要請の
本格的稼働を促す。

○

警察庁

・2011年10月、第3回日中知的財産
権ワーキング・グループに参加し、
日本における知的財産権侵害事犯
の現状と問題点について説明を行
い、中国を発信地とするインターネッ
ト上の知的財産権侵害情報を提供
し、偽ブランド品広告サイトの削除及
び取締りを求めた。
・外国を発信地とするインターネット
上の知的財産権侵害情報を、中国
等の外国当局に提供し、偽ブランド
品広告サイトの削除及び取締りを求
めた。

中国といった外国当局に対して、違
法サイトに関する情報提供を行い、
当該サイトの削除措置を促す。

○

相手国との協力関係を深めつつ、知
財権侵害対策の強化を働き掛ける
必要がある。

二国間協議を通
じた知財権侵害
対策の強化
（短期）

侵害発生国・地域の政府に
対し、協力関係を深めつつ、
工業製品、コンテンツ、農林
水産物に係る具体的な侵害
状況を踏まえた模倣品・海賊
版対策の強化を働き掛け
る。

各産業界からの要望を踏ま
え、侵害発生国・地域と様々
な協議（以下参照）の場を通
じ、関係府省で連携しつつ、
模倣品・海賊版といった知財
侵害への対策の強化に向け
た要請や協力を実施。相手
国の対策状況をフォローし
以後の働きかけに活用。
　－日中ハイレベル経済対話
　－日中経済パートナーシップ
協議
　－日韓ハイレベル経済協議
　－日韓経済局長協議

権利者・関係団体からの要
望を踏まえ、日中著作権協
議・日韓著作権協議をはじ
めとした交渉・協議の場を通
じて、著作権侵害対策の強
化に向けた要請や協力を実
施。相手国の対策状況を
フォローし以後の働きかけに
活用。

各産業界からの要望を踏ま
え、日中知的財産権ワーキ
ング・グループ、模倣品事務
ワーキング・グループの場や
知的財産保護官民合同代
表団の派遣を通じ、模倣品・
海賊版といった知財侵害へ
の対策の強化に向けた要請
や協力を実施。相手国の対
策状況をフォローし以後の
働きかけに活用。

・経済産業省と連携しつつ、
中国関係機関との情報提供
スキーム構築に向けた取組
を実施。
・中国捜査当局との定期協
議において、情報提供を
行った違法サイトの閉鎖状
況及び取締状況の確認を実
施。

98
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国土交通省

・2011年11月の日中造船・舶用工業
工作者交流会の開催を支援し、日
中の関係団体間で合意されたMOU
（舶用純正品の使用に関する合意
書）の締結を支援した。
・啓発リーフレットの作成・配布、模
倣品講習会の実施や被害実態調査
を行った。
・JASMEA純正品ラベルの普及支
援、舶用工業製品純正品確認マ
ニュアルの普及支援をはじめとした
関係団体の模倣品対策活動の支援
を行った。

官民の連携を強化し対策を推進す
る必要がある。

○

農林水産省

・関係府省と協力し、模倣品・海賊
版対策の強化の働きかけを実施し
た。
・地方自治体や農林水産業の関係
団体が参加する「農林水産知的財
産保護コンソーシアム」において、海
外における商標の監視、日本産農
林水産物等の模倣品・偽装品の現
地調査を実施した。

関係府省と協力し、模倣品・海賊版
対策の強化の働きかけを実施すると
ともに、海外における商標の監視、
日本産農林水産物等の模倣品・偽
装品の現地調査を実施する。

○

総務省

中国政府や動画投稿サイト事業者
に対して放送コンテンツのインター
ネット上の不正流通対策等に関する
働きかけを実施した。

関係府省と協力し、模倣品・海賊版
対策の強化の働きかけを実施する。

○

財務省

・途上国税関に対し、知的財
産権侵害物品の水際取締
能力の構築を支援するた
め、世界税関機構と協力し、
我が国専門家を派遣する技
術協力を実施。実施状況を
踏まえ、必要な協力を検討、
実施。
・日中韓知的財産作業部会
の場を活用し、引き続き日中
韓３か国税関において知的
財産権侵害物品に係る情報
交換を実施。実施状況を踏
まえ、必要な協力を検討、実
施。
・侵害発生国・地域の税関
当局との間で、知的財産権
侵害物品の水際取締りの強
化を目的とした情報交換を
含む協力を促進する税関相
互支援協定の締結に向けた
取組を実施。

・2011年10月、日中韓3カ国税関と
世界税関機構が協力して、IPRセミ
ナー（於韓国）を開催した。
・2011年11月、ASEAN諸国から税関
当局職員6名（カンボジア・インドネシ
ア・マレーシア・ミャンマー・フィリピ
ン・ベトナム）を受け入れ、知的財産
の水際取締りに係る総合的な能力
構築支援を行った。
・2011年10月、日中韓関税局長長官
会議の枠組みの下、日中韓知的財
産作業部会を開催し、知的財産侵
害物品の水際取締りに係る情報交
換及び協力要請を行った。
・2012年3月、中国税関職員10名を
受入れ、知的財産の水際取締りに
係る総合的な能力構築支援を行う。
・情報交換を継続的に実施する。

日中韓知的財産作業部会の場を活
用し、３カ国間における情報交換の
更なる促進を目指す。

○

関係府省と協力し、模倣品・
海賊版対策の強化の働きか
けを実施。

関係府省と協力し、模倣品・
海賊版対策の強化の働きか
けを実施。

相手国との協力関係を深めつつ、知
財権侵害対策の強化を働き掛ける
必要がある。

二国間協議を通
じた知財権侵害
対策の強化
（短期）

侵害発生国・地域の政府に
対し、協力関係を深めつつ、
工業製品、コンテンツ、農林
水産物に係る具体的な侵害
状況を踏まえた模倣品・海賊
版対策の強化を働き掛け
る。

日中両国間の協力体制の
構築・定期的協議の開催を
視野に、中国政府との政策
対話及び同国関連業界団体
との意見交換を通じて、船舶
関連機器の模倣品による被
害の実態把握及び被害を軽
減させるための対策に関す
る議論を実施。
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３． 先端デジタル・ネットワーク戦略

　　「知財計画２０１１」本文記載の施策

文部科学省

・2011年12月、「電子書籍の流通と
利用の円滑化に関する検討会議報
告」を取りまとめ、「出版者への権利
付与」に関する今後の検討の方向
性を示した。
・当該報告を踏まえ、文化庁におい
て「出版者への権利付与」に係る法
制面における課題の整理等を目的
とした検討の場を設けた。

「電子書籍の流通と利用の円滑化に
関する検討会議報告」において必要
とされた「出版者への権利付与」に
係る検証・検討を実施するとともに、
当該検証・検討結果を踏まえて権利
付与の具体的な在り方について検
討を実施する。

○
「出版者への権利付与」について早
急に結論を得た上で、必要な措置を
実施する必要がある。

経済産業省

電子出版物等の契約円滑化を図る
ため、民間有識者からなる委員会を
開催し、国内外のコンテンツ配信に
関連する制度や、ビジネスモデルの
整理を行うとともに、コンテンツ配信
プラットフォームを用いた実証実験
を行い、海外向け配信ビジネスで必
要となる様々な要素の検証と課題
の抽出を行い、実証実験により電子
出版物の契約円滑化モデルを開発
し、Webページ上の公開により利用
を促進した。

実証実験の結果を踏まえ,電子出版
物の契約円滑化モデルに関する更
なる利用を促進する。

○
実証実験の結果を踏まえ,電子出版
物の契約円滑化モデルの更なる利
用を促進する必要がある。

総務省

・2011年５月、新ＩＣＴ利活用サービ
ス創出支援事業（電子書籍交換
フォーマット標準化プロジェクト）に関
する成果報告を公表した。同年６
月、事業評価会を開催し、民間有識
者に事業成果の評価及び普及展開
に当たっての意見を聴取し、結果を
公表した。
・検討会議の参加などを通じ、関係
府省と連携し、取組への協力・支援
を行った。

関係会議への出席、情報収集など
を通じ、関係者との連携を図り、新Ｉ
ＣＴ利活用サービス創出支援事業の
事業成果（技術標準、各種ルール）
を普及促進する。

○
2011年度の成果を踏まえ、電子書
籍交換フォーマットの普及展開を推
進していく必要がある。

経済産業省

・中間（交換）フォーマットの普及促
進のため、民間有識者からなる委員
会を開催し、交換フォーマット運用ガ
イドラインを策定し、印刷会社などに
よる評価実験においてガイドライン
の実効性の検証を行うとともに、印
刷会社向け説明を行い、印刷会社
へガイドラインの周知を図った。
・2012年2月に出版社を対象としたセ
ミナーを開催し、同年2月末に上記
検討結果に係る報告書を公表した。

交換フォーマットの普及促進に向け
て、関係府省との連携を図りつつ、
必要に応じて対応を行う。

○
交換フォーマット運用ガイドラインの
普及促進を進める必要がある。

電子出版ファイルフォーマッ
ト（中間（交換）フォーマット）
の普及促進のため、中小企
業に対する支援として、
フォーマット運用ガイドライン
案の策定及び検証を実施。

電子書籍の市場
整備の加速化

99

電子出版に関し、出版者の
権利の在り方の検討も含
め、著作者と出版者間の契
約の促進を支援する。
(短期)

出版者の権利の在り方につ
いて「電子書籍の流通と利
用の円滑化に関する検討会
議」において検討を行い、一
定の結論。

左記結論に基づき、必要
な措置を実施。

実証実験により、電子出版
物の契約円滑化モデルを開
発し、その利用を促進。

100

様々な端末・プラットフォーム
で電子書籍が利用可能とな
るよう、日本語の縦書きやル
ビに対応した、中間ファイル・
フォーマットを策定し、その普
及を図るとともに、中小企業
の対応を支援する。
(短期)

新ＩＣＴ利活用サービス創出
支援事業（電子出版の環境
整備）により策定した様々な
端末・プラットフォームで電
子書籍が利用可能となる中
間ファイル・フォーマットにつ
いて普及展開を推進。

40



長　期

2015～
2019年度

2011年度末までの
具体的な取組状況

2012年度以降の具体的な取組予定
評価 今後の課題

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

項目
番号

項目名 施策内容 担当府省
短　期 中　期 進捗状況

総務省

・2011年５月、新ＩＣＴ利活用サービ
ス創出支援事業（EPUB日本語拡張
仕様策定）に関する成果報告を公表
した。また、同年６月に事業評価会
を開催し、民間有識者に事業成果
の評価及び普及展開にあたっての
意見を聴取し、その結果を公表し
た。
・W3Cでの標準化においては、2011
年６月に日本でフォーラムを開催し、
国内の出版・印刷等の業界関係者
側の要望を整理し、提案を実施し
た。
・2011年10月11日、ＩＤＰＦにおいて、
W3Cにおける縦書きレイアウトの基
本機能に関する仕様と新ＩＣＴ利活用
サービス創出支援事業（ＥＰＵＢ日
本語拡張仕様策定）の成果を参照・
反映したEPUB3.0が 終確定した。
また、 EPUB3.0の普及促進に係る
課題整理・解決方策の検討を行う。
加えて、2012年3月にW3Cと連携し
たイベントを開催し、縦書きレイアウ
トの実装の促進を図った。

関係会議への出席、情報収集など
を通じ関係者との連携を図り、新ＩＣ
Ｔ利活用サービス創出支援事業の
事業成果（技術標準、各種ルール）
を普及促進するとともに、W3Cにお
いて縦書きレイアウトに関する我が
国からの要望を踏まえた標準化を
推進する。

○

EPUB3.0を普及促進するとともに、海
外フォーラム標準における縦書きレ
イアウトに関する仕様策定を継続的
に推進する必要がある。

経済産業省
終フォーマットについて、各所で説

明を行うなど、周知活動を行った。
関係府省と連携し、 終フォーマット
周知に向けた取組を支援する。

○
関係業界に対する普及促進の継続
的な取組が必要である。

文部科学省

・「学びのイノベーション事業」におい
て、文部科学省が開発したデジタル
教科書・教材（国語、算数、外国語
活動）を活用した指導方法を開発し
た。
・小学校（社会、理科）、中学校（国
語、数学、英語）のデジタル教科書・
教材及び特別支援学校に在籍する
児童・生徒の障害の状況に応じた教
材を開発した。

・中学校（社会、理科）のデジタル教
科書・教材を開発する。
・小学校（国語、算数、外国語活動）
のデジタル教科書・教材を活用した
指導方法の開発と効果の検証を継
続して実施する。
・小学校（社会、理科）、中学校（国
語、数学、英語）のデジタル教科書・
教材及び特別支援学校に在籍する
児童・生徒の障害の状況に応じた教
材を活用した指導方法の開発と効
果の検証を行う。

○

これまでの実証研究の成果を踏ま
え、児童生徒１人１台の情報端末と
学習者用デジタル教科書・教材を活
用した指導方法の開発や効果の検
証を進める必要がある。

総務省

これまでの小学校10校に新たに中
学校8校、特別支援学校２校を追加
して「フューチャースクール推進事
業」の実証研究を実施し、文部科学
省が開発したデジタル教科書・教材
（小学校（国語、算数、外国語活動、
社会、理科）、中学校（国語、数学、
英語））について、各実証校の端末
等へのインストールへの協力やデジ
タル教科書・教材を活用した指導方
法の開発に必要な実践のためのＩＣ
Ｔ環境の運用など文部科学省の「学
びのイノベーション事業」が実施でき
るように協力した。

「フューチャースクール推進事業」を
継続し、文部科学省の「学びのイノ
ベーション事業」の取組に協力する。

○

これまでの実証研究の成果を踏ま
え、文部科学省と連携し、児童生徒
１人１台の情報端末と学習者用デジ
タル教科書・教材を活用した指導方
法の開発や効果の検証を進める必
要がある。

日本語に対応した 終
フォーマットについて関係業
界に周知。

102

デジタル教材の円滑な導入
を進めるため、教材開発や
指導方法に関する研究・開
発を進め、その成果を普及
する。
(短期・中期)

児童生徒一人一台の情報端末やデジタル機器の活用に向け、「学び
のイノベーション事業」において、学校種、発達段階、教科に応じ、モ
デルコンテンツの開発や、デジタル教科書・教材、情報端末を利用し
た指導方法の開発に関する総合的な実証研究を実施。2011年度は、
小学校10校、中学校８校、特別支援学校２校で実施。

「学びのイノ
ベーション事
業」の成果
を普及。

電子書籍の市場
整備の加速化

101

海外のフォーラム標準である
終フォーマットについて、

アジアを中心とする各国と連
携して、縦書きやルビを含む
日本語対応を可能とする。
 (短期)

海外のフォーラム標準（ＩＤＰＦのＥＰＵＢやW3C）の改訂
に際し、各国にも働きかけながら、縦書き・ルビといった
日本語組版仕様を反映。

「フューチャースクール推進事業」の実証研究を行い、タブレットＰＣ
（全児童１人１台）やインタラクティブ・ホワイト・ボード（全普通教室１
台）の情報通信機器を使ったネットワーク環境を構築した実証校にお
いて、デジタル教科書・教材を利用した指導方法の開発を行う文部科
学省の「学びのイノベーション事業」が実施できるよう協力。2011年度
においては、これまでの小学校10校に新たに中学校8校、特別支援学
校２校を追加して実施。

デジタル教
科書・教材
を利用した
指導方法の
開発といっ
た成果を普
及するため
の文部科学
省の取組に
協力。

電子書籍の市場
整備の加速化

41



長　期

2015～
2019年度

2011年度末までの
具体的な取組状況

2012年度以降の具体的な取組予定
評価 今後の課題

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

項目
番号

項目名 施策内容 担当府省
短　期 中　期 進捗状況

文部科学省

・2011年12月に「電子書籍の流通と
利用の円滑化に関する検討会議報
告」を取りまとめ、国立国会図書館
から公立図書館などへの送信サー
ビスの実施に係る制度改正を含め
た必要な措置を行うことが適当とさ
れた。
・報告を踏まえ、当該送信サービス
の実施に係る制度改正を含めた必
要な措置を行うための準備作業に
着手した。

国立国会図書館から公立図書館な
どへの送信サービスの実施に係る
制度改正を含めた必要な措置を行
う。
また、当該送信サービスの具体的な
運用に係るルールを定めるための
関係者協議に対する支援を行う。

○

国立国会図書館からの送信サービ
スの実施に係る法改正を早急に
行った上で、サービスの拡大に係る
検討に着手する必要がある。

経済産業省
上記検討会議の参加を通じ、関係
府省と連携し、取組への協力・支援
を行った。

関係府省と連携し、取組への更なる
協力・支援を行う。

○
関係府省と連携し、関係者の合意に
よるルール設定に向けた取組への
協力・支援を行う必要がある。

総務省

・2011年５月、新ＩＣＴ利活用サービ
ス創出支援事業（図書館デジタルコ
ンテンツ流通促進プロジェクト）に関
する成果報告を公表した。また、同
年６月に事業評価会を開催し、民間
有識者に事業成果の評価及び普及
展開に当たっての意見を聴取し、結
果を公表した。公立図書館における
電子書籍の利活用を促すガイドライ
ンについて、図書館総合展や関係
団体向け講演会での周知・普及を
行った。
・検討会議の参加を通じ、関係府省
と連携し、取組への協力・支援を
行った。

関係会議への出席、情報収集を通
じて関係者との連携を図り、新ＩＣＴ
利活用サービス創出支援事業の事
業成果（技術標準、各種ルール、ガ
イドライン）を普及促進する。

○
関係者との連携を図り、2011年度の
成果の普及促進を進める必要があ
る。

文部科学省

国立国会図書館や関係府省との間
において、電子納本制度に係る検
討の進捗状況について情報を共有
するなど連携を図った。

電子納本された出版物の利用に係
る適切なルール設定が行われるよ
う、国会図書館や関係府省との連携
を図りつつ、必要に応じて対応を図
る。

○

電子納本された出版物の利用に係
るルール設定が行われるよう、図書
館関係者と著作者、出版者との協議
に向けた取組を支援する必要があ
る。

経済産業省
検討会議の参加を通じて関係府省
と連携し、ルール設定の取組への協
力・支援を行った。

国立国会図書館への電子納本に向
けて、関係府省と連携し、ルール設
定の取組を支援する。

○

国立国会図書館への電子納本に向
けて、関係者の合意によるルール設
定の取組を更に支援する必要があ
る。

総務省
検討会議の参加を通じて関係府省
と連携し、ルール設定の取組への協
力・支援を行った。

国立国会図書館への電子納本に向
けて、関係府省と連携し、ルール設
定の取組を支援する。

○

国立国会図書館への電子納本に向
けて、関係者の合意によるルール設
定の取組を更に支援する必要があ
る。

NHKは業務の実施基準の見直しを
行い、2011年10月、総務大臣に対し
て認可申請した。総務省は、申請の
審査結果について、パブリックコメン
トの結果も踏まえて2012年1月に電
波監理審議会に諮問し、実施基準
の変更を認可した。

業務の実施基準は、2014年1月を目
途に見直すこととされており、NHKに
よる検討を踏まえ、必要に応じて所
要の措置を講ずる。

○
NHKによる業務の実施基準の見直
しを踏まえ、必要な措置を実施する
必要がある。

民間の放送番組のアーカイブ拡充
の際の課題となる権利処理に関し、
支払関連業務の省力化に係る実証
実験及び不明権利者探索の調査を
実施した。

民間の放送番組のアーカイブ拡充
に向けた権利処理に関する実証実
験について、必要な措置を実施す
る。

○
これまでの成果を検証し、権利処理
に関する実証実験について、更なる
取組を進める必要がある。

103

我が国の知的インフラ整備
の観点から、国立国会図書
館が有する過去の紙媒体の
出版物のデジタル・アーカイ
ブの活用を推進する。具体
的には、民間ビジネスへの
圧迫を避けつつ、公立図書
館による館内閲覧や、イン
ターネットを通じた外部への
提供を進めるため、関係者
の合意によるルール設定と
いった取組を支援する。
(短期)

「電子書籍の流通と利用の
円滑化に関する検討会議」
において検討を行い、一定
の結論。

左記結論に基づき、必要
な措置を実施。

関係府省と連携しつつ、関
係者の合意によるルール設
定の取組を支援。

関係府省と連携しつつ、関
係者の合意によるルール設
定の取組を支援。
また、策定した公立図書館
における電子書籍の利活用
を促すガイドラインの普及・
展開を推進。

104

国立国会図書館への電子納
本を可能にするため、例え
ば、電子書籍として市場で配
信されたものは、館内閲覧に
限るというルール設定の検
討をはじめとした取組を支援
する。
(短期)

図書館関係者と著作者、出
版者との協議により、電子納
本された出版物の利用に係
る適切なルール設定が行わ
れるよう支援。

関係府省と連携しつつ、関
係者の合意によるルール設
定の取組を支援。

民間の放送番組のアーカイ
ブの拡充について、取り組
むべき課題に関する関係者
によるコンセンサスの形成を
促すとともに、必要な支援策
をとりまとめ、順次措置を実
施。

105

ＮＨＫオンデマンドをはじめと
したインターネットを通じた放
送番組の配信に関する財源
の在り方の検討を含め、ＮＨ
Ｋの番組資産の活用を促進
する。また、民間の放送番組
については、そのアーカイブ
の一層の拡充に向けた取組
を支援する。
(短期)

総務省

NHK放送番組のインターネッ
ト配信に伴う課題を整理し、
2011年11月を目途にNHKが
行う番組資産の活用促進に
向けた見直しを促進。

NHKによる見直しを踏ま
え、必要な措置を実施。

知的資産のアー
カイブ化とその活
用促進

知的資産のアー
カイブ化とその活
用促進
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長　期

2015～
2019年度

2011年度末までの
具体的な取組状況

2012年度以降の具体的な取組予定
評価 今後の課題

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

項目
番号

項目名 施策内容 担当府省
短　期 中　期 進捗状況

文部科学省

メディア芸術に関し、作品情報・所在
情報等に関するメタデータの検討を
行うとともに、データベースの整備に
向け情報収集を行った。

メディア芸術デジタルアーカイブ事
業を継続して実施し、メディア芸術作
品の作品情報・所在情報等に関す
るデータベースの整備を推進する。

○

メディア芸術作品に関する情報の
データベースを整備し、優れたメディ
ア芸術作品のデジタルアーカイブ化
を実施するとともに、アーカイブ間の
連携を推進する必要がある。

総務省

・図書館、美術館・博物館、公文書
館等関係者を構成員とする「知のデ
ジタルアーカイブに関する研究会」
において検討を行い、2011年度末ま
でに、研究会の提言の取りまとめ及
びデジタルアーカイブの電子共有・
利用を進めるための技術的課題に
関する指針を策定した。
・国立国会図書館と連携して、東日
本大震災のデジタルデータを一元的
に検索・利用できるポータルサイト
構築のための検討を行った。

・国立国会図書館と連携して、東日
本大震災のデジタルデータを一元的
に検索・利用できるポータルサイトを
構築する。
・関係者との連携を図るとともに、関
係省庁と連携し、取組を推進する。

○

知のデジタルアーカイブの電子共
有・利用を進めるための技術的課題
に関する指針について普及・促進を
図るとともに、国立国会図書館と連
携して、東日本大震災のデジタル
データを一元的に検索・利用できる
ポータルサイトを構築する必要があ
る。

107

国立国会図書館の書籍や、
放送番組をはじめとした様々
なアーカイブの活用のため、
一定期間を経過した著作物
に関し、一層円滑な権利処
理を促進する。
 (短期)

文部科学省

・放送事業者による過去の放送番組
利用のため、関係者間のルール形
成に取り組み、権利者不明の場合
の文化庁長官裁定の利用促進を
図った。また、2011年12月に「電子
書籍の流通と利用の円滑化に関す
る検討会議報告」を取りまとめ、「出
版物の権利処理の円滑化」に係る
基本的な考え方を示した。
・分野毎のルール形成促進のため
の協議を促すとともに、権利者不明
の場合の文化庁長官裁定による利
用促進に取り組んだ。また、上記報
告を踏まえ、更なる出版物の権利処
理の円滑化に向けた関係者協議に
対する支援等の必要に応じた対応
を図った。

・分野毎のルール形成促進のため
の協議を促すとともに、権利者不明
の場合の文化庁長官裁定による利
用促進に取り組む。
・「電子書籍の流通と利用の円滑化
に関する検討会議報告」を踏まえ、
更なる出版物の権利処理の円滑化
に向けた関係者協議に対する支援
といった必要に応じた対応を図る。

○

一定期間を経過した著作物に関し、
円滑な権利処理を促進するため、
「電子書籍の流通と利用の円滑化に
関する検討会議報告」で示された
「出版物の権利処理の円滑化」に係
る基本的な考え方に基づき、必要な
措置を実施する必要がある。

108
クラウド型サービ
スの環境整備

我が国におけるコンテンツの
クラウド型サービスの環境整
備を図るため、法的リスクの
解消も含め、著作権制度上
の課題について整理し、必
要な措置を講ずる。
(短期)

文部科学省

2011年7月より「クラウドコンピュー
ティングと著作権に関する調査研
究」を実施し、報告書を取りまとめ、
2012年1月の文化審議会著作権分
科会法制問題小委員会において報
告した。

「クラウドコンピューティングと著作権
に関する調査研究」報告書の内容も
踏まえ、文化審議会著作権分科会
法制問題小委員会における私的使
用のための複製の権利制限に係る
課題等の議論と合わせて検討を実
施する。

○

「クラウドコンピューティングと著作権
に関する調査研究」報告書を踏ま
え、法制問題小委員会において検討
を実施し、早急に結論を得る必要が
ある。

109
プラットフォーム
の競争環境整備

プラットフォームに関し、国際
的な動向の情報収集を図り
つつ、競争の実態を注視す
る。
（短期・中期)

公正取引委員会

・国内外の電子書籍の取引の現状
及び今後の動向に関し、資料収集
を行うとともに関係事業者・事業者
団体からヒアリングを行った。
・ソーシャルゲームのプラットフォー
ム事業者が、ゲーム提供事業者に
対し他の特定のプラットフォームに
ゲームを提供させないようにしてい
た事件について、排除措置命令を
行った。

関係事業者からのヒアリング、諸外
国の当局との情報交換を通じて、国
際的な動向の情報収集を図るととも
に、競争の実態を把握し、注視す
る。

○

コンテンツ事業者やプラットフォーム
事業者といった、関係業者との意見
交換やヒアリングを行うなどにより情
報収集に努めるとともに、競争の実
態を注視する必要がある。

クラウド型サービスの著作権法上の位置付けや課題に
関し、調査・分析を実施し、その結果を踏まえ、必要な措
置を実施。

関係事業者からのヒアリング、諸外国の当局との情報交換を通じて国際的な動向の
情報収集を図るとともに、競争の実態を把握し、注視。

106

知的資産のアー
カイブ化とその活
用促進

マンガ、アニメ、映画、図書と
いった様々なコンテンツの
アーカイブの活用を促進する
ため、各機関におけるアーカ
イブ充実のための支援を行
う。また、諸外国のアーカイ
ブとの連携も視野に入れつ
つ、各アーカイブをネットワー
ク化し、一元的なデータベー
スを整備する。
(短期・中期)

メディア芸術に関し、作品に関する情報のデータベース
を整備し、アーカイブ間の連携を推進。

一元的にアクセス可能な
データベースの充実を推
進。

公文書、図書、美術品といっ
た知のデジタルアーカイブの
電子共有・利用を進めるた
めの技術的課題に関する指
針を策定。

権利者不明な場合の文化庁長官の裁定による利用促
進を行う。また、円滑な権利処理が図られるよう、民間に
おける関係者間のルール形成が促進されるよう支援。ま
た、国立国会図書館の書籍については、一定期間を経
た著作物利用促進の観点から必要な措置を検討し、実
施。
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2015～
2019年度

2011年度末までの
具体的な取組状況

2012年度以降の具体的な取組予定
評価 今後の課題

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

項目
番号

項目名 施策内容 担当府省
短　期 中　期 進捗状況

総務省

・効率的に裸眼立体映像を伝送する
ための符号化技術については、
MPEG 3DVの標準化活動に寄与す
るとともに、次世代の表示技術に対
応した符号化方式の検討に着手し
た。また、立体映像を1時間程度視
聴した際の疲労感評価実験結果を
取りまとめ、セミナーを開催した。
・「3次元映像標準テストコンテンツ」
については無償配布を継続して実
施した。
 ・3D映像の識別子の標準化につい
ては、2011年12月に 終国際規格
案(FDIS)となった。3D標準映像・評
価手法の標準化については、2011
年9月のITU-R SG6会合にて日本か
ら快適視聴に関する基本的考え方
等の提案を実施した。
・2012年2月のMPEG会合に出席し、
３DVの標準化に寄与した。疲労評
価実験結果を2月の学会の研究会
で発表するとともに、報告書をweb
ページで一般に公開した。

・MPEG 3DV における標準化活動に
引き続き寄与し、日本提案技術の採
用に向けて活動を推進する。また、
次世代表示技術に対応した映像取
得技術の開発と、その符号化技術
の原理検証を行う。
・疲労感評価実験結果については、
国際学術会議で発表するとともに、
2013年4月にITUに提出する方向で
テクニカルレポートを作成する。さら
に、被験者を拡大した追加評価実験
を実施する。
・「３次元映像標準テストコンテンツ」
については、無償配布を引き続き実
施する。3D標準映像・評価手法の標
準化については、3Dテレビに関する
検討会やARIBにおいて検討を行う。
・ 3D映像の識別子は6月にISO/IEC
国際規格(IS)となり、標準化が完了
する。

○

３D映像の快適な視聴に向けた標準
化を通じて、今後も3D映像の普及拡
大及び人財育成の支援に向けた取
組を行う必要がある。

経済産業省

2011年度デジタルコンテンツEXPO
において国内外の３Dコンテンツ制
作者によるシンポジウムを開催し、３
Dコンテンツの制作技術の普及・人
財育成を実施した。

デジタルコンテンツEXPOをはじめと
した場を活用し、３Dコンテンツの制
作技術の普及・人財育成を実施す
る。

○
今後も３Dコンテンツの制作技術の
普及及び人財育成を実施していく必
要がある。

文部科学省

・2011年4月、11月の知的財産保
護官民合同訪中代表団、同8月
の第2回日中インターネット知的
財産保護シンポジウム及び同10
月の第3回日中知的財産権ワー
キング・グループに参加し、イン
ターネット上の著作権侵害の対
策の強化等を要請した。
・2011年9月に日中著作権会議
を実施し、著作権侵害コンテンツ
の摘発等について効果的な対策
を要請した。
・2011年9月に日韓間で著作権
及び著作隣接権分野における連
携強化に関する覚書を締結し
た。
・2011年12月に第3回日韓著作
権フォーラムを実施し、著作権制
度の現状と課題について意見・
情報交換を行った。
・2011年10月に「著作権・著作隣
接権に係るＷＩＰＯアジア地域会
合」を実施し、各国の著作権制
度の現状と課題について情報・
意見交換を行った。

・日中、日韓との二国間協議を定
期的に実施し、両国との連携強
化を推進する。
・中国国家版権局との間で覚書
に基づく協力として、日中の著作
権関係団体同士による意見交換
等を行うセミナーを開催し、関係
団体間の連携強化を図る。
・韓国文化体育観光部との間で
覚書に基づく協力分野に係る具
体的な活動についての検討を行
い、両国間で合意を図る。
・ＷＩＰＯとの協力事業をはじめと
した国際的枠組において情報交
換を実施する。

〇

民間から被害状況を聴取しつつ、
様々な協議において著作権侵害コン
テンツ対策の強化を強く働きかける
必要がある。

経済産業省

2011年４月と11月にCODA（一般社
団法人コンテンツ海外流通促進機
構）とKOFOCO（韓国 著作権団体連
合会）の著作権侵害対策に係る覚
書の締結を支援した。

CODAとKOFOCOとの更なる連携体
制を強化すべく定期協議の開催を
支援する。
また、中国との連携体制の構築につ
いては、CODAや関係府省とともに
検討を深め、結論を得る。

〇

著作権侵害関連の情報交換の体制
について、日韓間はCODA－
KOFOCOとの連携体制を軸に更に
強化するとともに、日中間の協力体
制を早急に構築することが必要であ
る。

110 ３Ｄ映像の促進

ＮＨＫや民間事業者による３
Ｄ映像放送を拡大することを
はじめとして３Ｄコンテンツの
普及のための取組として、安
全基準の策定、制作技術の
普及及び人財育成を進め
る。
(短期)

我が国放送における3D映像放送の拡大を図るため、以
下の措置を実施。
3Dコンテンツ及び制作技術の普及に向け、目が疲れにく
い立体映像表示技術、リアルタイムの立体映像通信の
実現を念頭とした符号化技術といった研究開発の実施と
ともに、3D映像の識別子の国際標準化を推進。また、安
全基準の策定に役立てるため、立体映像が人に及ぼす
疲労感・違和感・没入感の定量評価や3D標準映像・評
価手法の標準化、安全ガイドラインを検討、併せてそれ
らの成果に関するセミナーの開催による人材育成を支
援。また、開発した「3次元映像標準テストコンテンツ」に
ついて、3Dコンテンツ制作支援のために無償配布を継
続して実施。

デジタルコンテンツEXPOをはじめとした場を活用しつ
つ、３Dコンテンツの制作技術の普及・人財育成を実施。

111

インターネット上でグローバ
ルに流通する著作権侵害コ
ンテンツを抑止する観点か
ら、正当な権利者に関する
情報を共有する仕組みを構
築するため、国際的枠組で
の検討を進める。
(短期)

海賊版による著作権侵害発生国における法整備、取締
り強化を要請するため、著作権担当部局と定期的に協
議を実施。また、WIPOとの協力事業をはじめとした国際
的枠組において情報交換を実施。

「日中韓文化コンテンツ産業フォーラム」といった場を活
用し、著作権侵害関連の情報交換を日中韓のコンテン
ツ担当局で密接に実施。

インターネット上
の著作権侵害の
抑止
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総務省

2010年度の実証実験結果を踏ま
え、2012年1月にネットワーク上の侵
害コンテンツの検知とプロバイダへ
の削除要請を容易にするシステム
に関する実証実験を実施した。

左記実証実験の結果を踏まえ、
CODAとも連携して、海外のサイトに
関し、検知・削除要請等の総合的な
対策を検討し、不正流通コンテンツ
対策を実施する。

〇

実証実験の結果を踏まえ、プロバイ
ダと権利者が協働し、インターネット
上の侵害コンテンツに対する新たな
対策措置を図る実効的な仕組みを
構築する必要がある。

文部科学省

・2011年10月に「著作権・著作隣接
権に係るＷＩＰＯアジア地域会合」を
実施し、各国の著作権制度の現状
と課題について情報・意見交換を
行った。
・文化審議会著作権分科会国際小
委員会において、著作権関係団体
に対し、侵害コンテンツへの対応に
ついてのヒアリングを実施し、情報
収集を行うとともに、インターネットに
よる国境を越えた海賊行為に対する
対応の在り方に係る審議の経過を
まとめた。
・2011年3月に作成した「 台湾にお
ける著作権侵害対策ハンドブック2 」
の周知を行い、CODA主催による
「台湾における著作権侵害対策実
践セミナー」を同年11月に開催した。

海賊行為に係る状況の把握に努
め、政府間協議の充実を図るととも
に、違法コンテンツの流通防止に向
けた意識啓発の促進に向けた対策
を促進する。

〇
民間から被害状況や対応状況を聴
取し実態の把握に努めるとともに、
効果的な対策を進める必要がある。

経済産業省

・インターネット上の違法映像コンテ
ンツの削除要請に係る実証実験を、
中国の7動画共有サイト、台湾の1動
画共有サイト、韓国の1動画共有サ
イトに対して実施した。また、イン
ターネット上の違法出版コンテンツ
の削除要請に係る実証実験を、中
国の2ポータルサイトにおいて実施し
た。
・2011年10月の第3回日中知的財産
権ワーキング・グループの場で、関
係府省と連携し、中国政府に対して
ＣＯＤＡによる中国動画投稿サイトに
対する違法コンテンツの削除要請の
活動に対する理解と協力を求め、併
せて違法コンテンツの取締り強化を
働きかけた。
・2011年11月に知的財産保護官民
合同訪中団を派遣し、我が国権利
者とともに中国国家版権局に対して
違法コンテンツの取締り強化を要請
した。

・CODAの動画投稿サイトに対する
違法コンテンツに対する削除要請の
本格的稼働を促す。
・出版の違法コンテンツの検知技術
の調査・実証実験を実施し、その技
術を活用して違法コンテンツに対す
る削除要請を実施する。

〇

中国を始めとした国々の当局に対
し、違法サイトの取組強化を求める
とともに、民間企業による自主的対
策を促進する必要がある。

112

著作権侵害が特に多発する
海外のサイトに関し、民間企
業の自主的な措置も含め、
総合的な対策を検討し、結
論を得る。
(短期)

ネットワーク上の侵害コンテンツの検知とプロバイダへ
の削除要請を容易にするシステムに関する実証実験を
実施。
海外のサイトに関し、民間企業の自主的な措置も含め、
総合的な対策を推進。

WIPOとの協力事業や文化審議会著作権分科会国際小
委員会といった場を通じた国内外の情報収集や必要な
対策の取りまとめを実施。

関係府省と連携し、中国といった国々の当局に対し、著
作権侵害が特に多発する海外のサイトの取組強化を求
めるとともに、自動検知システムの精度向上、検知範囲
の拡大といった実効性向上に向けた実証事業を活用
し、自動検知システムの普及による民間企業による自主
的対策を促進。

インターネット上
の著作権侵害の
抑止
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経済産業省

・日中知的財産権ワーキング・グ
ループ（2011年10月）では、中国政
府に対してＣＯＤＡの中国動画投稿
サイトに対する違法コンテンツの削
除要請の活動に対する理解と協力
を求め、併せて違法コンテンツの取
締り強化を働きかけた。
・2011年11月に知的財産保護官民
合同訪中団を派遣し、我が国権利
者とともに中国国家版権局に対して
違法コンテンツの取締り強化を要請
した。

・二国間協議の場で、知的財産侵害
対策の強化と継続を中国政府に働
きかける。
・CODAの動画投稿サイトに対する
違法コンテンツに対する削除要請の
本格的稼働を促す。

〇

二国間協議において著作権侵害コ
ンテンツ対策の取組強化を求めると
ともに、民間企業による自主的対策
を促進する必要がある。

文部科学省

・2011年4月、11月の知的財産保護
官民合同訪中代表団、同8月の第2
回日中インターネット知的財産保護
シンポジウム及び同10月の第3回日
中知的財産権ワーキング・グループ
に参加し、インターネット上の著作権
侵害の対策の強化等を要請した。
・2011年9月に日中著作権会議を実
施し、著作権侵害コンテンツの摘発
について効果的な対策を要請した。
・2011年9月に日韓間で著作権及び
著作隣接権分野における連携強化
に関する覚書を作成した。
・2011年12月に第3回日韓著作権
フォーラムを実施し、著作権制度の
現状と課題について意見・情報交換
を行った。
・ＣＯＤＡが開催する各種研究会に
参加し、海賊版対策に係る情報提
供を行う等、その活動を支援した。

・日中、日韓との二国間協議を定期
的に実施し、両国との連携強化を推
進する。
・中国国家版権局との間で覚書に基
づく協力として、日中の著作権関係
団体同士による意見交換を行うセミ
ナーを開催し、関係団体間の連携強
化を図る。
・韓国文化体育観光部との間で覚書
に基づく協力分野に係る具体的な活
動についての検討を行い、両国間で
意見の一致を目指す。
・新規事業として、侵害発生国・地域
における法制面での権利執行の強
化を支援する取組を行う。

〇

二国間協議において著作権侵害コ
ンテンツ対策の取組強化を求めると
ともに、民間企業による自主的対策
を促進する必要がある。

外務省

・2011年10月の日中知的財産権
ワーキング・グループ、2011年11月
の官民合同訪中ミッションに参加し、
著作権侵害対策の強化を要請し
た。
・中国などとの経済協議の開催に向
けた事前調整を実施した。

相手国の対応状況をフォローしつ
つ、様々な交渉・協議の場を通じて、
著作権侵害対策の強化に向けた働
きかけを実施する。

〇
二国間協議において著作権侵害コ
ンテンツ対策の取組強化を求める必
要がある。

総務省

二国間協議の開催に向けて、関係
府省と協力・連携して著作権侵害へ
の対策強化の働きかけの準備を
行った。

様々な協議に参加し、著作権侵害
対策の強化に向けた働きかけを実
施する。

△
二国間協議において著作権侵害コ
ンテンツ対策の取組強化を求める必
要がある。

113

二国間政府協議や知的財産
保護官民合同代表団(政府と
国際知的財産保護フォーラ
ム(IIPPF)により構成)の派遣
を通じ、侵害発生国に対して
著作権侵害コンテンツ対策
の強化を働きかける。また、
海外のプロバイダーに対し、
著作権侵害コンテンツを削
除させるため、民間企業によ
る一般社団法人コンテンツ
海外流通促進機構(CODA)
の活用を促進する。
 (短期)

各産業界からの要望を踏まえ、日中知的財産権ワーキ
ング・グループ、模倣品事務ワーキング・グループの場
や知的財産保護官民合同代表団の派遣を通じ、模倣
品・海賊版知財侵害対策の強化に向けた要請や協力を
実施。相手国の対策状況をフォローし以後働きかけ。
二国間協議を通じた侵害発生国・地域に対する侵害対
策の働きかけにより、一般社団法人コンテンツ海外流通
促進機構（CODA）を窓口とした海外のプロバイダーに対
する著作権侵害コンテンツ削除の強化を実施。

中国、韓国との二国間協議を実施。
知的財産保護官民合同訪中代表団への参加。
一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構（CODA）に
よる共同権利執行や侵害発生国の法制研究に関する活
動を支援。

各産業界からの要望を踏まえ、侵害発生国・地域と様々
な下記の協議の場を通じ、関係府省で連携しつつ、著作
権侵害コンテンツ対策の強化に向けた要請や協力を実
施し、世界における我が国の著作権侵害状況を改善。
　－日中ハイレベル経済対話
　－日中経済パートナーシップ協議
　－日韓ハイレベル経済協議
　－日韓経済局長協議

二国間協議を通じて侵害発生国・地域に対して著作権
侵害コンテンツ対策の強化を働きかけ。
知的財産保護官民合同訪中代表団、日中知的財産権
ワーキング・グループへの参加を通じて著作権侵害コン
テンツ対策の強化を働きかけ。

インターネット上
の著作権侵害の
抑止
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文部科学省

・パロディについては、海外における
著作物のパロディの取扱いに関す
る調査研究を実施し、2012年3月末
までに報告書を取りまとめた。
・インターネット上の共同創作や二
次創作の権利処理ルールの明確化
については、文化審議会著作権分
科会法制問題小委員会契約・利用
ワーキングチームにおいて、立法措
置による対応の可能性と契約による
対応の可能性を検討し、インター
ネットを通じて複数者が創作等に関
与した著作物等の利用の円滑化を
図るためには、契約等による対応が
適当であるとする報告書を取りまと
めた。

パロディについては、海外における
著作物のパロディの取扱いに関する
調査研究の結果を踏まえ、引き続き
法的課題の整理に向けて取り組む。
インターネット上の共同創作や二次
創作の権利処理ルールの明確化に
ついては、報告書に基づき、イン
ターネット・サービスの進展や著作
権等に関するルール形成の動向に
つき引き続き注視する。

○

パロディについては、調査研究の報
告書を基に法制問題小委員会にお
いて検討を行い、早急に一定の結論
を出す必要がある。
インターネット上の共同創作や二次
創作の権利処理ルールについて
は、報告書に基づき、必要な措置を
実施する必要がある。

経済産業省

表現の登録に関するプラットフォー
ムの作家、クリエーターを含む有識
者からなる委員会での検証結果か
らなる報告書を、普及・啓発の観点
から経産省ホームページにて公表し
た。

左記報告書の成果の普及・啓発に
取り組む。

○
左記報告書の成果の普及・啓発を
図る必要がある。

115
デジタルコンテン
ツの活用促進

インターネット上で、個人が
既存のコンテンツの一部を
紹介することや二次創作を
円滑化し、デジタルコンテン
ツの活用を促進するため、包
括契約のベストプラクティス
を紹介するとともに、権利侵
害についての民間コンセン
サスの形成に向けた取組を
支援する。
(短期)

文部科学省

インターネット上で、個人が既存のコ
ンテンツの一部を紹介することや二
次創作を円滑化し、デジタルコンテ
ンツの活用を促進するため、文化審
議会著作権分科会法制問題小委員
会契約・利用ワーキングチーム報告
書において、包括契約のベストプラ
クティスを紹介した。また、権利侵害
についての民間コンセンサスの形成
に向けた取組を支援した。

権利侵害についての民間コンセンサ
スの形成に向けた取組を支援する。

○

包括契約のベストプラクティスの周
知とともに、権利侵害に係る民間コ
ンセンサス形成に向けた取組を支援
する必要がある。

二次創作に関する実証実験
で得られた利用ルールにつ
いて、民間における活用を
促進。

インターネット上で、個人が既存のコンテンツの一部を紹
介することや二次創作を円滑化し、デジタルコンテンツ
の活用を促進するため、包括契約のベストプラクティス
を紹介するとともに、権利侵害についての民間コンセン
サスの形成に向けた取組の支援のために必要な施策を
検討。その検討に基づき、支援のための施策を実施。

114
創作基盤として
の二次創作の円
滑化

パロディに関する法的課題を
検討するとともに、インター
ネット上の共同創作や二次
創作の権利処理ルールの明
確化のための取組を進め
る。
 (短期)

パロディについては、調査研
究を実施し、法的課題を整
理。
インターネット上の共同創作
や二次創作の権利処理ルー
ルの明確化については、立
法措置による対応の可能性
と契約による対応の可能性
を検討し、文化審議会著作
権分科会において、2011年
度中に報告書をとりまとめ。

パロディについては、調査
研究の結果を踏まえ、必
要に応じた措置を実施。
インターネット上の共同創
作や二次創作の権利処理
ルールの明確化について
は、左記の報告書の内容
に基づき、必要な措置を実
施。

47



長　期

2015～
2019年度

2011年度末までの
具体的な取組状況

2012年度以降の具体的な取組予定
評価 今後の課題

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

項目
番号

項目名 施策内容 担当府省
短　期 中　期 進捗状況

116

デジタルコンテ
ンツに関する
ワークショップ
の開催（短期・
中期）

ワークショップへの支援を通
じ、小中学生の段階からデジ
タルコンテンツ制作教育を推
進する。

文部科学省

国際ロボット大会に出場する小中高
校生を対象として、プログラミングな
どのワークショップを実施するととも
に、初等中等教育段階の子ども達を
対象にした、ロボット制御のプログラ
ミングに関するカリキュラムを制作す
ることにより、初等中等教育段階に
おける高度情報通信人材の養成に
資する取組を実施した。

前年度の取組の成果を活用し、民
間団体において自立的にワーク
ショップを実施する。

○

初等中等教育段階の子どもたちを
対象に、高度情報通信人材の養成
に資する民間の取組を支援する必
要がある。

経済産業省

コンテンツ関連特区の案件形成を目
指し、地方自治体や民間団体に情
報提供をはじめとした支援をした結
果、2011年12月に札幌コンテンツ特
区が指定を受けた。
国と地方の協議会のフォローを行
い、指定された札幌コンテンツ特区
の実現を支援した。

指定されたコンテンツ特区に対し、
国と地方の協議会のフォローを行う
とともに、コンテンツ関連特区の案件
形成を目指し、地方自治体等に情報
提供をはじめとした支援を実施す
る。

○

総合特区推進調整費の活用や規制
緩和に向けた取組支援など、札幌コ
ンテンツ特区の重点推進を図るとと
もに、新たなコンテンツ特区の形成
に向けた取組支援を進める。

総務省

コンテンツ関連の特区の申請や案
件形成がされるよう、地方自治体や
民間団体の関係者に情報提供を実
施した。

関係府省との連携など、必要に応じ
て、適切に対応する。

○
関係府省との連携など、コンテンツ
特区の推進に向けた取組支援を行
う必要がある。

文部科学省

関係府省との一層の情報共有を図
るなどの対応を実施した。
関係府省との連携など、必要に応じ
て、適切に対応した。

関係府省との連携など、必要に応じ
て、適切に対応する。

○
関係府省との連携など、コンテンツ
特区の推進に向けた取組支援を行
う必要がある。

　　「知財計画２０１０」からの施策

初等中等教育段階の子ども
たちを対象に、学校のクラブ
活動や地域における高度情
報通信人材の養成に資する
措置を実施。

初等中等教育段階の子どもたちを対象
に、高度情報通信人材を養成するため
に、学校のクラブ活動や地域において、
デジタルコンテンツの制作、プログラミン
グといった講習の実施。

117
「コンテンツ特
区」の創設(短
期)

「コンテンツ特区」を設け、特
定区域において新しい技術
やサービスを試行できる環
境を整備し、先駆的なコンテ
ンツの創造、国際的なコンテ
ンツ製作の誘致を促進する
国際的な場を創出する。

特区制度の動向を注視しつ
つ、コンテンツ関連の特区の
案件形成を目指し、具体的
な案件が地域から提案され
るよう、地方自治体といった
関係者に情報提供をはじめ
とした必要な支援を実施。

個々のプロジェクトに関し、
著作権の許諾契約に係る課
題を含めた対応が必要とさ
れる課題について、関係府
省による取組と連携。
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207.5MHzから222MHzまでの周波数
を使用して行う携帯端末向けマルチ
メディア放送のソフト事業の認定に
係る制度整備を2011年７月に行い、
ソフト事業者の認定を2011年10月に
実施した。

2012年4月から開始が予定されてい
るサービスの進展を踏まえ、制度の
適切な運用を行う。

○
昨年度の認定の結果を踏まえ、制
度の適切な運用を図る必要がある。

90MHzから108MHzまでの周波数を
使用して行うV-Lowマルチメディア
放送の制度整備に向けて、７月から
９月に事業者にヒアリングを行い、
10月に結果の概要を報道発表した。
また12月には各地で行われる予定
の実証実験について、取りまとめの
上報道発表を行った。

2011年12月に取りまとめた実証実
験の進捗状況について、広く共有
し、制度整備に向けた検討を行う。

○

事業者へのヒアリング結果や昨年度
の実証実験の成果を踏まえ、V-Low
マルチメディア放送の制度整備に向
けた取組を進める必要がある。

官民検討の場などにおいて検討し
た要件をもとに、国際標準化機関に
標準化の検討開始の提案を実施
し、勧告案の作成作業が開始され
た。また、標準化をより推進するた
め、国際会合を日本に招致し各国
関係者との議論を深めた。

デジタルサイネージの国際標準化に
係る勧告草案の完成に向けた対応
を行う。

○

デジタルサイネージの国際標準化に
係る勧告草案の早期完成に向け
て、標準化を継続的に推進する必要
がある。

2010年度からホワイトスペース特区
において、地域特性に応じたサービ
スやシステムの実現を目指した実証
などを進め、ホワイトスペース活用
の環境整備に向けて無線設備の技
術的条件や周波数共用条件につい
て検討を進めた。このうち、ホワイト
スペースを活用したエリア放送型シ
ステムについては、制度整備案の作
成後、意見募集を実施しその結果を
踏まえ、2011年度内に制度整備を
行った。

・エリア放送型システムについては、
2011年度に整備した制度に基づき、
免許の付与を行うとともに高度化シ
ステムに関する技術的検討を進め
る。
・通信型システムについても、導入
に向けた技術的検討や制度整備を
進める。

○

昨年度の実証実験の成果を踏ま
え、ホワイトスペースの更なる活用
の実現に向けた取組を進め、環境
整備を図る必要がある。

一般社団法人IPTVフォーラム内に
プラットフォーム連携ＷＧを設置し、
放送局－プラットフォーム間のメタ
データガイドラインを2012年３月に策
定した。

放送局－プラットフォーム間のメタ
データガイドラインの普及促進を図
る。

○
放送局－プラットフォーム間のメタ
データガイドラインの普及促進に向
けた取組を進める必要がある。

クラウドシステム基盤連携技術、環
境対応型ネットワーク構成シグナリ
ング技術、省電力型アクセスネット
ワーク制御技術の研究開発を実施
した。研究開発受託者を中心にクラ
ウド間連携技術についてITUに標準
化提案活動を行った。

前年度に開発した各要素技術の評
価を行うとともに要素技術間が連携
した総合評価実験を実施し、広域災
害対応型クラウド基盤連携技術を確
立するとともに、民間フォーラムと連
携しながら必要に応じて標準化を実
施する。

○

昨年度の成果を踏まえ、民間フォー
ラムと連携しつつ、国際標準化の実
現に向けた取組を支援する必要が
ある。

2011年６月に関係政省令を整備し
た。

関係政省令の周知及び適切な運用
を図る。

○
関係政省令の周知及び適切な運用
を図る必要がある。

2010年度からホワイトスペース特区
において、地域特性に応じたサービ
スやシステムの実現を目指した実証
などを進め、ホワイトスペース活用
の環境整備に向けて無線設備の技
術的条件や周波数共用条件につい
て検討を進めた。このうち、ホワイト
スペースを活用したエリア放送型シ
ステムについては、制度整備案を作
成し、意見募集を実施した。意見募
集の結果を踏まえ、2011年度内に
制度整備を行った。

・エリア放送型システムについては、
2011年度に整備した制度に基づき、
免許の付与を行うとともに高度化シ
ステムに関する技術的検討を進め
る。
・通信型システムについても、導入
に向けた技術的検討や制度整備を
進める。

○

昨年度の実証実験の成果を踏ま
え、ホワイトスペースの更なる活用
の実現に向けた取組を進め、環境
整備を図る必要がある。

「 先端のグリーンクラウド基盤構築に向けた研究開発」を行い技術
を確立するとともに、民間フォーラムと連携しながら必要に応じて標準
化を実施。

119

コンテンツ配
信・放送に関す
る規制緩和
（短期）

デジタル化に対応した通信・
放送の総合的な法体系を速
やかに整備するとともに、ホ
ワイトスペースの活用を始め
とした電波の有効利用のた
めの方策を2010年度中に策
定する。

総務省

通信・放送の総合的な法体
系に関し、速やかに関係す
る政省令を整備。

ホワイトスペース活用の実
現に向けて、地域特性に応
じたサービスやシステムの
実現を目指した実証実験を
実施し、この結果を踏まえ、
環境整備を実施。

118

新たなメディア
創出のための
インフラ整備
（短期・中期）

モバイル放送、デジタルサイ
ネージに関する実証実験や
規格策定への支援、完全ブ
ロードバンド化、ホワイトス
ペースの活用促進、IPTVの
普及支援・クラウドコンピュー
ティングの環境整備を通じ、
新たなメディアのためのイン
フラを整備する。

総務省

ソフト事業（委託放送業務）
の認定に係る制度整備、申
請受付の検討を推進。

90MHzから108MHzまでの周波数を使用して行う携帯端
末向けマルチメディア放送の制度整備を実施。

国際標準化機関・団体におけるデジタルサイネージの標準化を推進。

ホワイトスペース活用の実
現に向けて、地域特性に応
じたサービスやシステムの
実現を目指した実証実験を
行い、この結果を踏まえ、
2011年度に環境を整備。

研究開発や実証実験を実施し、ホワイト
スペースを活用した新たな電波利用を
展開。

これまで実施してきたIPTV
配信用のメタデータを基にし
た実証実験の成果を基に一
般社団法人IPTVフォーラム
における標準化を推進。
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昨年度の実証実験結果を踏まえ、
不明権利者探索の一層の効率化に
向けた調査を実施した。

昨年度の成果を踏まえ、映像分野
の権利処理一元化の更なる促進に
向けた実証実験を実施。

○

昨年度の成果を踏まえ、映像分野
の権利処理一元化の効果的な促進
に向けた実証実験に取り組む必要
がある。

一般社団法人IPTVフォーラム内に
プラットフォーム連携ＷＧを設置し、
放送局－プラットフォーム間のメタ
データガイドラインを本年３月に策定
した。

放送局－プラットフォーム間のメタ
データガイドラインの普及促進を図
る。

○
放送局－プラットフォーム間のメタ
データガイドラインの普及促進に向
けた取組を進める必要がある。

121
映画館のデジタ
ル化・３D化の
促進(短期)

映画館のデジタル化・３D化
を支援する。

経済産業省

2010年度補正予算「地域商業活性
化事業」により、デジタル化の未対
応映画館を保有する商店街への支
援を実施した。

映画館のデジタル化・３D化を支援
する方策を検討する。

○
映画館のデジタル化・３D化の支援
に取り組む必要がある。

経済産業省

電子出版物等の契約円滑化を図る
ため、民間有識者からなる委員会を
開催し、国内外のコンテンツ配信に
関連する制度、ビジネスモデルの整
理を行うとともに、コンテンツ配信プ
ラットフォームを用いた実証実験を
行い、海外向け配信ビジネスで必要
となる様々な要素の検証と課題の
抽出を行い、電子出版物の契約円
滑化モデルを開発し、Webページ上
の公開により利用を促進した。

コンテンツ配信に係る契約円滑化モ
デルの更なる利用促進を図る。

○
コンテンツ配信に係る契約円滑化モ
デルの更なる利用促進を図る必要
がある。

総務省
昨年度までの実証実験成果を踏ま
えた民間の実運用に向けた取組を
注視し、必要な情報を提供した。

民間の実運用に向けた更なる取組
の支援を行う。

△

ユビキタス特区事業の成果やビジネ
ス動向を踏まえ、実民間の実運用に
向けた取組について更なる支援を行
う必要がある。

一般社団法人IPTVフォーラム内に
プラットフォーム連携ＷＧを設置し、
放送局－プラットフォーム間のメタ
データガイドラインを本年３月に策定
した。

放送局－プラットフォーム間のメタ
データガイドラインの普及促進を図
る。

○
放送局－プラットフォーム間のメタ
データガイドラインの普及促進に向
けた取組を進める必要がある。

・3D映像の安全基準・評価手法の標
準化については、2011年9月のITU-
R SG6会合にて日本から快適視聴
に関する基本的考え方の提案を実
施するとともに、3Dテレビに関する
検討会において検討を行った。
・3D標準映像・評価手法の標準化に
ついては、3Dテレビに関する検討会
において検討を行った。

3D映像の普及拡大に向け、3D映像
の評価手法の国際標準化をはじめ
とした3D映像の快適な視聴環境の
確保のための更なる取組を進める。

○

3D映像の普及拡大に向け、3D映像
の評価手法の国際標準化をはじめ
とした3D映像の快適な視聴環境の
確保のための更なる取組を進める
必要がある。

経済産業省
映像に関し、３D映像の安全基準を
策定し、国際標準化を目指す民間
の取組を支援した。

３D映像の安全基準を策定し国際標
準化を目指す民間の取組を支援す
る。

○
３D映像の安全基準に関する民間の
取組を支援し、国際標準化を推進す
る必要がある。

2010年度補正予算に基づき
映画館のデジタル化を支
援。

122

新たな形態のコ
ンテンツ配信の
実証実験の支
援(短期)

電子配信の特性を活かした
新たな形態のコンテンツ配信
に関する実証実験を支援す
る。

デジタル化・ネットワーク化と
いう事業環境下における新
しい形態のコンテンツの配信
に関して、実証実験により契
約円滑化モデルを開発し、
その利用を促進。

ユビキタス特区事業の成果
やビジネス動向を踏まえ、実
際のビジネスへの展開を促
進する方策を検討し、必要
な措置を実施。

120
放送番組の電
子配信の促進
（短期）

放送番組の電子配信を促進
するため、映像分野の権利
処理の一元化、携帯機器へ
の転送の場合のルール形成
を支援する。また、IPTVの促
進のため、NHK及び民間放
送事業者のオンデマンド
サービスにおける先端的な
サービスを促すよう、取り組
む。

総務省

映像分野の権利処理一元
化の促進のため、不明権利
者探索の一元化の実証実
験を実施。

左記結果を踏まえ、映像
分野の権利処理一元化推
進のため、更に権利処理
業務の電子許諾システム
のための実証実験を実
施。

これまで実施してきたコンテ
ンツ製作者の負担を軽減す
るため、コンテンツプラット
フォームごとに異なるメタ
データの共通化に資する実
証実験の成果を基に、一般
社団法人ＩＰＴＶフォーラムに
おける標準化を推進。

123
プラットフォーム
の標準化（短
期）

重要なプラットフォーム（例え
ば３D映像やIPTV）に関し、
標準化ロードマップを含む戦
略を官民一体となって策定・
実行し、実証実験や国際標
準化を一体的に支援する。

総務省

これまで実施してきたＩＰＴＶ
配信用のメタデータ要件を
基にした実証実験実証の成
果を基に一般社団法人ＩＰＴ
Ｖフォーラムにおける標準化
を推進。

映像に関し、３D映像の安全
基準及び標準的な映像の国
際標準化を推進。

映像に関し、３D映像の安全
基準の民間の取組を支援
し、国際標準化を推進。
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経済産業省

民間有識者からなる委員会を開催
し、マルチデバイスに対応可能な水
平分業型モデルのコンテンツ配信プ
ラットフォームを用いた実証実験を
行い、海外向け配信ビジネスで必要
となる様々な要素の検証と課題の
抽出を行い、電子出版物の契約円
滑化モデルを開発し、Webページ上
の公開により利用を促進した。

コンテンツ配信に係る契約円滑化モ
デルの更なる利用促進を図る。

○
コンテンツのマルチユースを可能と
する契約モデルの更なる利用促進
を図る必要がある。

総務省

一般社団法人IPTVフォーラム内に
ＷＧを設置し、様々な流通経路やプ
ラットフォームにおけるコンテンツの
利用・連携を可能とするブラウザの
技術仕様を検討した。

標準化に関する実証実験を実施す
るとともに、引き続き左記ＷＧにおい
て、技術標準仕様を検討・策定す
る。

○
コンテンツマルチユースを可能とす
る技術の共通化に向けて、更なる取
組を進める必要がある。

経済産業省

民間有識者からなる委員会を開催
し、マルチデバイスに対応可能な水
平分業型モデルのコンテンツ配信プ
ラットフォームを用いた実証実験を
行い、海外向け配信ビジネスで必要
となる様々な要素の検証と課題の
抽出を行った。

コンテンツ配信プラットフォームのビ
ジネスモデルの構築に向けて必要
な環境整備を実施する。

○

昨年度の実証実験結果を踏まえ、コ
ンテンツ配信プラットフォームの構築
に向けて必要な環境整備に取り組
む必要がある。

総務省

一般社団法人IPTVフォーラム内に
ＷＧを設置し、様々な流通経路やプ
ラットフォームにおけるコンテンツの
利用・連携を可能とするブラウザの
技術仕様を検討した。

左記ＷＧにおいて、技術仕様を策定
する。また、本技術仕様を基盤とし
たプラットフォーム実現に向けた環
境整備のあり方を検討する。

○
昨年度の検討を踏まえつつ、プラッ
トフォームの構築に向けて必要な環
境整備に取り組む必要がある。

文部科学省
文化審議会著作権分科会報告書を
踏まえ、法制化に向け関係部局と協
議を行うなどの取組を進めた。

文化審議会著作権分科会報告書を
踏まえ、速やかに法制化に向けて取
り組む。

〇
法改正に向けた準備を速やかに進
める必要がある。

経済産業省
改正不正競争防止法は、2011年12
月1日に施行された。

改正不正競争防止法を適切に運用
する。

〇
改正不正競争防止法が、適切に実
行される必要がある。

財務省
改正関税法は、2011年12月1日に施
行された。

改正関税法を適切に運用する。 〇
改正関税法が、適切に実行される必
要がある。

124
プラットフォーム
競争の促進(中
期)

重要分野(例えば書籍)に関
し、ユーザーの利便性確保
の観点から、官民一体となっ
て、排他的でないマルチプ
ラットフォーム戦略を策定し、
プラットフォーム間の競争を
促す。

実証実験により、コンテンツ
ホルダーが様々な流通経路
やプラットフォームにおいて、
コンテンツのマルチユースを
可能とする契約モデルを開
発し、その利用を促進。

コンテンツホルダーが様々な
流通経路やプラットフォーム
においてコンテンツマルチ
ユースを可能とする技術の
共通化を引き続き検討。

左記の検討を基に、コンテンツホルダー
が様々な流通経路やプラットフォームに
おいてコンテンツマルチユースを可能と
する技術の共通化に関する実証実験を
実施。

125

プラットフォーム
のビジネスモデ
ルの検討
(中期)

プラットフォーム事業者とコン
テンツ事業者によるマーケッ
ト情報の共有を始めとする双
方にメリットのあるビジネスモ
デルの構築に向けた環境整
備について検討する。

プラットフォーム事業者とコ
ンテンツ事業者双方にメリッ
トのあるビジネスモデルの構
築に向けた実証実験を実施
するとともに、在るべきビジ
ネスモデルについての課題
を整理。

左記の検討結果に基づき、必要な環境
整備を実施。

現状のプラットフォームモデル構築に向けた環境整備に関する調査を
基に、必要な環境整備を実施。

126

アクセスコント
ロール回避規
制の強化
（短期）

製品開発や研究開発の萎縮
を招かないよう適切な除外
規定を整備しつつ、著作物を
保護するアクセスコントロー
ルの一定の回避行為に関す
る規制を導入するとともに、
アクセスコントロール回避機
器について、対象行為の拡
大（製造及び回避サービス
の提供）、対象機器の拡大
（「のみ」要件の緩和）、刑事
罰化及びこれらを踏まえた
水際規制の導入によって規
制を強化する。
このため、法技術的観点を
踏まえた具体的な制度改革
案を2010年度中にまとめる。

文化審議会における検討結
果を踏まえ、法制化に向け
た取組を実施。

第177回国会において成立し
た改正不正競争防止法の施
行に向けた準備を実施。

第177回国会において成立し
た改正関税法の施行に向け
た準備を実施。
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・プロバイダと権利者が協働し、イン
ターネット上の侵害コンテンツに対
する新たな対策措置を図る仕組み
の構築を支援した。
・プロバイダ責任制限法の関係ガイ
ドラインの改訂に当たり、プロバイダ
責任制限法ガイドライン等検討協議
会を支援した。

インターネット上の侵害コンテンツに
対するプロバイダと権利者による自
主的な取組を支援する。

○

インターネット上の侵害コンテンツに
対するプロバイダと権利者による自
主的な取組を支援するとともに改訂
ガイドラインの周知を図る必要があ
る。

プロバイダ責任制限法の検証を図っ
た上で、制度改正の必要性につい
ての検討を受け、2011年９月にプロ
バイダ責任制限法の省令を改正し
た。

プロバイダと権利者による自主的な
取組を支援するとともに、コンテンツ
侵害の状況を注視する。

○

改正した省令の周知を図り、イン
ターネット上の侵害コンテンツに対す
るプロバイダと権利者による自主的
な取組を支援するとともに、これらの
取組後のコンテンツ侵害の状況を注
視するなど、継続的な取組を進める
必要がある。

昨年度の実証実験結果を踏まえ、
ネットワーク上の侵害コンテンツの
検知とプロバイダへの削除要請を容
易にするシステムに関する実証実
験を実施した。

左記実証実験の結果を踏まえ、ネッ
トワーク上の侵害コンテンツの検知・
削除要請システムの実用化に向け
た検討を実施する。

○

昨年度の実証実験結果を踏まえ、
ネットワーク上の侵害コンテンツの検
知・削除要請システムの実用化に向
けた更なる検討を進めるとともに、
ネットワーク上のコンテンツの不正流
通対策を行う共同検知センターを設
立する必要がある。

経済産業省

民間有識者からなる委員会を開催
し、マルチデバイスに対応可能な水
平分業型モデルのコンテンツ配信プ
ラットフォームを用いた実証実験を
行い、海外向け配信ビジネスで必要
となる様々な要素の検証と課題の
抽出を行い、電子出版物の契約円
滑化モデルを開発し、Webページ上
の公開により利用を促進した。

消費者の利便性に即した正規配信
サービスの円滑化を図るモデルの
更なる利用促進を図る。

○
昨年度の検討を踏まえ、正規配信
サービスの円滑化を図るモデルの
更なる利用促進を図る必要がある。

総務省

映像分野の権利処理一元化の促進
のため、支払関連業務の省力化に
係る実証実験及び不明権利者探索
の調査を実施した。

左記結果を踏まえ、映像分野の権
利処理一元化の更なる促進に向け
た実証実験を実施する。

○

昨年度の実証実験結果を踏まえ、
映像分野の権利処理一元化に係る
電子許諾システム確立に向けた更
なる取組を進める必要がある。

経済産業省

海賊版による被害が増加している出
版（特にコミック）に関して、違法コン
テンツの検知技術に関する調査、実
証実験を実施した。

出版の違法コンテンツの検知技術
の調査、実証実験を踏まえ、その技
術を活用して違法コンテンツに対す
る削除要請を実施する。

○
昨年度の実証実験結果を踏まえ、
違法コンテンツの検知技術を活用し
た削除要請を実施する必要がある。

総務省

昨年度の実証実験結果を踏まえ、
ネットワーク上の侵害コンテンツの
検知とプロバイダへの削除要請を容
易にするシステムに関する実証実
験を実施した。

左記実証実験の結果を踏まえ、ネッ
トワーク上の侵害コンテンツの検知・
削除要請システムの実用化に向け
た検討を実施する。

○

昨年度の実証実験結果を踏まえ、
ネットワーク上の侵害コンテンツの検
知・削除要請システムの実用化に向
けた更なる検討を進めるとともに、
ネットワーク上のコンテンツの不正流
通対策を行う共同検知センターを設
立する必要がある。

127

プロバイダによ
る侵害対策措
置の促進
（短期・中期）

プロバイダと権利者が協働
し、インターネット上の侵害コ
ンテンツに対する新たな対策
措置（例えば、警告メールの
転送や技術的手段を用いた
検知）を図る実効的な仕組
みを2010年度中に構築す
る。併せて、現行のプロバイ
ダ責任制限法の検証を図っ
た上で、実効性を担保するた
めの制度改正の必要性につ
いて検討し、2010年度中に
結論を得る。さらに、それら
の取組の進捗状況を踏まえ
て、必要な措置を講じる。

総務省

プロバイダと権利者による協
働体制の促進を図るため、
ガイドラインの改定も含め、
関係者によるコンセンサスを
図り、技術的手段を用いた
検出・削除や警告メールの
転送や発信者情報開示の
迅速化に関する自主的な対
策を促進。

プロバイダ責任制限法の検証結果を踏まえ、必要な取
組を実施。

ネットワーク上の侵害コンテ
ンツの検知とプロバイダへの
削除要請を容易にするシス
テムに関する実証実験の実
施(検知・削除要請システム
の機能拡張・運用性の向
上)。

ネットワーク上の侵害コン
テンツの検知とプロバイダ
への削除要請を容易にす
るシステムに関する実証
実験の実施(検知・削除要
請システムの実用化に向
けた改良)。
関係者の協働によりネット
ワーク上のコンテンツの不
正流通対策を行う共同検
知センターを設立。

129
著作権侵害防
止技術の開発
支援（短期）

民間における著作権侵害防
止に関する技術の開発やそ
の活用を支援する。

自動検知システムの精度向
上、検知範囲の拡大といっ
た実効性向上に向けた実証
事業を実施。

ネットワーク上の侵害コンテ
ンツの検知とプロバイダへの
削除要請を容易にするシス
テムに関する実証実験の実
施(検知・削除要請システム
の機能拡張・運用性の向
上)。

ネットワーク上の侵害コン
テンツの検知とプロバイダ
への削除要請を容易にす
るシステムに関する実証
実験の実施(検知・削除要
請システムの実用化に向
けた改良)。
関係者の共同によりネット
ワーク上のコンテンツの不
正流通対策を行う共同検
知センターを設立。

128
正規配信サー
ビス展開の促
進（中期）

インターネット上の著作権侵
害コンテンツ対策としての観
点も踏まえ、民間企業が消
費者の利便性に即した正規
サービスを展開することを促
進する。

実証実験により、消費者の
利便性に即した正規サービ
スの円滑化を図るモデルを
開発し、その利用を促進。

映像分野の権利処理一元
化の促進のため、不明権利
者探索の一元化の実証実
験を実施。

2012年度には、左記結果
を踏まえ、映像分野の権
利処理一元化推進のた
め、更に権利処理業務の
電子許諾システムのため
の実証実験を実施。
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文部科学省

・一般国民、都道府県等著作権事務
担当者、図書館等職員及び教職員
を対象とした各種講習会を計17回開
催し、計2,424人が受講した。
・2010年度開発した中学生以上を対
象とした著作権に関する普及啓発
教材を文化庁ホームページに公開
するとともに、各都道府県等教育委
員会を通じ、中学・高等学校へ周知
した。
・権利者団体等との連携のもと、一
般国民を対象とした各種講習会に
ついて、2012年度の開催準備を進
めた。

権利者団体との連携のもと、一般国
民を対象とした各種講習会を順次開
催する。また、著作権に関する普及
啓発教材の利用について、周知す
る。

〇
講習会の開催を通じ、著作権に関す
る普及啓発を実施する必要がある。

経済産業省

関係府省で連携して、2011年12月
から「模倣品・海賊版撲滅キャン
ペーン」を開催し、特設ウェブサイト
の設置・新聞広告・雑誌掲載・ポス
ター掲載といった取組を行った。

・2011年度に作成し特設ウェブサイト
に掲載した主要コンテンツを特許庁
ホームページへ移管し、普及啓発活
動を実施する。
・2012年度においても、関係府省と
連携の上、効果的な時期・媒体を考
慮し、模倣品・海賊版撲滅キャン
ペーンを実施する。

〇
効果的な手法によって、関係府省と
も連携しつつ、模倣品・海賊版キャン
ペーンを実施する必要がある。

総務省

著作権侵害が疑われる情報の削除
要請等を受けた中小プロバイダから
の問い合わせを受け付ける相談窓
口（違法・有害情報相談センター）を
設置することにより、当該情報に対
する削除の対応を促進した。また、
周知・啓発活動として、事業者や学
校関係者を対象とするセミナーを開
催した。

著作権侵害が疑われる情報の削除
要請を受けた中小プロバイダからの
問い合わせに対応する相談事業を
実施するとともに、違法・有害情報
相談センターなどが実施する啓発活
動を支援する。

〇
関係者と連携して民間の自主的な
取組を支援するとともに、普及啓発
を促進する必要がある。

131
警察による取締
り
（短期）

警察による効果的な取締り
を実施する。

警察庁

・ファイル共有ソフトを利用した著作
権法違反事件について、2011年11
月、全国４７都道府県において一斉
集中取締りを実施し、その結果とと
もに同種事犯防止のための普及啓
発活動を官民連携して実施した。
・2011年10月、不正商品対策協議会
が作成した広報啓発ポスター
「STOP！ネットでの知的財産権侵
害」を警察施設に掲示し、知的財産
権の保護と不正商品の排除を国民
に訴えた。
・2011年11月、不正商品対策協議会
が主催の不正商品撲滅キャンペー
ン「ほんと？ホント！フェア」を後援
するとともに、担当者を派遣して知
的財産権の保護や不正商品の排除
を訴えた。
・警察白書や警察庁ホームページ
「偽ブランド・海賊版の根絶に向け
て！！」に知的財産権侵害事犯の
検挙状況、主要検挙事例に関する
情報を公表し、模倣品・海賊版に関
する国民の理解促進を図った。

・ファイル共有ソフトを利用した著作
権法違反事件の効果的な取締りを
実施するとともに、官民の普及啓発
活動と連携しつつ、同種事犯の抑止
のための広報を実施する。
・警察白書や警察庁ホームページに
おいて知的財産権侵害事犯の検挙
状況、主要検挙事例に関する情報
を公表し、模倣品・海賊版に関する
国民の理解の促進を図る。
・不正商品対策協議会が主催の不
正商品撲滅キャンペーンなどにおい
て、知的財産権の保護や不正商品
の排除を訴える。

〇

関係団体との連携により、効果的な
取締りを実施するとともに、ファイル
共有ソフトを用いた著作権侵害事犯
抑止のための広報啓発の取組を実
施する必要がある。

模倣品・海賊版撲滅キャンペーンを実施（インターネット上の著作権侵
害コンテンツ問題を含む）。
権利者団体、関係府省と連携し、定期的に集中的な普及啓発活動を
実施。

電気通信サービスの利用者に対する周知・啓発を実施。
著作権侵害が疑われる情報の削除要請を受けた中小プロバイダから
の問い合わせに対応する相談窓口に対する支援。
権利者団体、通信事業者、動画投稿サイト運営事業者、放送事業者
からなる連絡会において、関係者が一体となって、効果的な普及啓
発・広報の在り方について検討、実施できるよう支援。
権利者団体、関係府省と連携し、定期的な集中的な普及啓発活動を
実施。

ファイル共有ソフトを使用す
るといった悪質なインター
ネット上の著作権侵害事犯
の取締りを強化するととも
に、官民の普及啓発活動と
連携しつつ、同種事犯の抑
止のための広報を実施。

130

著作権侵害に
関する普及啓
発活動の強化
（中期）

官民一体となった消費者の
普及啓発活動を強化する。

一般の国民、都道府県の著作権事務担当者、図書館職員及び教職
員を対象とした各種講習会を開催するとともに、著作権に関する学習
ソフトをホームページを通して広く提供することで、多くの人々を対象と
して著作権保護に関する普及啓発を実施。
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132

著作権制度上
の課題の総合
的な検討
（中期）

デジタル化・ネットワーク化に
対応した著作権制度上の課
題(保護期間、補償金制度の
在り方を含む)について総合
的な検討を行い、検討の結
果、措置を講じることが可能
なものから順次実施しつつ、
2012年までに結論を得る。

文部科学省

補償金制度については、経済産業
省と文部科学省による検討会を設
け、有識者からヒアリングを含め、関
係者の合意形成に向けた取組を
行った。また、近年のデジタル化・
ネットワーク化の急速な進展に伴う
著作物等の利用形態等の変質の影
響を特に強く受けていると考えられ
る、私的使用のための複製に係る
権利制限規定（著作権法第30条）に
ついて、関係者からのヒアリングを
通じて、論点の整理を行った。

補償金制度については、関係者の
合意形成に向けて検討を行う。
この他のデジタル化・ネットワーク化
に対応した著作権制度上の諸課題
については、文化審議会著作権分
科会等において順次検討を行い、そ
の結果措置を講じることが可能なも
のから実施する。

△

補償金制度の在り方については、早
急に結論を出す必要がある。
その他、保護期間延長や二次創作
の円滑化など、その他のデジタル
化・ネットワーク化に対応した課題に
ついても早急に検討を進め、順次結
論を出す必要がある。

133

著作権制度上
の課題の総合
的な検討
（短期）

132の著作権制度の総合的
な検討のうち、権利制限の
一般規定について、これまで
の検討結果を踏まえ、2010
年度中に法制度整備のため
の具体的な案をまとめ、導入
のために必要な措置を早急
に講ずる。

文部科学省

2011年1月に開催された文化審議会
著作権分科会において取りまとめら
れた権利制限の一般規定の導入に
関する報告書を踏まえ、速やかに法
制化に向けて取り組んだ。

著作権分科会報告書を踏まえ、速
やかに法制化に向けて取り組む。

○
法制化に向けた取組を早急に進め
る必要がある。

134

著作権制度上
の課題の総合
的な検討
（短期）

132の著作権制度の総合的
な検討のうち、著作権法上
のいわゆる「間接侵害」に関
し、2010年度中に差止請求
の範囲の明確化を含め、そ
の要件化に関する一定の結
論を得て、必要な措置を早
急に講ずる。

文部科学省

文化審議会著作権分科会法制問題
小委員会のもとに司法救済ワーキ
ングチームを設置し、制度設計案等
の検討を実施した。2012年1月に同
ワーキングチームにおいて「『間接
侵害』等に関する考え方の整理」を
取りまとめ、同小委員会に報告し
た。

文化審議会著作権分科会法制問題
小委員会司法救済ワーキングチー
ムの検討結果を踏まえ、同小委員
会において検討を行う。

○
司法救済ワーキングチームで示され
た整理を基に、早急に制度改正案
の取りまとめを行う必要がある。

補償金制度については、コンテンツ利用の利便性向上と
クリエーターの権利保護のバランスについて、経済産業
省と文部科学省による検討会において、関係者の合意
形成に向けた検討を推進。当該検討会の結果を踏ま
え、補償金制度の見直しに関する関係者の合意形成を
目指す。利害関係者間で一定の合意が得られれば文化
審議会著作権分科会での検討を開始し、結論が得られ
次第必要な制度改正案をとりまとめ。
このほかのデジタル化・ネットワーク化に対応した著作
権制度上の諸課題については、文化審議会著作権分科
会において順次検討を行い、その結果措置を講じること
が可能なものから実施。

著作権分科会報告を踏ま
え、権利制限の一般規定の
導入のための措置を実施。
また、今後必要な措置につ
いて、更に検討。

文化審議会著作権分科会に
おける検討を進め、同分科
会における検討結果を踏ま
え、制度改正案の取りまとめ
といった必要な措置を実施。
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４．クールジャパン戦略

　　「知財計画２０１１」本文記載の施策

総務省

国際共同製作による地域コンテンツ
の海外展開に関する調査研究を実
施し、国際共同製作の機会を創出し
たことにより我が国の映像コンテン
ツのグローバルな発信を支援した。

前年度の事業成果を踏まえ、国際
共同製作の機会の創出により我が
国の映像コンテンツのグローバルな
発信を支援する。

○

前年度の成果を踏まえ、効果的な実
施方法等を検討しつつ、国際共同製
作を支援するとともに、海外発信を
支援する必要がある。

外務省

２０１０年度の補正予算で,１１言語に
よるクールジャパン6分野（ポップカ
ルチャー，工芸工業デザイン，食文
化，科学技術・産業，建築・構造物
の5分野とこれらの分野を含むイ
メージ統括編）を扱った映像「Japan-
Sense of Wonder」を制作した。現地
で開催される関連イベントにおける
活用や現地放送局での放映の働き
かけを実施した。外務省ホームペー
ジ（英語版）にも掲載した。

在外公館での活用や海外の放送機
関でのテレビ放映を働きかける。

○

更に効果的な実施方法を検討しつ
つ、在外公館での活用や海外の放
送機関でのテレビ放映を行うことに
より、クールジャパンを広く紹介する
必要がある。

経済産業省

「ぴあフィルムフェスティバル（PFF）」
の受賞者に対する短編映像製作の
支援を行い、発掘した若手クリエー
ターやその作品に対し東京国際映
画祭での上映機会を提供した。ま
た、TＩＦＦＣＯＭ2011（東京国際映画
祭併設マーケット）において、国内外
の事業展開を想定しているクリエー
ターやプロデューサーによる企画提
案・商談の機会を提供した。

前年度の成果を踏まえ、効果的な実
施方法等を検討しつつ、若手の映像
クリエーターへの制作支援やその作
品を国内外で開催されるマーケット
を活用し、事業展開の機会を提供す
る。

○
情報提供を通じ、若手映像クリエイ
ターの発信の場を提供し、更にグ
ローバルに展開する必要がある。

136

海外展開資金を供給する
ファンドを通じて、世界に通
用する作品づくりを支援す
る。
（短期）

経済産業省
コンテンツファ
ンドを早期に
立ち上げ、運
用を開始。

国内のコンテンツを海外に展開し、
収益を獲得することを目的とする、
「（株）All Nippon Entertainment
Works」が、株式会社産業革新機構
からの１００％出資により、設立され
た。

国内のコンテンツをグローバル市場
向けに展開する際の、企画開発段
階について支援を行い、グローバル
市場から本格的な収益を獲得する
革新的成功事例を創出する。

△
成功事例の創出により、我が国発の
コンテンツの海外展開を促進する必
要がある。

135

映像を通じた発
掘・創造

多様な地域・人々の魅力を
含むクールジャパンを伝える
映像コンテンツや３Ｄをはじ
めとする高い技術力・企画力
を活かした映像コンテンツを
製作し、グローバルに発信す
る。
(短期)

地域の放送局や番組制作会社と海外の放送局との共
同制作において、３Dを始めとする高い技術力や多様な
地域の魅力など日本の強みを活かした映像を製作する
ことを支援し、海外放送局、インターネット、イベントを通
じてグローバルに発信。

11言語によるクールジャパン
６分野（ポップカルチャー、工
芸工業デザイン、食文化、科
学技術・産業、建築・構造
物、総合編）の映像資料を、
在外公館を通じて各国テレ
ビに無償提供し、放映の働
きかけを実施。

引き続き各国テレビ局へ
の放映の働きかけを実
施。

若手映像作家の企画を支援し、世界に発表する場を提
供。

ファンドの運用を通じて、我が国コンテン
ツに関する権利を核に収益を上げる事例
を創出し、コンテンツ業界内外からの投
資を促進。
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経済産業省

・2011年度に、公益財団法人ユニ
ジャパンと連携し、文化芸術振興費
補助金（国際共同製作）の申請時の
要件となっている国際共同認定につ
いて、13件を認定した。
・国際共同製作協定について、産業
におけるニーズ検討の結果を踏ま
え協定に伴う課題、論点整理のため
の協議を関係府省と実施した。

国際共同製作協定に関する関係府
省間の検討を更に進め結論を得る
とともに、産業界の具体的メリットや
課題の検討を実施する。

○
国際共同製作を支援するとともに、
協定の締結に向けた検討を進め結
論を得る必要がある。

外務省

・諸外国の国際共同製作協定の締
結状況・内容や活用状況に関して調
査を行った。
・国際共同製作協定の内容とWTOを
はじめとした国際約束との関係につ
いて検討を行った。

特に映画産業界等から関心の高い
国を中心に、必要な枠組みや可能
な対応について、検討を進め結論を
得る。

〇

協定の要否について検討を進め、そ
の上で協定が必要とされる場合に
は、その協定の対象や内容につい
て検討を進め、結論を得る必要があ
る。

総務省

海外の放送局との映像コンテンツの
共同製作の機会の創出により、地
域コンテンツの海外展開を支援し
た。また、民間のニーズを踏まえつ
つ、放送番組も含めた国際共同製
作協定について関係府省と連携して
検討を実施した。

地域コンテンツの国際共同製作によ
る海外展開を支援するとともに、放
送番組も含めた国際共同製作協定
について検討を進め結論を得る。

○

地域コンテンツの海外展開を支援す
るとともに、産業界のニーズ把握を
含め協定の締結に向けた検討を進
め結論を得る必要がある。

文部科学省

・2011年度から国際共同製作映画
の支援を開始し、支援対象（5件）を
決定した。
・平成24年度政府予算案において
も、国際共同製作映画への支援に
必要な予算を計上した。

2011年度に支援を決定した作品の
製作進捗・完成を確認するとともに、
映画の国際共同製作に対する支援
を実施する。

〇
2011年度の支援結果を検証するとと
もに、国際共同製作支援の更なる拡
充について検討する必要がある。

国土交通省

テレビ局など海外の映像制作関係
者を招請することにより、日本の観
光情報発信につながる映像制作の
支援を実施し、訪日外国人の誘致を
推進した。

海外の放送局を招請するなど日本
の観光情報発信につながる映像制
作支援に取り組み、訪日外国人の
誘致を推進する。

〇

前年度成果を踏まえ、観光情報発
信に係る効果的な映像作成支援方
法を更に検討しつつ、訪日外国人の
誘致を推進する必要がある。

経済産業省

・「アジア・コンテンツ・ビジネスサミッ
ト」、日中映像交流事業(「映画、テレ
ビ週間」、「アニメ・フェスティバル」)、
日中プロデューサー交流事業を実
施し、国際共同製作の推進や外国
の規制緩和に向けた働きかけも行
い、我が国コンテンツ流通の促進を
図った。
・2011年12月のATP（社団法人全日
本テレビ番組製作社連盟）による
「東京TVフォーラム」を支援し、日本
のテレビ番組の海外発信を促進し
た。

アジア・コンテンツ・ビジネスサミッ
ト、日中国交正常化４０周年記念事
業、日中韓文化コンテンツ産業
フォーラムといった取組を通じ、規制
緩和を働きかけるとともに、我が国
のコンテンツの流通を促進する。

〇
アジア域内の交流の場を支援すると
ともに、規制の緩和・撤廃の実現に
向けた環境醸成を行う必要がある。

総務省

・日中映像交流事業において、NHK
とCCTV（中国中央電視台）との間の
番組交流を支援した。
・2011年12月のATP（社団法人全日
本テレビ番組製作社連盟）による
「東京TVフォーラム」を支援し、日本
のテレビ番組の海外発信を促進し
た。

日中の民間事業者間の交流の促進
を図り、我が国コンテンツ流通を促
進する。

〇
アジア域内の交流の場を支援すると
ともに、規制の緩和・撤廃の実現に
向けた環境醸成を行う必要がある。

137

映像を通じた発
掘・創造

国際共同製作への支援を行
うとともに、アジア諸国をはじ
めとする諸外国との国際共
同製作協定を締結する。
（短期・中期）

国際共同製作支援の要件を
文部科学省と協力し、整備。
関係府省と協力し、協定締
結に向けて検討を推進。産
業界におけるニーズ検討の
過程で必要となる事項につ
いての情報収集を実施。

検討結果を踏まえ、関係府省と連携して
順次交渉し、国際共同製作に必要な枠
組みを実現。

諸外国の国際共同製作に係
る制度について情報収集を
行いつつ、関係府省と協力
して必要な枠組みにつき検
討。

地方の放送局や番組制作
会社が制作した地域の観光
資源や産品を紹介するコン
テンツ（地域コンテンツ）につ
いて海外の放送局との共同
製作を支援。また、関係府
省と協力し、関係業界からの
ニーズをはじめとした情報収
集を図りつつ、放送番組も含
めた国際共同製作協定につ
いて検討を実施。

映画の国際共同製作に対する製作費の支援を実施。

観光に資する映像制作を支援。

138

「アジア・コンテンツ・ビジネス
サミット」、「日中韓文化コン
テンツ産業フォーラム」、日中
映像交流事業(「映画、テレビ
週間」、「アニメ・フェスティバ
ル」)といったアジア域内の交
流の場を通じ、国際共同製
作や外国の規制緩和の促進
も含め、我が国コンテンツ流
通の促進を図る。
(短期)

市場統計の整備に向けた調査、国際共同製作及び規制
緩和の促進に向けた対話の推進により、アジア域内の
コンテンツ流通を促進。

日中映像交流事業を通じて、日中の民間事業者間の交
流の促進を図り、我が国コンテンツ流通を促進。

56



長　期

2015～
2019年度

2011年度末までの
具体的な取組状況

2012年度以降の具体的な取組予定
評価 今後の課題

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

項目
番号

項目名 施策内容 担当府省
短　期 中　期 進捗状況

経済産業省
クールジャパン官民有識者会議を
設置し、提言をとりまとめた。

クールジャパン官民有識者会議を再
開し、引き続き、官民一体となって戦
略的に推進していく。

○
政策課題を整理し、海外展開をはじ
め、クールジャパン戦略を推進する
必要がある。

総務省
海外の放送局との共同製作の機会
の創出により、地域コンテンツの海
外展開を支援した。

昨年の事業成果を踏まえ、より効果
的に地域コンテンツの国際共同製作
による海外展開の実施を支援する。

○
昨年の事業成果を踏まえ、より効果
的な地域コンテンツの国際共同製作
による海外展開の実施を支援する。

外務省

2011年度新規案件として、重点国・
地域にクールジャパン各分野の専
門家を派遣し、主に現地の業界関
係者を対象に講演会をはじめとする
クールジャパン発信事業を実施し
た。サンフランシスコに和装ファッ
ションブランドのデザイナー兼プロ
デューサーを派遣し、 ファッション
ショー、 講演会、展示・交流会等を
実施した他，シンガポール（マンガ・
アニメ分野）、モスクワ（音楽分野）、
北京（アニメ・声優分野）、ロンドン
(ファッション・デザイン分野）、LA（日
本食分野）で案件を実施した。

クールジャパン発信事業を継続実施
する。

○
クールジャパン発信事業を継続実施
し、海外に対する効果的なクール
ジャパンの発信を行う必要がある。

文部科学省

・2011年6月に中国（北京・上海）で
開催された日中映像交流事業にお
ける日本の映画、アニメの上映を実
施した。
・2012年3月にフランス（パリ）で開催
されるサロン・ド・リーブルにおいて、
日本の現代文学やマンガなど、日本
文化の紹介を行った。

諸外国の首脳や政府との間で設定
される周年事業等に関連して実施さ
れる各事業等の機会を通じて、日本
文化を紹介するコンテンツを提供す
る。

○

各種イベントを通じたクールジャパン
発信事業を通じて、海外に対する効
果的な日本文化の情報発信を継続
して行う必要がある。

農林水産省
食品関連企業の情報交換会を９回
実施した。

食品関連企業の情報交換会/見本
市を実施する。

○
食品関連企業の情報連絡会/見本
市を実施し、企業間の連携する取組
を支援する必要がある。

国土交通省

観光プロモーション対象国におい
て、現地のニーズに即したコンテン
ツを組み合わせた観光ＰＲ施策を実
施し、訪日外国人の誘致を推進し
た。

対象国のニーズに即したコンテンツ
を活用した観光プロモーション施策
を実施し、訪日外国人の誘致を推進
する。

○

前年度成果を踏まえ、より効果的な
観光プロモーションを検討しつつ訪
日外国人の誘致を推進する必要が
ある。

139
対象国のニーズ
に即した展開戦
略の策定

コンテンツ、ファッション、食、
すまい、観光、地域産品を効
果的に組み合わせ、各国の
ニーズに基づくグローバルな
展開戦略を策定し、推進す
る。
 (短期)

クールジャパン官民有識者
会議において、クールジャパ
ンに関する各国別戦略を策
定し、官民一体となって戦略
的に推進。

地方の放送局や番組制作会社が制作した地域の観光
資源や産品を紹介するコンテンツ（地域コンテンツ）につ
いて海外の放送局との共同製作を支援するとともに、策
定された戦略に基づき海外展開を実施。

策定された戦略を踏まえ、
ターゲット国・地域に各分野
の専門家を派遣し、セミナー
開催をはじめとしたクール
ジャパン発信事業を実施。

策定された戦略に基づき、日本文化を紹介するコンテン
ツを提供。

策定された戦略に基づき、アジア地域での投資や事業
拡大に関する食品関連企業間の情報交換の場を設置。
この場を通じて、具体的な企業間の連携する取組を支
援。

策定された戦略に基づき、観光プロモーションと連携。
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140

クールジャパンに関するコ
ミュニケーション戦略を担う
「クリエイティブ・ディレク
ター」を設置するとともに、海
外においてクールジャパンを
発信する人財（「アンバサ
ダー」）をネットワーク化し、
戦略的な情報発信を行う。
（短期）

経済産業省

クリエィティブ・ディレクター及びコン
トリビューターを選定するとともに、
クールジャパンのポータルサイトを
設置して、戦略的な情報発信を実施
した。

コントリビューターやクールジャパン
のポータルサイトを通じて、戦略的な
情報発信を継続実施する。

○

コントリビューターやクールジャパン
のポータルサイトを通じて、海外に対
する効果的な情報発信を継続して行
う必要がある。

経済産業省

2011年９月より「コ・フェスタ（ＪＡＰＡ
Ｎ国際コンテンツフェスティバル）２０
１１」を実施し、３２の関連イベントを
開催し海外に向けて情報を発信し
た。

コ・フェスタ（ＪＡＰＡＮ国際コンテンツ
フェスティバル）を継続的に実施する
とともに、コ・フェスタの見本市機能
の強化策を検討する。

○

前年度成果を踏まえ、事業の効果
的な実施を検討しつつ、コ・フェスタ
を通じた海外に対する効果的な情報
発信を行う必要がある。

文部科学省

・文化庁メディア芸術祭地方展（京
都展（10月）、宮崎展（12月））、海外
展（ドルトムント展（9月））を開催した
ほか、国内外のメディア芸術関連
フェスティバルなどにおける情報発
信を行った。また、メディア芸術プラ
ザで情報発信を行った。
・2月に東京において文化庁メディア
芸術祭を開催した。

文化庁メディア芸術祭の開催や、国
内外のメディア芸術関連フェスティバ
ルなどにおける情報発信に取り組
む。

○

メディア芸術祭といった展示会やフェ
スティバルを実施し、海外に対する
効果的な情報発信を行う必要があ
る。

内閣官房

海外向け電子雑誌「Highlighting
JAPAN」において、関連府省庁が行
うクールジャパン関連の国内イベン
トの紹介を行った。

関係府省の取組について、政府広
報により支援を継続的に実施し、効
果的な支援方法を検討する。

○

関係府省の取組について、政府広
報により支援を継続的に実施しつ
つ、効果的な支援方法を検討する必
要がある。

総務省

2011年10月「国際ドラマフェスティバ
ル(第５回)」を共催し、海外のイベン
トとの連携や海外のコンテンツ見本
市への出展を実施するといったコン
テンツの海外展開拡大に向けた取
組を支援した。

コンテンツの海外展開拡大に向けた
取組を継続的に支援する。

○
コンテンツの海外展開拡大に向けた
取組を継続的に支援する必要があ
る。

外務省

関係府省からの要望に応じ、在外公
館を通じて広報面で支援した。（例：
シンガポール大使館のジャパン・ク
リエイティブ・センターにおいてメディ
ア芸術祭受賞作の展示・上映を実
施した。）

関係府省からの要望に応じ、適宜
クールジャパン支援現地タスク
フォースで情報共有を行いつつ、可
能な広報支援を実施する。

○
必要に応じクールジャパン支援現地
タスクフォースで情報共有を行いつ
つ広報支援を実施する必要がある。

国土交通省

国内で開催されたコンテンツや食関
連の各種イベントについて、訪日促
進キャンペーンサイトや、ビジット
ジャパン事業で展開するSNSで発信
するなど、訪日外国人の誘致を推進
した。

国内での各種イベントの開催に関
し、観光プロモーションでの情報発
信を実施し、訪日外国人の誘致を推
進する。

○
観光プロモーションを実施し、訪日外
国人の誘致を推進する必要がある。

クールジャパン発
信の仕組みの構
築

クリエィティブ・ディレクター及びアンバサダーを選定し、
戦略的な発信を実施。

141

コ・フェスタ、メディア芸術祭、
各種見本市をはじめとした国
内でのイベントに関し、海外
への情報発信強化や外国人
を呼び込むための取組を進
めるとともに、海外からの出
展の増加を図る。
(短期)

コ・フェスタの開催を通じ、国内での各見本市に関し、海
外への情報発信強化や外国人を呼び込むための取組
を推進。

メディア芸術祭について一層の充実を図るとともに、国
際的認知を高めるための関連イベントや海外フェスティ
バルとの連携強化を推進。

関係府省の取組について、政府広報により支援。

コ・フェスタの主要イベントである「国際ドラマフェスティバ
ル」を支援することにより海外への情報発信強化や外国
人を呼び込むための取組を実施。

在外公館を通じて広報面で支援。

国内イベントの開催に関し、海外への情報発信を実施。
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外務省

各種イベントの機会を活用しなが
ら、以下のような事業を実施すること
で、クールジャパン発信に寄与する
事業における関係府省や地方自治
体との連携を強化した。
・地方自治体との共催で，日本の大
使館や総領事館といった在外公館
施設を活用した地方の物産、観光と
いったプロモーション活動を実施し
た。
・フランスのＪＡＰＡＮ　ＥＸＰＯでは、
当省・国際交流基金、経産省、農水
省、観光庁の４省庁が連携して、日
本文化の魅力発信や風評被害対策
の取組を実施した。
・日米桜寄贈１００周年事業では、内
閣官房知財事務局の「クールジャパ
ンを活用した日本ブランド復興キャ
ンペーン」における海外イベント事業
とも連携した。ワシントンＤＣにおけ
る桜祭りオープニング式典（２０１２
年３月２５日）など、米国における桜
祭りの時期にクールジャパン事業を
実施した。

在外公館と地方自治体との共催に
よる地方の物産、観光等のプロモー
ション事業の推進、関係省庁と連携
したＪＡＰＡＮ　ＥＸＰＯへの参加を検
討しており、その他の国際的イベント
の機会も活用しつつ、関係府省や地
方自治体と連携したクールジャパン
発信に寄与する事業に積極的に取
り組む。

○
クールジャパン発信に寄与する事業
を実施し、関係府省と連携した効果
的な情報発信を行う必要がある。

内閣官房

海外向け電子雑誌「Highlighting
JAPAN」において、関係府省が行う
クールジャパン関連の国際的イベン
トの紹介を行った。

クールジャパン施策を支援する広報
施策を引き続き検討し、実施する。

○
関係府省の取組について、政府広
報による支援を検討し、実施する必
要がある。

総務省
各種周年事業に対し、活用可能な
地域コンテンツの情報を提供した。

各種周年事業に対し、活用可能な
地域コンテンツの情報を提供し、府
省横断的なクールジャパン発信のた
めの連携を図る。

○
地域コンテンツの情報を提供し、関
係府省と連携した効果的な情報発
信を行う必要がある。

文部科学省

日本オリンピック委員会と連携し、情
報発信の強化方策を検討した。日
本オリンピック委員会は、2011年11
月８日、ロンドンオリンピックにおけ
る対外的な活動拠点となる「ジャパ
ンハウス」の概要を公表した。

オリンピック開催期間中、ジャパンハ
ウスにおいて、日本を紹介する。

○
関係機関と連携した効果的な情報
発信を行う必要がある。

農林水産省

日本オリンピック委員会と連携し、情
報発信の強化方策を検討した。
ダボス会議のジャパンナイトにおい
て、農林水産省料理マスターズ受賞
者が、日本の「食」を提供した。

ロンドンオリンピック等の大規模イベ
ントにおいてレセプション等に被災地
の産品を提供して、日本食・食文化
の発信を実施する。

○
関係機関と連携した効果的な情報
発信を行う必要がある。

経済産業省

クールジャパン戦略推進事業にて、
地域産品やコンテンツを出展し、
クールジャパンを発信する仕組み作
りを行った。

クールジャパン戦略推進事業にて、
クールジャパンを発信する仕組み作
りを行う。

○
クールジャパン戦略推進事業を実施
し、効果的な情報発信を行う必要が
ある。

国土交通省

日米桜寄贈100周年では、現地での
日本関連イベントに農水省と共にス
ポンサー参画し、桜の装飾やブース
出展・アトラクションを2012年３月に
実施した。訪日動機No.1コンテンツ
である食と観光のコラボレーション
で、風評被害を払拭し訪日への興
味喚起・検討へ繋げた。

開催予定の国際的イベントを活用
し、観光プロモーションと連携した情
報発信を実施し、訪日外国人の誘
致を推進する。

○
観光プロモーションを実施し、訪日外
国人の誘致を推進する必要がある。

142
クールジャパン発
信の仕組みの構
築

ロンドンオリンピックや周年
事業（例．「日米桜寄贈100
周年事業」）に代表される国
際的イベントを活用し、府省
横断的にクールジャパンを
発信する仕組みを確立す
る。また、地方自治体とも連
携して地域に根ざしたクール
ジャパンを発信する仕組みを
確立する。
(短期)

周年事業といった各種イベントの機会に、関係府省と連
携し、クールジャパン発信事業を実施。また、各種イベン
トにおいて地方公共団体との連携を強化。

関係府省の取組について、政府広報により支援。

各種周年事業において、地方の放送局や番組制作会社
が制作した地域の観光資源や産品を紹介するコンテン
ツ（地域コンテンツ）を提供。

日本オリンピック委員会と連
携し、情報発信の強化方策
を検討。

オリンピック開催期間中、
日本選手団の活動拠点
（ｼﾞｬﾊﾟﾝﾊｳｽ）において、日
本を紹介。

各種事業において日本食・食品を紹介。

各種事業において、地方産品やコンテンツを出展。

各種事業において、観光プロモーションと連携。
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内閣官房

クールジャパン及び震災復興への
支援に対する謝意を発信する日本
ブランド復興キャンペーンとして海外
で１０事業を実施するとともに、多言
語ポータルサイトを立ち上げ、日本
ブランド復興キャンペーンについて
情報発信し、さらに、海外メディアを
活用してクールジャパン及び震災復
興のメッセージを発信し、日本ブラン
ドの信頼性回復を促進した。また、
クールジャパンを統一的に発信する
ため、ロゴ・メッセージを公表した。

ロゴ・メッセージを通じたクールジャ
パンの情報発信を継続的に実施す
る。

○

ロゴ・メッセージを通じたクールジャ
パンの情報発信を継続的に実施し、
ロゴ・メッセージの普及を図る必要が
ある。

総務省

テレビ国際放送や国際共同製作な
どを通じて、日本と海外双方のバラ
ンスの取れた視点を踏まえた正確な
情報を海外に向けて発信した。

テレビ国際放送などを通じて情報発
信を積極的に実施する。

○
必要に応じて、復興に関する正確な
情報発信を行う必要がある。

外務省

ジャナドリヤ祭やＪａｐａｎ　Ｅｘｐｏと
いった海外イベントにおける情報発
信や、「なでしこジャパン」からの海
外への感謝・復興ビデオ・メッセージ
（外務省作成）のサマーダボス会議
のサイドイベント「ジャパンナイト」で
の上映など、様々な機会を捉えて復
興に関する情報発信を実施した。

海外イベントなどの機会を捉え、情
報発信を積極的に実施する。

○
復興に関する正確な情報発信を行う
必要がある。

文部科学省

・2011年12月に開催した「東アジア
共生会議2011」（東アジア文化芸術
会議）において、震災に係るテーマ
を設定したセッションを実施し、復興
に関する情報発信を実施した。
・2012年2月に開催した「世界文明
フォーラム2012」において、震災に関
連したテーマを設定したセッションを
実施し、復興に関する情報発信を実
施した。
・2011年度において、我が国の文化
人・芸術家等を諸外国に派遣し日本
文化の紹介を行う「文化交流使」の
活動を通して震災復興の情報発信
を実施した。

2012年度に実施予定の「東アジア共
生会議」を被災地で開催することを
計画するなど、様々な機会を捉えて
復興に関する情報発信を行うことを
積極的に実施する。

○
東アジア共生会議などを通じた復興
に関する正確な情報発信を行う必要
がある。

経済産業省
クールジャパン戦略推進事業におい
て、国内外に東北の復興をアピール
する情報発信を実施した。

クールジャパン戦略推進事業にて、
国内外に情報発信を促進する。

○
事業を実施し、復興に関する正確な
情報発信を行う必要がある。

国土交通省

韓国・フランスといった海外でのクー
ルジャパン関連イベントにおいて、
正確な情報発信を実施し、訪日外
客の回復を促進した。

海外イベントなどの機会を捉え、情
報発信を積極的に実施する。

○
復興に関する正確な情報発信を行う
必要がある。

144

国内において、クールジャパ
ンによる創造的復興に向け
た意識を醸成するための情
報発信を行う。
（短期）

内閣官房

クールジャパン及び震災復興への
支援に対する謝意を発信する日本
ブランド復興キャンペーンとして国内
で３事業を実施し、日本ブランドの信
頼性回復を促進した。

クールジャパンに関する情報の効果
的な発信方法を検討し、実施する。

○
クールジャパンに関する情報の効果
的な発信方法を継続的に検討し、実
施する必要がある。

143

東日本大震災を
踏まえた情報発
信

多言語ポータルサイトを通じ
た適切な情報発信、国内外
のクールジャパンに関するイ
ベント、復興キャンペーン、
海外との人的交流を通じ、海
外に対し、震災からの復興に
関する情報発信を行う。
（短期）

多言語ポータルサイトやロゴ
作成も含めた復興キャン
ペーンに関し、予算を確保し
て実施。

国内外のクールジャパンに
関連するイベントや海外との
人的交流といった様々な機
会で復興に関する情報発信
を実施。

復興キャンペーンの実施を
通じ、クールジャパンを核と
した創造的復興に関する国
内意識を醸成。
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145
イメージ戦略の
推進

イメージ戦略の一環として、
クールジャパンに関するポー
タルサイトによる多言語発信
の強化や、ロゴマークの作成
を含む統一的なイメージによ
る発信を行う。
(短期)

内閣官房

クールジャパン及び震災復興への
支援に対する謝意を発信する日本
ブランド復興キャンペーンとして海外
で１０事業を実施するとともに、多言
語ポータルサイトを立ち上げ、日本
ブランド復興キャンペーンについて
情報発信し、さらに、海外メディアを
活用してクールジャパン及び震災復
興のメッセージを発信し、日本ブラン
ドの信頼性回復を促進した。また、
クールジャパンを統一的に発信する
ため、ロゴ・メッセージを公表した。

ロゴ・メッセージを通じたクールジャ
パンの効果的な情報発信方法を検
討し、実施する。

○
ロゴ・メッセージの普及とともに継続
的にクールジャパンの情報発信強化
を行う必要がある。

146
イメージ戦略の
推進

世界的な有識者により、文明
に関する意見交換を行う国
際会議を日本において開催
し、世界に向けて新たな価値
を発信する。
(短期)

文部科学省
2012年2月に、世界文明フォーラム
2012を開催した。

2012年2月に開催した、世界文明
フォーラム2012の開催結果を踏ま
え、今後の方向性について、検討を
行う。

○
事業の結果を受け、効果的な情報
発信を行うための検討を行う必要が
ある。

総務省

・「コンテンツ海外展開協議会」を設
置し、我が国コンテンツの海外展開
促進に向けた諸課題について検討
を開始した。
・権利処理円滑化を促進する関係
者による「海外番販に係る権利処理
円滑化ＷＧ」を開催し、海外番組販
売に必要な権利処理に関するガイド
ラインを策定した。

策定したガイドラインの活用を促進
するとともに、左記協議会を通じて
我が国コンテンツの海外展開促進に
向けた諸課題を検討し、コンテンツ
の海外展開を促進する。

○

策定したガイドラインの活用を促し、
コンテンツの権利処理の円滑化を図
ることでコンテンツの海外展開を促
進する必要がある。

文部科学省

年に3回（前期・中期・後期）行う、日
本映画を海外映画祭へ出品するた
めの外国語字幕制作等に対する支
援を実施（前期・中期）した。

2012年度においても、日本映画を海
外映画祭へ出品するための外国語
字幕制作等に対する支援を実施す
る。

○
外国語字幕制作に対する支援を実
施し、映像作品の海外展開を支援す
る必要がある。

外務省

・21か国の26TV局に対し、日本を舞
台にしたドラマ・アニメや日本事情を
扱ったドキュメンタリー、日本の教育
番組を提供した。

2011年度実績と同程度の規模の事
業を実施する。対象国・局や提供番
組については，現地ＴＶ局からの要
望を審査する。

○
文化交流事業を実施し、現地TV局
に日本のTV番組を提供する必要が
ある。

148

クールジャパンの対外情報
発信の強化を図るため、各
国・地域の衛星放送やケー
ブルテレビを通じた国際放送
の普及に向けた取組を支援
する。
(短期)

総務省

各国・地域の衛星放送やケーブルテ
レビを通じて簡易な方法で受信でき
る目標世帯数を1億3800万世帯と設
定し、2012年2月末時点で、約1億
4754万世帯となり、目標を達成する
とともに、普及に向けた取組を支援
した。

2013年度における各国・地域の衛星
放送やケーブルテレビなどを通じて
簡易な方法で受信できる目標世帯
数を1.5億世帯と設定し、引き続き普
及に向けた取組を支援する。

○

各国・地域の衛星放送やケーブルテ
レビを通じた国際放送の普及に向け
た取組を継続的に支援する必要が
ある。

147

映像や放送の展
開

放送番組を含む映像コンテ
ンツの海外展開を促進する
ため、官民が連携するコン
ソーシアムを設置するととも
に、現地語対応を含め、民間
による海外発信のための取
組を支援する。また、権利処
理を円滑化するため、ガイド
ラインの策定を含む検討の
場を設置し、必要な措置を講
ずる。
(短期)

放送番組を含む映像コンテ
ンツの海外展開を促進する
ため、官民が連携するコン
ソーシアムを設置。
権利処理円滑化を促進する
関係者による情報共有の場
を設置するとともに、海外番
組販売に必要な権利処理の
内容を検討。

コンソーシアムを通じたコ
ンテンツの海外展開を促
進。
左記検討を基に、権利処
理の円滑化を図りコンテン
ツの海外展開を促進。

日本映画を海外映画祭へ出品するための外国語字幕
制作に対する支援を実施するとともに、日本の放送番組
を含む映像作品の更なる海外展開支援について検討
し、検討結果に基づき、必要な施策を実施。

文化交流事業の一環として、現地TV局の希望に応じて
日本のTV番組を提供する（2012年度以降も継続）。

各国・地域の衛星放送や
ケーブルテレビを通じて簡易
な方法で受信できる目標世
帯数を1億3800万世帯と設
定し、普及に向けた取組を
支援。

平成25年度における各
国・地域の衛星放送や
ケーブルテレビなどを通じ
て簡易な方法で受信でき
る目標世帯数を1.5億世帯
と設定し、普及に向けた取
組を支援。

多言語ポータルサイトやロゴ
マークの予算を確保して作
成するとともに、メンテナンス
体制も確立の上、様々なイ
ベントでの露出を高めなが
ら、海外への普及を推進。

左記結果を踏まえ、改善
を図りつつ、実施。

世界文明フォーラムを、日本
において開催。

左記結果を踏まえ、改善
を図りつつ、実施。
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内閣官房 映像の提供について検討を行った。 映像の提供について検討を行う。 △
映像提供の取組について、検討を進
める必要がある。

総務省
コンテンツ製作者による国際航空路
線へのクールジャパンに関する映像
の提供を支援した。

左記結果を踏まえ、改善を図りつ
つ、実施する。

○
コンテンツ製作者による国際航空路
線へのクールジャパンに関する映像
の提供を支援する必要がある。

外務省 映像の提供について検討を行った。 映像の提供について検討を行う。 △
映像提供の取組を進める必要があ
る。

文部科学省
内閣官房の行う政府広報について、
日本文化を紹介するコンテンツの提
供について検討を行った。

内閣官房の行う政府広報に提供で
きる日本文化を紹介するコンテンツ
について検討を行う。

△
検討結果に基づき、日本文化を紹介
するコンテンツを提供する必要があ
る。

農林水産省
我が国発着の国際航空路線におい
て日本食・食材に関する映像を放映
した。

我が国発着の国際航空路線におい
て日本食・食材に関する映像を放映
する。

○
日本食・食材を紹介するコンテンツ
を提供する必要がある。

経済産業省

我が国発着の国際航空路線事業者
に、日本の生活雑貨、インテリア、テ
キスタイルの映像コンテンツ等を提
供した。

左記結果を踏まえ、改善を図りつ
つ、実施する。

○
各省と連携して、日本の映像コンテ
ンツを提供する必要がある。

国土交通省

観光立国ナビゲーターによるメッ
セージフィルムを日本乗り入れの航
空会社の国際線機内にて上映し、
訪日の安全・安心を訴求し、外客誘
致の回復を促進した。

必要に応じて観光コンテンツを提供
する。

○
観光コンテンツを提供する必要があ
る。

150
コンテンツを活用
したクールジャパ
ンの発信強化

影響力が大きい映画・ドラ
マ・ゲームを活用し、作品中
にファッションや食といった
クールジャパンを登場させる
よう民間の取組を促す。
(短期)

経済産業省

クールジャパン海外展開推進事業
において、インドにおける日本のア
ニメの配布を梃子とした食及び日用
品の販売促進をモデル事業として実
施した。

クールジャパン海外展開推進事業
においてモデル事業を実施するとと
もに、民間の取組を促進する。

○
クールジャパン海外展開推進事業を
実施するとともに、民間の取組を促
進していく必要がある。

151

日本の食に関するイメージ
の回復を図るため、正確な
情報発信を図るとともに、国
内の検査体制の強化、輸出
に必要な証明書発行体制の
構築をはじめとした体制整備
を行う。
（短期）

農林水産省

左記のほか、春節前に集中的に６ヶ
国・地域（香港・台湾・タイ・シンガ
ポール・中国・韓国）を中心に海外メ
ディアとのタイアップによる番組放
映、記事・広告掲載などを実施した。

輸出に必要な証明書発行体制の構
築をはじめとした体制整備を行うとと
もに、PRを実施する。（国・地域を検
討）

○
食の安全に対する体制整備及び正
確な情報発信を行う必要がある。

152

日本への観光の回復を図る
ため、正確な情報発信や観
光イベントへの支援強化を
行う。
（短期）

国土交通省

海外での緊急調査事業を通じて、訪
日旅行に対する受け止め方を分析
した。その結果を基に正確な情報発
信を実施するとともに、引き続き震
災の影響により観光客が減少してい
る地域で開催される観光イベントの
支援や国内外に向けた広報を実施
し、訪日外客の回復を推進した。

正確な情報発信を行うとともに、観
光イベントを支援し、訪日外国人の
回復を推進する。

○
正確な情報発信を行うとともに、観
光イベントを支援し、訪日外国人の
回復を推進する必要がある。

モデル事業を実施するととも
に、関係者の交流の場を設
け、民間の取組を促進。

左記結果を踏まえ、改善
を図りつつ、実施。

農林水産物・食品は国内措
置により基準値を下回ったも
のしか流通していないことを
含め、正確な情報提供を実
施。放射性物質の検査を行
うために必要な検査機器や
検査体制を整備・充実。産
地証明書又は放射性物質
の検査証明書の発行に関
し、利用者の利便性に配慮
した枠組みを構築。放射性
物質の検査を受ける際に輸
出業者が負担する検査費用
を軽減。

海外における訪日旅行に対
する受け止め方に関する分
析を実施。その結果を基に
正確な情報発信を実施。震
災の影響で観光客が減少し
ている地域で開催される観
光イベントの支援や国内外
に向けた広報を実施。

149
国際線での情報
提供

我が国発着の国際航空路線
へのクールジャパンに関する
映像の提供を進める。
(短期)

政府広報コンテンツを国際
航空路線で放映。

左記結果を踏まえ、改善
を図りつつ、実施。

コンテンツ製作者による国際
航空路線へのクールジャパ
ンに関する映像の提供を支
援。

権利処理上の問題を解決し
た上で、クールジャパンに関
する映像を提供。

日本文化を紹介するコンテ
ンツを提供。

日本食・食材を紹介するコン
テンツを提供。

日本の映像コンテンツを提
供。

観光コンテンツを提供。

東日本大震災を
踏まえた日本の
ブランドイメージ
の回復
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153

風評被害による物流の停滞
を防ぎ、貿易の円滑化を図
るため、日本の製品に関し、
正確な情報発信を図るととも
に、国が指定した検査機関
が行う輸出品に対する放射
線量検査の検査料を補助す
る。
（短期）

経済産業省

2011年度一次補正予算事業におい
て１３、三次補正予算事業において
１４の検査機関を指定し、輸出事業
者の受ける放射線量検査の検査料
の補助を行い、１万６０００件以上
（2012年１月末時点）の検査を実施
した。

日本製品の安全性に関して適切な
情報発信を実施する。

○
必要に応じて日本製品の安全性に
関して適切な情報発信を実施する必
要がある。

外務省

外国メディアによる事実誤認に基づ
く報道に対し、反論投稿、申し入れ
を行うと共に、国内関係府省庁及び
関係機関との情報共有・連携を図り
ながら、行き過ぎた措置をとる国に
対する働きかけを実施した。特に、
輸入規制に関しては、在外公館を通
じた働きかけと共に、二国間会談や
国際会議といった機会において政治
レベルでの申し入れも実施してお
り、規制対象となる地域や品目の減
少など一定の成果が出ている。ま
た、在京の各国外交団、外国プレ
ス、外資系企業への説明・ブリーフィ
ング、海外主要都市における産業界
向け説明会、在外公館による復旧・
復興状況の発信といった積極的な
情報発信を実施した。

必要に応じて、外国メディアによる不
適切な報道への対応や関係府省
庁・機関とも連携しつつ規制の緩
和・撤廃に向けた取組を在外公館も
活用しつつ実施する。

○

必要に応じて不適切な報道への対
応及び関係府省庁・機関と連携した
規制の緩和・撤廃に向けた取組を実
施する必要がある。

農林水産省
諸外国に対する輸入規制撤廃・緩
和に向けた働きかけや海外メディア
等への説明を実施した。

諸外国に対する輸入規制撤廃・緩
和に向けた働きかけや海外メディア
等への説明を実施した。

○
規制の緩和・撤廃に向けた取組を実
施する必要がある。

経済産業省

・クールジャパン海外展開推進事業
の一環として、シンガポールにおい
て、日本食の安全と魅力を発信する
事業を実施した。
・「CREATIVE TOKYO」フォーラムを
開催し、海外からクリエイターを招聘
した。クールジャパン及び日本の復
興の姿への正しい理解を深めるた
め、海外メディアを通じた情報発信
を実施した。

クールジャパン海外展開推進事業を
活用しつつ、日本の食や産品の安
全性及び魅力を発信していく。また、
「CREATIVE TOKYO」フォーラムを開
催し、海外メディアを通じた正しい情
報発信を実施する。

○
事業を実施するとともに、海外メディ
アを通じた正確な情報発信を実施す
る必要がある。

国土交通省

在外公館と連携し、正確な情報発信
を実施した。また、過剰規制とならな
いよう外交ルートを通じて海外当局
に働きかけを実施するとともに、放
射線量のモニタリング結果をＨＰ上
で公表した。さらに海外メディア、著
名人、旅行業者を招へいし、日本の
安全性を確認してもらい、訪日外客
の回復への取組を推進した。

必要に応じて海外当局に働きかけを
実施するとともに、正確な情報発信
を行う。

○
海外当局に働きかけを実施するとと
もに、正確な情報発信を行う必要が
ある。

海外における日本製品の安
全性に関して適切な情報発
信を実施。国が指定した検
査機関が行う輸出品に対す
る放射線量検査の検査料の
補助を実施。

154

適切な情報発信を行い、不
適切な報道への対応を在外
公館を通じて行うとともに、
過剰規制とならないよう外交
ルートを通じ海外当局に働き
かけを行う。
（短期）

不適切な報道への対応を在
外公館を通じて行うととも
に、過剰規制とならないよう
外交ルートを通じて海外当
局に働きかけを実施。
海外に向けて日本の安全性
に関して放射線量のモニタリ
ング結果の公表も含めて適
切な情報発信を行うととも
に、海外メディア、著名人、
海外の輸入業者や旅行業
者の招へい、国内事業者の
派遣を通じ、日本の食・製
品・観光の安全性を説明。

東日本大震災を
踏まえた日本の
ブランドイメージ
の回復
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短　期 中　期 進捗状況

経済産業省

・クールジャパン大賞を創設し、2012
年3月に表彰を実施した。
・クールジャパンデイリー内にマザー
を設置した。

左記結果を踏まえ、改善を図りつ
つ、実施する。

○

クールジャパンの顕彰を行うととも
に、受賞したものやクリエーターにつ
いて海外展開を支援する必要があ
る。

総務省
顕彰が行われた後、受賞した作品・
クリエーターについて、海外に向け
た情報発信を実施する。

クールジャパン大賞が実施された際
に、受賞した作品映像やクリエー
ターをイベントで紹介する。

△
受賞した作品映像やクリエーターに
ついて情報発信を行う必要がある。

文部科学省
顕彰が行われた後、受賞した作品・
クリエーターについて、海外に向け
た情報発信を実施する。

クールジャパン大賞の創設を受け
て、その受賞作品やクリエーター等
を文化イベントで紹介することを検
討する。

△
受賞した作品やクリエーターについ
て情報発信を行う必要がある。

農林水産省
顕彰が行われた後、受賞した食材
の特性を踏まえ、適切な機会を捉え
て実施する。

顕彰が行われた後、受賞した食材
の特性を踏まえ、適切な機会を捉え
て実施する。

△
受賞した食材について情報発信及
び輸出促進を行う必要がある。

国土交通省
顕彰が行われた後、受賞した作品・
産品について、海外に向けた情報
発信を実施する。

顕彰が行われた後、受賞した作品・
産品について、海外に向けた情報発
信を実施する。

△
受賞した作品や産品について情報
発信を行う必要がある。

外務省
顕彰が行われた後、受賞した作品・
産品について、海外に向けた情報
発信を実施する。

顕彰が行われた後、受賞した作品・
産品について、海外に向けた情報発
信を実施する。

△
受賞した作品や産品について情報
発信を行う必要がある。

国土交通省

海外から旅行業界関係者招へい時
に、食やファッションのスポットを紹
介し訪日旅行ルート造成を働きか
け、訪日外客の誘致を推進した。

海外から旅行業界関係者を招へい
し、クールジャパン関連スポットを紹
介することにより、訪日旅行ルート造
成を働きかけ、訪日外客の誘致を推
進する。

○
事業を実施し、訪日旅行ルートの開
発を行う必要がある。

文部科学省

国土交通省に協力し、地域の文化
遺産を活用した観光振興・地域活性
化を推進する取組に対して支援し
た。

国土交通省に協力し、地域の文化
遺産を活用した観光振興・地域活性
化を推進する取組に対して支援す
る。

○
国土交通省に協力して文化遺産を
活用した地域の取組を支援する必
要がある。

経済産業省

国土交通省と連携して、海外の富裕
層を顧客とする有力海外バイヤー
の招へいや、日本における旅行商
談会の開催に協力した。

国土交通省に協力して訪日旅行
ルートの開発を行う。

○
国土交通省に協力して訪日旅行
ルートの開発を行う必要がある。

農林水産省

国土交通省と連携し、ＶＩＳＩＴ ＪＡＰＡ
Ｎ Travel Mart2011において訪日外
国人を対象としたグリーン・ツーリズ
ム、教育旅行商品を紹介し、旅行商
品の開発を支援した。

国土交通省と連携し、ＶＩＳＩＴ ＪＡＰＡ
Ｎ Travel Martなどにおいて訪日外
国人を対象としたグリーン・ツーリズ
ム、教育旅行商品を紹介し、旅行商
品の開発を支援する。

○
国土交通省と連携して旅行商品の
開発を支援する必要がある。

文部科学省

地域の文化遺産を活用し、文化振
興とともに観光振興・地域活性化を
推進する地域の特色ある総合的な
取組に対して補助を実施した。

地域の文化遺産を活用し、文化振
興とともに観光振興・地域活性化を
推進する地域の特色ある総合的な
取組に対して補助を実施する。

○
文化遺産を活用した地域の取組を
支援する必要がある。

国土交通省
地域の伝統芸能といった,日本各地
の特色ある文化遺産を活かした取
組を支援した。

地域の伝統芸能といった,日本各地
の特色ある文化遺産を活かした取
組を支援する。

○
文部科学省と連携し、文化遺産を活
用した地域の取組を支援する必要
がある。

156

クールジャパンの
リピーターの拡大

日本のファンとなる観光客や
ビジネス客の増加を図るた
め、国際見本市とも連動させ
ながら、クールジャパンを
テーマとした訪日旅行ルート
の開発を推進する。
(短期)

海外から旅行業界関係者を
招へいし、クールジャパンを
テーマとしてスポットを紹介
し、訪日旅行ルートのメ
ニューを造成。

左記結果を踏まえ、改善
を図りつつ、実施。

国土交通省に協力し、観光
ルートの候補として日本の
文化遺産の観光スポットを
紹介。

国土交通省に協力して、観
光ルートの候補として日本
のコンテンツや産品や国際
見本市の観光スポットを紹
介。

国土交通省と連携して、訪
日外国人によるグリーン・
ツーリズム、教育旅行を対
象とした旅行商品の開発支
援。

157

地域の活性化や観光客の増
加を図るため、史跡の復元・
公開や地域の伝統芸能と
いった日本各地の特色ある
文化遺産を活かした取組を
支援する。
(短期)

地方公共団体が計画する地域の多様で豊かな文化遺
産を活用し、文化振興とともに観光振興・地域活性化を
推進する地域の特色ある総合的な取組に対して補助を
実施。

文部科学省と連携し、文化遺産を活用した地域の観光
振興の取組を支援。

155
「クールジャパン
大賞（仮称）」によ
る顕彰

クールジャパンの取組のう
ち、特に優れたものやクール
ジャパン推進に顕著な功績
を残した人物・団体を顕彰す
ることを通じて、クールジャパ
ンの人気の拡大を図る。
(短期)

クールジャパン大賞を創設
し、表彰を実施するととも
に、受賞したものやクリエー
ターについて戦略的な海外
展開を支援。

左記結果を踏まえ、改善
を図りつつ、実施。

受賞した作品映像やクリ
エーターをイベントで紹介。

受賞した作品やクリエーター
を文化イベントで紹介。

受賞した食材の輸出を促
進。

受賞した作品・産品につい
て、海外に向けた情報発信
を実施。

受賞した作品及び産品のＰ
Ｒを実施。
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経済産業省

・展示会産業の国際化を推進するた
めに、展示会統計の基準を整備す
るとともに、展示会の活性化ビジョン
をとりまとめた。
・展示会統計に係る認証制度、人財
育成及び受入体制の在り方等につ
いて研究した。

展示会統計に係る認証制度の導
入、人財育成事業などを実施する。

○

検討結果を踏まえ、展示会統計に係
る認証制度の導入、人財育成を実
施し、国際見本市の活性化を支援す
る必要がある。

国土交通省

日本のＭＩＣＥブランドの強化を図る
ため、欧州、米国、アジアの各地域
における見本市への出展を行った。
また、日本にＭＩＣＥを誘致するため
に、ＭＩＣＥの開催地決定に大きな影
響力を持つキーパーソンの招請や、
海外での誘致説明会、ＰＲブース出
展等を通じた直接の誘致活動を行う
誘致主体者に対して支援を行った。
さらに、日本で開催された国際会議
や展示会に併催されている国際会
議等への外国人参加者を増加する
ために、ゲストスピーカーの招請や、
海外でのプロモーション活動への支
援を行った。

2012年度についても海外プロモー
ション事業、ＭＩＣＥ誘致・開催の推進
のための取組を実施する。具体的に
は日本のMICEブランドの強化を図る
ため、海外見本市への出展や招請
事業を通じて市場開拓を強化を図
る。また、会議開催決定権者への働
きかけなどの日本側主催者が行う
誘致活動を支援する。

○

海外見本市への出展や招請事業を
通じて市場開拓の強化を図るととも
に、日本側主催者が行う誘致活動を
支援する必要がある。

外務省
海外プレスの招へいの際に、先方
の希望に応じ、クールジャパンに関
係する取材先・訪問先を反映した。

海外プレスの招へいの際に、 先方
の希望に応じ、クールジャパンに関
係する取材先・訪問先を反映する。

○

海外プレスの招へいの際に、クール
ジャパンに関する取材先・訪問先を
反映し、海外プレスを通じたクール
ジャパンに関する情報発信を支援す
る必要がある。

文部科学省

・アーティスト・イン・レジデンス等に
対して支援を行う文化芸術の海外
発信拠点形成事業を、2011年度か
ら開始し、2011年9月に27団体の採
択を行った。
・また、2012年度の公募について
2012年2月以降に審査を行い、採択
団体を決定した。

2012年度以降も文化芸術の海外発
信拠点形成事業を引き続き実施し、
アーティスト・イン・レジデンスなどを
強力に支援する。

○
アーティスト・イン・レジデンスなどの
国際文化交流事業を支援する必要
がある。

国土交通省

旅行関係業者、海外プレス、著名ブ
ロガーを招へいし、日本の観光資源
の魅力について理解を促進させ、情
報発信を促すことにより、クールジャ
パン人気の拡大とともに訪日外客の
誘致を推進した。

旅行関係業者、海外プレス、著名ブ
ロガーを招へいし、日本の観光資源
の魅力について理解の促進、クール
ジャパン人気の拡大を推進する。

○
観光資源の魅力について理解を促
進させ情報発信を促す必要がある。

経済産業省

「CREATIVE TOKYO」フォーラムを開
催し、海外からクリエイターを招聘し
た。クールジャパンへの理解を深め
るとともに、海外メディアを通じた情
報発信を実施した。

「CREATIVE TOKYO」フォーラムの
継続開催とあわせて、他省庁とも連
携した海外メディア招致を実施す
る。

○
事業を実施し、海外メディアを招致し
海外メディアを通じた情報発信を行
う必要がある。

158
国際見本市の活
性化と情報発信

国際見本市は、グローバル
に情報発信する優れた場で
あるとともに、経済活性化に
つながるビジネス客を引き寄
せる有効なツールである。こ
のため、各地の観光資源と
の相乗効果を高めながら、
我が国で開催される国際見
本市の活性化を支援する。
（短期・中期）

国際見本市の誘致に関し、
支援の在り方を検討。

左記検討結果を踏まえ、必要な措置を実施。

Ｍ Ｉ Ｃ Ｅ （ Meeting ， Incentive Travel ，Convention ， Event/Exhibition）の開催・誘
致に係る支援を実施。

159
情報リーダー招
へい

海外プレス、著名ブロガー、
クリエーターを招き、クール
ジャパン人気を拡大する。
(短期)

招へいプログラムの中に、
クールジャパンに関係する
取材先・訪問先を反映。

左記結果を踏まえ、改善
を図りつつ、実施。

外国人芸術家の国内滞在
型の創作活動拠点である
アーティスト・イン・レジデン
スといった、各地域の特色あ
る国際文化交流事業を強力
に支援。

海外から旅行関係業者、海
外プレス、著名ブロガーを招
へいし、我が国の観光資源
の魅力について理解を促
進。

海外から報道関係者やクリ
エーターを招へいし、我が国
のクールジャパンの魅力に
ついて理解を促進。
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農林水産省

・2011年10月に決定した「我が国の
食と農林漁業の再生のための基本
方針・行動計画」において、「我が国
の高品質な農林水産物に対する信
用を高め、適切な評価が得られるよ
う、地理的表示の保護制度を導入
する」旨位置付けた。
・さらに、2011年12月に決定された
基本方針・行動計画に関する取組
方針において、「地理的表示の保護
制度については、国際的な動向を踏
まえ、適切な時期に制度を創設でき
るよう、2011年度中に有識者等によ
る研究会を立ち上げる」とされてお
り、その導入に向けて、検討を行っ
た。

・有識者等による研究会において、
地理的表示の保護制度について、
国際的な動向を踏まえ、適切な時期
に制度を創設できるよう検討する。
・具体的な制度設計については、国
内状況及び他国における類似制度
の運用実態を踏まえつつ検討する。

○

地理的表示の保護制度の検討を進
め、農林水産物・食品についてブラ
ンドイメージの保護、その輸出促進
を図る必要がある。

経済産業省 農林水産省と意見交換を実施した。
農林水産省における検討状況に応
じて、商標法、不正競争防止法との
整合性を確保する。

○
農林水産省における検討状況に応
じて、商標法、不正競争防止法との
整合性を確保する必要がある。

160
地理的表示保護
制度の導入検討

高品質な我が国の農林水産
物や食品について、そのブラ
ンドイメージを保護し、その
輸出促進を図るため、農林
水産物・食品に係る地理的
表示(Geographical
Indications、GI)の保護制度
の導入に向けた検討を行
い、結論を得る。
(短期)

高品質な我が国の農林水産
物や食品について、そのブ
ランドイメージを保護し、その
輸出促進を図るため、農林
水産物・食品に係る地理的
表示(Geographical
Indications、GI)の保護制度
の導入に向けた検討を行
い、結論。

農林水産省における検討状
況に応じて、商標法、不正競
争防止法との整合性を確保
するために協力。
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長　期

2015～
2019年度

2011年度末までの
具体的な取組状況

2012年度以降の具体的な取組予定
評価 今後の課題

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

項目
番号

項目名 施策内容 担当府省
短　期 中　期 進捗状況

外務省

経済産業省

文部科学省

総務省

法務省

財務省

・ACTAは2011年5月1日より署名の
ために開放され、2011年10月には
東京において署名式を開催し、我が
国を含む8箇国が署名を行った。ま
た、2012年1月には，EU及び加盟22
箇国が署名を行った。
・日ASEAN行動計画においてACTA
について言及した。
・アジア諸国に対して、ACTAの概要
を説明するなど、協定への参加を促
すべく働きかけを行った。

国内においては締結に向けた作業
を進めるとともに、二国間・複数国間
協議など様々な機会を利用して
ACTAの概要の説明を行うなど、ア
ジアをはじめとする諸外国に対して
協定への参加を促していく。

〇

国内においては締結に向けた作業
を進めるとともに、二国間・複数国間
協議など様々な機会を利用して
ACTAの概要の説明を行うなど、ア
ジアをはじめとする諸外国に対して
協定への参加を促していく。

161

ＡＣＴＡ（模倣品・
海賊版拡散防止
条約（仮称））の
参加促進

ブランドの価値を国際的に守
るため、アジアをはじめとす
る諸外国に対し、ＡＣＴＡへの
参加拡大を促す。
（短期・中期）

署名及び締
結に向けた作
業を推進。

関係府省と連携しつつ、二国間協議を
含む様々な交渉を通じて対象国の理解
を深め、世界レベルで保護の輪を拡大。
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長　期

2015～
2019年度

2011年度末までの
具体的な取組状況

2012年度以降の具体的な取組予定
評価 今後の課題

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

項目
番号

項目名 施策内容 担当府省
短　期 中　期 進捗状況

総務省

・被災地域における携帯電話基地
局の復旧率は約98%であり、通話エ
リアについては原発周辺等一部地
域を除き復旧した。
・テレビジョン放送中継局（デジタル）
について、岩手県３箇所・福島県３
箇所は補助事業により復旧した。福
島県１箇所については、補助事業に
より復旧中である（なお、全ての箇
所において放送は継続中であ
る。）。
・東日本大震災で被災した地域の情
報通信基盤を復旧する地方公共団
体への支援として、情報通信基盤災
害復旧事業費補助金を創設し、交
付。

地域の情報通信基盤を復旧する地
方公共団体への支援を実施する。

○
地域の情報通信基盤を復旧する地
方公共団体への支援を実施する必
要がある。

文部科学省

・公立社会教育施設（公立社会体育
施設、公立文化施設を含む。）の災
害復旧については、激甚法に基づき
事業費の３分の２を国庫補助し、残
りの３分の１についても震災復興特
別交付税で措置することとし、被害
状況を踏まえた必要な予算額を
2011年度第１次補正予算及び第３
次補正予算に計上した。
・国指定等文化財の災害復旧につ
いては、災害復旧補助率加算により
通常の修理事業の補助率を嵩上げ
して国庫補助を行うこととし、2011年
度第3次補正予算に所要の金額を
計上した。

・公立社会教育施設の速やかな復
旧に向けて必要な取組を実施する。

・国指定等文化財の速やかな復旧
に向けて必要な取組を実施する。

○
公立社会教育施設及び国指定等文
化財の復旧に向けて必要な取組を
実施する必要がある。

国土交通省

被災地域や周辺地域の復旧・復興
に向けた地域の取組や、当省所管
の公益財団法人日本ナショナルトラ
ストが実施する「東日本大震災　自
然・文化遺産復興支援プロジェクト」
への協力・支援を実施した。

必要に応じて、被災地域や周辺地
域の復旧・復興に向けた地域の取
組を支援する。

○
必要に応じて、被災地域や周辺地域
の復旧・復興に向けた地域の取組を
支援する必要がある。

162

文化資源・観光資源・情報通
信基盤の速やかな復旧を図
る。
（短期）

被災地域における携帯電話
基地局、テレビジョン放送中
継局、ケーブルテレビ放送
施設及び公共施設間を結ぶ
地域公共ネットワーク施設を
はじめとする情報通信基盤
の速やかな復旧を図り、情
報格差の是正を支援。

被災地域や周辺地域の伝
統芸能を含む文化財、文化
施設、社会教育施設をはじ
めとする文化資源・観光資
源の速やかな復旧を図り、
その活用を支援。

クールジャパン関
連基盤の復旧・
復興
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長　期

2015～
2019年度

2011年度末までの
具体的な取組状況

2012年度以降の具体的な取組予定
評価 今後の課題

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

項目
番号

項目名 施策内容 担当府省
短　期 中　期 進捗状況

総務省

テレビ国際放送や国際共同製作等
を通じて、日本と海外双方のバラン
スの取れた視点を踏まえた正確な
情報を海外に向けて発信した。

被災地域・関係者の要望を踏まえつ
つ、必要な事業を実施する。

○
被災地域・関係者の要望を踏まえ
様々な施策に関し、復興に資するよ
うに配慮する必要がある。

文部科学省

・2011年9月の文化芸術の海外発信
拠点形成事業の採択にあたり、被
災地を拠点とする団体の活動に対し
て配慮した。
・2012年2月以降に実施する2012年
度文化芸術の海外発信拠点形成事
業の採択にあたり、被災地を拠点と
する団体の活動に対して配慮した。

2012年度以降においても文化芸術
の海外発信拠点形成事業の採択に
あたり、被災地を拠点とする団体に
対して配慮を行うほか、2012年度の
「東アジア共生会議」を被災地で開
催する。

○

海外発信拠点形成事業の採択にあ
たり、被災地を拠点とする団体の要
望を踏まえ、復興に資するよう配慮
する必要がある。

農林水産省
補正予算を確保し、復興に資するよ
う配慮して実施した。

被災地域・関係者の要望を踏まえつ
つ、クールジャパンに関連する様々
な施策に関し、復興に資するよう配
慮して実施する。

○
被災地域・関係者の要望を踏まえ
様々な施策に関し、復興に資するよ
うに配慮して実施する必要がある。

経済産業省

・クリエーター等を活用した、被災地
復興支援のためのプロジェクトを実
施し、東北復興のためのネットワー
ク整備を推進した。
・被災地の伝産品を都内で展示し、
商談を実施した。

被災地の伝統工芸を活用した海外
展開プロジェクトの支援を実施する。

○

被災地域・関係者の要望を踏まえ
様々な施策に関し、復興に資するよ
うに配慮して実施するとともに、伝統
工芸を活用した海外展開プロジェク
トを支援する必要がある。

国土交通省

被災地域や周辺地域の復旧・復興
に向けて、クールジャパンを用いた
観光地域づくりを行う取組の支援
や、クールジャパンに係る情報発信
などを実施した。

被災地域や周辺地域の復旧・復興
に向けて、クールジャパンを用いた
観光地域づくりを行う取組の支援
や、クールジャパンに係る情報発信
などを実施する。

○

被災地域や周辺地域の復旧・復興
に向けて、クールジャパンを用いた
観光地域づくりを行う取組を支援す
る必要がある。

164

東日本大震災に対応して抜
本的に内容を強化した公的
融資・保証により、中小企業
の資金繰り対策を強化する
とともに、被災した中小企業
の施設復旧のための人材・
資金面での支援を実施す
る。
（短期）

経済産業省

2011年度１～４次補正予算を活用
し、中小企業の資金繰り支援や中小
企業等のグループに対する復旧・整
備支援、支援専門家派遣等を行っ
た。

2012年度予算を活かし、引き続き、
中小企業の資金繰り支援や中小企
業等のグループに対する復旧・整備
支援に万全を期す。

○

2012年度においても、中小企業の資
金繰り支援や中小企業のグループ
に対する復旧・整備支援を実施する
必要がある。

165

権利者の協力を得て行う被
災地域に対する効果的な情
報提供、読み聞かせ、移動
図書館サービスの提供と
いった公共図書館の取組を
促進する。
（短期）

文部科学省

図書館、出版社、ＮＰＯ等と連携し、
被災地へ本を送るプロジェクトに協
力した。被災地の避難所等を回り、
図書の寄贈、読み聞かせ等を行う
日本図書館協会の「図書館支援隊」
の取組に協力した。

被災地域に対する各公共図書館の
取組を奨励する。

○
被災地域に対する公共図書館の取
組を支援する必要がある。

163

クリエイティブ拠点の整備を
はじめとしたクールジャパン
に関連する様々な施策の実
施に当たり、被災地域・関係
者の要望も踏まえて当該地
域内で実施することも含め、
復興に資するよう配慮する。
（短期・中期）

被災地域・関係者の要望を踏まえつつ、クールジャパンに関連する様々な施策に関
し、復興に資するよう配慮して実施。

東日本大震災に対応して抜
本的に内容を強化した公的
融資・保証により、中小企業
の資金繰り対策を強化する
とともに、被災した中小企業
の施設復旧のための人材・
資金面での支援を実施。

被災地域に対する効果的な
情報提供、読み聞かせ、移
動図書館サービスの提供と
いった公共図書館の取組を
支援。

クールジャパン関
連基盤の復旧・
復興

クールジャパン関
連基盤の復旧・
復興
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2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

項目
番号

項目名 施策内容 担当府省
短　期 中　期 進捗状況

外務省
・中国などとの経済協議の開催に向
けた事前調整を実施した。

相手国の対応状況をフォローしつ
つ、様々な交渉・協議の場を通じて
働きかけを実施する。

〇

経済産業省

・中国に対し「日中映像交流事業
（「映画、テレビ週間」「アニメ・フェス
ティバル」）を通じて、日中両国の更
なる産業協力推進のため、規制の
緩和・撤廃を働きかけた。
・2011年12月のATP（社団法人全日
本テレビ番組製作社連盟）による
「東京TVフォーラム」を支援し、海外
のコンテンツ市場の実情把握を促進
した。

アジア・コンテンツ・ビジネスサミッ
ト、日中国交正常化４０周年記念事
業、日本韓文化コンテンツ産業
フォーラムといった取組を通じ、規制
緩和の働きかけとともに、我が国の
コンテンツの流通を促進する。

〇

総務省

・日中映像交流事業において、NHK
とCCTV（中国中央電視台）との間の
番組交流を支援した。
・二国間協議の開催に向けて、関係
府省と協力・連携して著作権侵害へ
の対策強化の働きかけの準備を
行った。

二国間協議を含む様々な交渉の場
を活用し規制緩和を働きかけるとと
もに、民間交流を促進する。

〇

文部科学省

2011年6月に中国（北京・上海）で開
催された日中映像交流事業におい
て、日本の映画、アニメの上映を
行ったほか、同年の12月に実施した
日中韓文化大臣フォーラム事務レベ
ル会合において、三国の文化交流
の一層の発展に向けた話し合いを
行い、規制緩和に向けて日本文化
の理解の促進を図った。

2012年に実施予定である第4回日中
韓文化大臣フォーラムをはじめとし
た大臣会合などハイレベルの場を通
じて三国の文化交流の一層の発展
に向けた話し合いを行うほか、諸外
国で実施される文化関連事業にお
いて日本のコンテンツの紹介を行う
など、規制緩和に向けて、日本文化
の理解の促進に努める。

〇

166

二国間協議（日中経済パートナーシップ協議、日韓経済
局長協議など）の場において関係国と協議し、規制緩和
を引き出す。また、これまでの要請事項(映画や放送番
組規制)に関する相手国の対策状況をフォローし、状況
を踏まえ、トップ外交を展開。また、関係府省と連携し、
民間交流を通じて相手国の民間側からの緩和の機運を
醸成。

要請した事
項の規制緩
和を実現。

「アジア・コンテンツ・ビジネスサミット」や「日中韓文化コ
ンテンツ産業フォーラム」といった多国間及び二ヶ国間の
国際対話の場を通じて、関係国に対して規制の緩和・撤
廃を働きかけ。

二国間協議を含む様々な交渉の場を活用し、規制緩和
を働きかけ。日中映像交流事業をはじめとした事業を通
じて、民間交流を深めることにより、相手国の民間側か
らの規制緩和への機運を醸成。

二国間協議を含む様々な交渉の場を活用し、関係府省
と対応方針を協議しつつ、文化交流にあたっての規制緩
和に取組。

クールジャパンに
関する諸外国の
規制の緩和・撤
廃

アジア市場をはじめとする諸
外国におけるコンテンツや食
に関する規制の緩和・撤廃
を強く働きかけ、実現する。
(短期・中期)

規制の緩和・撤廃の実現に向けて、
様々な機会を利用し、相手国への働
きかけを強化していく必要がある。
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短　期 中　期 進捗状況

マレーシア・ハラル産業開発公社
（HDC）と連携し、食品企業に対して
ハラル及びハラル認証制度に関す
る研修会を開催した。（2011年11月
22，24日　東京、大阪）

我が国の食品産業が、東アジア各
国への海外投資・事業展開をする上
で必要となる情報の収集整理・提供
を実施する。

○

・インドネシアにて第４回フォーラム会合
を実施した。
・植物品種保護制度に関する各種研修
を実施し、16人を受入れた。
・欧州植物品種保護庁（ＣＰＶＯ）調査の
ための検討会を実施した。
・審査基準に関する指導を行うため、専
門家をタイへ派遣した。
・海外の局長級職員を受入れ、植物品
種保護に関するセミナーを実施した。
・審査に関わる高度な実践的指導をマ
レーシアで実施した。
・欧州植物品種保護庁（ＣＰＶＯ）調査を
実施した。
上記取組を実施した結果、東アジア地
域における植物品種保護制度について
の普及啓発、審査に関する技術面の向
上等が図られた。また、ＣＰＶＯの設立
経緯等が判明した。
・審査基準に関する指導を行うため、専
門家をタイ・インドネシア・シンガポール
へ派遣した。
・カンボジアにて意識啓発セミナーを実
施した。
・審査に関わる高度な実践的指導をマ
レーシアで実施した。
・タイにて第５回フォーラム会合事前協
議を実施した。
上記取組を実施した結果、東アジア地
域における植物品種保護制度について
の普及啓発、審査に関する技術面の向
上を図った。

東アジア植物品種保護フォーラムを
活用して、植物品種保護制度につい
て各国に対して普及啓発・研修を実
施する。
各国の実情に合わせた、より高度な
指導といった取組に向けた専門家の
派遣、研修生の受入れを実施する。
東アジア品種保護庁設立を視野に、
そのモデルとなる欧州植物品種庁
の取組を調査する。

〇

外務省

11か国13都市（ソウル，上海，香
港，シンガポール，ニューデリー ，
ハノイ，サンパウロ，ニューヨーク，
ロサンゼルス，ロンドン，パリ, バンコ
ク, ジャカルタ）においてクールジャ
パン支援現地タスクフォースを立ち
上げ。順次会合を実施した。

同タスクフォースを活用して、在外公
館を中心に関係者間の情報共有や
具体的事業の実施における連携を
推進する。

○

クールジャパン支援現地タスク
フォースを活用して、在外公館を中
心に関係者間の情報共有や具体的
事業の実施における連携を推進し、
クールジャパン展開を強化する必要
がある。

経済産業省

ムンバイ、シンガポール及びインド
ネシアにおける現地タスクフォース
への民間企業の参加を呼びかけ
た。

関係府省と連携しつつ、引き続き、
各国でタスクフォースへのJETROや
現地企業の参画を呼びかけるととも
に、民間ミッションによる在外公館の
活用を支援する。

○

クールジャパン支援現地タスク
フォースへのＪＥＴＲＯや現地企業の
参画を呼びかけるとともに、民間ミッ
ションによる在外公館の活用を支援
する必要がある。

農林水産省

上海、シンガポールの「食品産業海
外連絡協議会」において、日系食品
企業に対し、タスクフォースへの参
画を呼びかけ、在外公館の活用を
支援した。

「食品産業海外連絡協議会」におい
て、日系食品企業に対し、タスク
フォースへの参画を呼びかけ、在外
公館の活用を支援する。

○

クールジャパン支援現地タスク
フォースへの日系食品企業の参画
を呼びかけるとともに、民間ミッショ
ンによる在外公館の活用を支援する
必要がある。

国土交通省
タスクフォース立ち上げに伴い、観
光ＰＲ連携の立場で、JNTO現地事
務所が参画した。

JNTO現地事務所の立地におけるタ
スクフォース立ち上げに関して、
JNTOの参画を促す。

○

クールジャパン支援現地タスク
フォースへのＪＮＴＯの参画を促すと
ともに、観光ＰＲにあたって民間ミッ
ションによる在外公館の活用を支援
する必要がある。

農林水産省

マレーシア政府機関と連携
し、食品企業のハラル及び
ハラル認証制度（注）の理解
を深めるための研修会を開
催。
（注）ハラル認証制度：イスラム教
義に従った食品の規格の管理を行
う制度。

東アジア植物品種保護フォーラムを活用して、植物品種保護制度につ
いて各国に対して普及啓発・研修を実施。
各国の実情に合わせた、より高度な指導といった取組に向けた専門
家の派遣、研修生の受入れを実施。
東アジア品種保護庁設立を視野に、そのモデルとなる欧州植物品種
庁の取組を調査。

クールジャパンに
関する諸外国の
規制の緩和・撤
廃

アジア市場をはじめとする諸
外国におけるコンテンツや食
に関する規制の緩和・撤廃
を強く働きかけ、実現する。
(短期・中期)

規制の緩和・撤廃の実現に向けて、
様々な機会を利用し、相手国への働
きかけを強化していく必要がある。

167
在外公館による
クールジャパンの
支援強化

現地ニーズを踏まえた海外
展開を促進するため、重点
国・都市を選定し、在外公館
を中心に、現地関係機関や
民間が連携する「クールジャ
パン支援タスクフォース(仮
称)」を創設する。また、クー
ルジャパンに関する民間の
海外での活動の際に、在外
公館を中心として、施設の提
供や大使をはじめとする外
交的なプレゼンスや現地ネッ
トワークを活用した支援を行
う。
(短期)

重点国・都市において、在外
公館を中心にタスクフォース
を立ち上げ、各地でのクー
ルジャパン展開を強化。

タスクフォースを核とした
海外諸国でのネットワーク
展開・拡大を推進。

タスクフォースへの日本貿易振興機構（JETRO）や現地
企業の参画を呼びかけるとともに、民間ミッションによる
在外公館の活用を支援。

日系食品企業の情報共有を目的として設立された「食品
産業海外連絡協議会」（北京、上海、広州、シンガポー
ル、バンコク）の参加メンバー企業にタスクフォースへの
参画を呼びかけ。また、民間ミッションによる在外公館の
活用を支援。

タスクフォースへの国際観光振興機構（JNTO）の参画を
促すとともに、観光PRにあたって民間ミッションによる在
外公館の活用を支援。
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168

クールジャパンに
関する文化関係
者のネットワーク
形成

東アジア諸国の文化人・芸
術家が一堂に会する会議を
日本において開催し、人的
ネットワークを構築するととも
に東アジア諸国の文化交流
を促進することを通じ、クー
ルジャパンの発信のための
基盤を強化する。
(短期)

文部科学省
2011年12月に東アジア共生会議
2011（東アジア文化芸術会議）を東
京で実施した。

2012年度においては、東アジア共生
会議の実施に係る予算を拡充し、人
的ネットワークを構築及び東アジア
諸国の文化交流を一層促進する。

○

事業を実施し、人的ネットワークの構
築及び東アジア諸国の文化交流を
促進し、情報発信の基盤を強化する
必要がある。

169

農林水産品・食品の輸出に
当たって検疫条件を満たす
ための施設を整備する。
（短期）

農林水産省
11か所の精米工場及び、25か所の
くん蒸倉庫に対して支援した。

精米工場及びくん蒸倉庫へ支援す
る。

○
精米工場及びくん蒸倉庫への支援
を行うとともに、中国向け精米の輸
出を促進する必要がある。

170

日本をアジアや世界におけ
るクリエイティブ分野の中核
的な発信地とするため、首都
東京のブランドの再確立や
地域におけるクリエイティブ
拠点の整備を推進する。
（中期）

経済産業省

・有識者による研究会を開催し、拠
点整備に向けた指針を策定した。
・産官学が連携し、春秋に東京のク
リエイティブ・イベントを一体的に発
信する取組を実施し、街を挙げて東
京ブランドの回復を推進した。

・拠点整備に向けた指針を踏まえ、
支援策を検討する。
・より多くの事業者等の参画の下、
東京のクリエイティブ・イベントを一
体的に発信する取組や新たな連携
イベントを促進する。

○
拠点整備に向けた指針を踏まえ、ク
リエイティブ拠点の整備を推進する
必要がある。

経済産業省

映画・映像製作関連の教育機関へ
の留学支援を実施した。
共同製作や企画開発などプロ
デューサーを対象とするトレーニン
グ（セミナー）を開催した。

映画・映像製作関連の教育機関へ
の留学支援を行い、カリキュラムを
活用したセミナー開催等により、人
財の育成を図るとともに、国際実務
に精通する「エンターテインメント・ロ
イヤーズ・ネットワーク」とコンテンツ
事業者との交流の場を設けること
で、国際的なビジネスへの対応を強
化を図る。

○

映画・映像制作関連の教育機関へ
の留学を支援するとともに、プロ
デューサーを対象とするトレーニン
グを進める必要がある。

文部科学省

2011年度研修生の派遣を実施し、
海外における実践的な研修機会を
提供するとともに、2012年度の研修
生の選考を実施した。
エンターテインメント・ロイヤーズ・
ネットワークの会員と情報交換を行
うとともに、事業者の要望を把握し
た。
引き続き選考を実施し、2011年度内
に研修生を内定した。

新進芸術家海外研修制度を継続し
て実施し、新進プロデューサーの育
成に取り組む。
コンテンツ事業者の要望に応じて当
該事業者とエンターテインメント・ロイ
ヤーズ・ネットワークの交流に協力
する。

○

新進プロデューサーの育成に関する
取組の充実を促進するとともに、コン
テンツ事業者とエンターテインメント・
ロイヤーズ・ネットワークの交流に協
力する必要がある。

172

若手アニメーターに制作機
会を提供することを通じ、人
財育成を推進する。
(短期)

文部科学省

・若手アニメーターが制作スタッフと
して参加する作品を決定し、オン・
ザ・ジョブ・トレーニング（ＯＪＴ）を組
み込んだ実際のアニメーション制作
現場における作品の制作を実施し、
作品の発表機会を提供した。

実際のアニメーション制作現場にお
ける若手アニメーターの人財育成の
ための取組を継続する。

○
若手アニメーターによる作品の発表
機会の充実を図る必要がある。

173

コンテンツ分野に関し、専門
学校や大学と産業界が連携
する産学コンソーシアムを設
置し、社会人が学びやすい
学習体系の導入も含め、実
践的な職業能力を育成する
学習システムを構築する。
(短期)

文部科学省
2011年11月より事業を開始した。
（成長分野等における中核的専門
人材養成の戦略的推進事業）

2011年度の取組を踏まえ、職業実
践的な教育の質の向上・保証の仕
組みや、社会人等の実践的な職業
能力を育成する効果的な学習体系
の構築に向けたカリキュラムの開
発・実証や取組の評価を行う。

○
新たに開発されたカリキュラムの普
及を図る必要がある。

174

若手を含め、海外クリエー
ターの招へいを通じ、クリ
エーターの国際交流を促進
する。また、日本各地に、海
外クリエーターの創作活動
の拠点（アーティスト・イン・レ
ジデンス）を形成する。
(短期)

文部科学省
海外の優秀な若手クリエーターを招
へいし、作品制作、上映会の開催や
人財交流を行った。

・2012年度予算案において、海外の
優秀な若手クリエイターの招へいを
実施し、人財交流や人財育成を促
進する。

○
アーティスト・イン・レジデンスの成果
の普及を図る必要がある。

東アジア文化芸術会議を
2011年に日本において開
催。

左記結果を踏まえ、改善
を図りつつ、実施。

クールジャパンに
関する拠点の整
備

中国向け精米の輸出のため
のくん蒸倉庫及び精米工場
の条件整備への支援。

条件整備された施設を通
じた中国向け精米の輸
出。

拠点の整備のための基本指
針を策定するとともに、同指
針を関係者に提示しつつ、
アイデアを公募。

拠点を決定の上、重点的に支援。

171
プロフェッショナ
ル人財の育成

プロデューサーの育成を支
援するとともに、国際実務に
精通する「エンターテインメン
ト・ロイヤーズ・ネットワーク」
とコンテンツ事業者との交流
の場を設け、国際的なビジネ
スへの対応を強化する。
（短期）

米国といった 先端の映画・映像製作関連の教育機関
への留学を支援する事業を実施するとともに、２０１０年
度委託事業で作成した「プロデューサーカリキュラム」を
活用したセミナーの開催、関係府省と連携し、国際実務
に精通する関係者のネットワーク構築を推進。また、事
業者の集まりとエンターテイメント・ロイヤーズ・ネット
ワークの交流を促進。

新進芸術家海外研修制度において新進プロデューサー
の海外派遣を実施。
また、コンテンツ事業者の要望に応じて当該事業者とエ
ンターテインメント・ロイヤーズ・ネットワークの交流に協
力。

若手クリエーター
の育成

制作スタッフに若手人財を起用し、制作段階でオン・ザ・
ジョブ・トレーニング（ＯＪＴ）を組み込んだ実際のアニメー
ション制作現場における人財育成を実施。

コンテンツ分野に関し、専門
学校や大学と産業界が連携
する産学コンソーシアムを設
置し、新たな学習システムの
基盤を整備。

メディア芸術に関する海外の優秀な若手クリエーターの
招へいを実施し、人財交流や人財育成を促進。
外国人芸術家の国内滞在型の創作活動拠点である
アーティスト・イン・レジデンスといった、各地域の特色あ
る国際文化交流事業を強力に支援。
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175
クリエーターの裾
野拡大

コンテンツ分野のクリエー
ターによる学校訪問の機会
を拡充し、児童生徒の頃から
様々な芸術文化表現を体験
することにより、コミュニケー
ション能力や様々な作品の
真の価値を見極める能力を
涵養するとともに、学校教育
における創造活動、知財教
育及び情報モラル教育（情
報社会で適正に活動するた
めの基となる考え方や態度
を身に付けるための教育）を
充実する。
(短期)

文部科学省

・「次代を担う子どもの文化芸術体
験事業」により、希望のあった小中
学校等に芸術家を派遣し、講話や
実技披露、実技指導を実施すること
により、学校教育における創造活動
やコミュニケーション能力を高める教
育活動の機会を充実させた。
・また、新しい学習指導要領の円滑
かつ確実な実施のため、都道府県・
指定都市教育委員会の指導主事を
対象とした説明会を2011年7月に、
また、協議会を2011年11月に実施し
た。

・学校教育における創造活動やコ
ミュニケーション能力を高める教育
活動の機会の充実に取り組む。
・また、新しい学習指導要領の円滑
かつ確実な実施のため、都道府県・
指定都市教育委員会の指導主事等
を対象とした協議会を実施する。

○
より多くの子どもたちが文化芸術に
触れることができるよう、予算の効率
的な執行を図る必要がある。

「次代を担う子どもの文化芸
術体験事業」といった施策に
より、学校にクリエーターを
派遣し、子どもたちに文化芸
術に触れる機会を提供し、
学校教育におけるコミュニ
ケーション教育活動を推進
するとともに、新しい学習指
導要領の円滑かつ確実な実
施により、学校教育における
創造活動、知財教育及び情
報モラル教育を充実。
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経済産業省

コンテンツファ
ンドを早急に
立ち上げ、運
用を開始する
とともに、資
金の使途の
透明化や税
財政上の支
援の在り方を
検討。

国内のコンテンツを海外に展開し、
収益を獲得することを目的とする、
「（株）All Nippon Entertainment
Works」が、株式会社産業革新機構
からの１００％出資により、設立され
た。

国内のコンテンツをグローバル市場
向けにリメイクする際の、企画開発
段階について支援を行い、グローバ
ル市場から本格的な収益を獲得す
る革新的成功事例を創出する。

△
コンテンツ事業者の意見も取り入れ
ながら、事業の本格的展開を図る必
要がある。

総務省

東京ＴＶフォーラムにおけるピッチン
グセッションなどを通じた国際共同
製作の機会の創出により、民間資
金による自律的・持続的なコンテン
ツ製作・発信に必要な人材育成の
取組を実施する。

ファンドの整備状況を踏まえつつ、
民間資金による人材育成の取組を
実施する。

△
民間資金による人材確保・育成のた
めの取組を継続する必要がある。

経済産業省

2011年12月に行われたアジア・コン
テンツ・ビジネスサミットでは、シンガ
ポールよりアジア地域におけるコン
テンツ流通の専用チャンネルの構想
の提案があり、検討した。

アジア・コンテンツ・ビジネスサミット
で提案されたコンテンツ流通の専門
チャネルが有効と判断された場合、
各関連業界・企業に広くご案内し、
実際のビジネス促進につながる提
案を実施する。

○
中国に新たに設置された拠点の更
なる活用を図る必要がある。

総務省

国際共同製作による地域コンテンツ
の海外展開に関する調査研究を実
施し、国際共同製作の機会を創出し
たことにより、国際共同製作の機会
の創出により我が国の映像コンテン
ツの海外展開を支援した。

左記結果を踏まえ、今後の国際共
同製作の在り方に関する調査を行
う。

○
国際共同製作の在り方に関する調
査結果を踏まえた施策を策定する必
要がある。

経済産業省

・2011年度に、公益財団法人ユニ
ジャパンと連携し、文化芸術振興費
補助金（国際共同製作）の申請時の
要件となっている共同製作認定につ
いて、13作品を認定した。それを受
け、文化庁は2011年度は5作品の支
援を決定した。
・地域活性化統合事務局が推進す
る総合特区の枠組みにおいて、コン
テンツ特区の創設に向けた支援を
行った。

・国際共同製作支援の定着に向け
て、共同製作認定における条件の
見直しも含め検証・検討を行う。
・コンテンツ特区の創設に向けた支
援を行うと共に、その他インセンティ
ブについての検討を進める。

〇

国際共同製作の促進のため、共同
製作認定における条件の見直しも含
め検証・検討の上、適切な措置を講
じる。

総務省

海外の放送局との映像コンテンツの
共同製作の機会の創出により、我
が国の映像コンテンツの海外展開を
支援した。

左記事業の結果を踏まえ、今後の
国際共同製作の在り方に関する調
査を行い結論を得る。

〇

海外の放送局との映像コンテンツの
共同製作事業を着実に実行するとと
もに、支援を行っていくことが必要で
ある。

　「知財計画２０１０」からの施策

176

海外展開資金
を供給する仕
組みの創設
（短期・中期）

海外展開資金を供給する仕
組みとして、ファンドの迅速な
設置を行うとともに、民間資
金によるコンテンツ製作への
投資を促すため、投入された
資金の使途の透明化や税財
政上の支援の在り方を検討
する。

ファンドの運用を通じて、我が国コンテンツのライツを核
に収益を上げる事例を創出し、コンテンツ業界内外から
の投資を促進。

コンテンツ製作・発信の資金
を供給する仕組みの在り方
について調査した結果を基
に、民間資金による自律的・
持続的なコンテンツ製作・発
信の活発化のために必要な
人材確保・育成のための環
境の整備策を検討。

左記検討結果に基づき、必要な施策を
順次実施。

地域の放送局や番組制作
会社と海外の放送局との共
同製作を支援することによ
り、コンテンツの海外展開を
実施。

左記結果を踏まえ、地域
の放送局や番組制作会社
と海外の放送局との共同
製作に対する支援を更に
強化し、コンテンツの海外
展開を実施。

178
国際共同製作
促進の支援（短
期・中期）

国際共同製作や撮影誘致を
円滑化するための仲介機能
の強化を図るとともに、イン
センティブとして国内制作費
の一定割合を助成すると
いった税財政上の支援の在
り方を検討する。

2011年度より新たに創設さ
れた、文化芸術振興費補助
金（文化庁）における国際共
同製作支援枠に関して、文
化庁と協力し、適切に運用。
また、その他のインセンティ
ブの方策について検討。

支援案件を積み重ねることにより、我が
国における共同製作支援制度としての
定着を図る。また、検討結果を踏まえ、
その他のインセンティブについて必要な
措置を実施。

地域の放送局や番組制作
会社と海外の放送局との共
同製作を支援することによ
り、コンテンツの海外展開を
実施。

左記結果を踏まえ、地域
の放送局や番組制作会社
と海外の放送局との共同
製作に対する支援を更に
強化し、コンテンツの海外
展開を実施。

177
海外における
流通経路の確
保（短期）

アジアの海外チャンネルの
番組枠の確保や流通会社の
活用及び情報収集や現地企
業との調整を行う拠点の整
備に対する支援により、流通
経路を確保する。

中国に新たに設置した拠点
を通じて、アジア地域におけ
るコンテンツ交流や海外展
開の支援強化を図るための
支援を実施。
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短　期 中　期 進捗状況

経済産業省

経済産業局と連携し、国内フィルム
コミッションの会合等に参加し、ロケ
誘致に係る地域別のニーズについ
て調査した。
関係府省と連携し、受け入れ体制強
化の方策は、2011年12月に指定さ
れたコンテンツ特区の国と地方の協
議会の内容を踏まえて検討した。

左記の検討結果をふまえ、海外映
画の受入れ体制強化を促進するた
めの施策を、国内フィルムコミッショ
ンや関係府省と連携して検討を実施
する。

○

海外からの映画撮影受け入れ促進
のため、特区が実効的あるものとな
るよう、特区の主体自治体を支援す
る必要がある。

警察庁

・2011年7月、フィルムコミッションの
全国組織である特定非営利法人
ジャパン・フィルムコミッションが開催
する研修会に講師として職員を派
遣、道路使用許可等に関し、必要な
情報提供を実施した。
・道路使用許可に関する各種照会
に対し対応した。

・経済産業省と連携し、道路使用許
可に関する必要な情報提供を実施
する。

○
総合特区の取組について支援する
必要がある。

国土交通省
劇用車を使用するに当たっての臨
時運行許可に関する必要な情報提
供を実施した。

劇用車を使用するに当たっての臨
時運行許可に関する必要な情報提
供などを実施する。

○
総合特区の取組について支援する
必要がある。

180

海外のユー
ザーに直接ネッ
ト配信する仕組
みの構築
（短期・中期）

ネット上で日本のアニメや音
楽を海外に配信する仕組み
の構築を支援する。

経済産業省

民間有識者からなる委員会を開催
し、マルチデバイスに対応可能な水
平分業型モデルのコンテンツ配信プ
ラットフォームを用いた実証実験を
行い、海外向け配信ビジネスで必要
となる様々な要素の検証と課題の
抽出を行った。

コンテンツ配信プラットフォームのビ
ジネスモデルの構築に向けて必要
な環境整備を実施する。

○

昨年度の実証実験結果を踏まえ、コ
ンテンツ配信プラットフォームの構築
に向けて必要な環境整備に取り組
む必要がある。

総務省

国際共同制作による地域コンテンツ
の海外展開に関する調査研究を実
施し、国際共同製作の機会を創出し
たことにより我が国の映像コンテン
ツの海外展開を支援した。

左記結果を踏まえ、今後の国際共
同製作の在り方に関する調査等を
行う。

○
地域の放送局や番組制作会社と海
外放送局との共同制作を支援する
必要がある。

国土交通省

地域で制作された映像について、海
外旅行博覧会で活用するなど、放映
機会提供することにより、観光促進
も含めた支援を実施した。

地域で制作された映像の活用を図
る。

○
地域で制作された映像コンテンツに
ついて、放送機会を提供し観光促進
を支援する必要がある。

経済産業省

各経済産業局と連携し、２０１０年度
に作成した「映像コンテンツを活用し
た地域プロデュースカリキュラム」の
普及を図った。

「映像コンテンツを活用した地域プロ
デュースカリキュラム」の普及を図
り、全国各地で地域資源を活用した
映像制作による人材育成及び地域
振興の取組が進むように支援した。

○
地域資源を活用した映像制作による
人材育成及び地域振興の取組を支
援する必要がある。

182
NHKによる外部
制作事業者の
活用促進(短期)

多様な番組が放送されるよう
にする観点から、公共放送
機関であるNHKが外部制作
事業者（優れた若手作家を
含む。）の活用を促進するこ
とを通じ、制作機会の創出を
図る。

総務省

基幹放送普及計画の改正により、
2011年4月以降、NHKのBSデジタル
放送における外部委託番組等の比
率に係る規定を適用し、NHKにおけ
るこれらの取組を促進した。

ＮＨＫにおける外部委託の促進を働
きかける。

○
NHKによる外部委託についての働き
かけを継続する必要がある。

観光に資する映像制作を支
援。

２０１０年度に作成した「映像
コンテンツを活用した地域プ
ロデュースカリキュラム」の
普及を図ることにより、全国
各地で地域資源を活用した
映像制作による人材育成お
よび地域振興の取組が進む
ように支援。

179
大型映画の撮
影誘致の促進
（中期）

大型映画の撮影を誘致する
ため、関係法令の諸手続の
円滑化や近隣住民の理解促
進を図るための取組を推進
する。

国内フィルムコミッションや
関係府省と連携し、地域の
ニーズに照らし合わせつつ、
海外映画の受入れ体制強
化を促進するための方策を
検討。

左記の検討結果に基づき、必要に応じ
て、国内フィルムコミッションや関係府省
と連携し施策を実施。

海外映画の受入れ体制強
化を促進するための経済産
業省の検討に対し、道路使
用許可に関する必要な情報
提供を実施。

経済産業省の施策と連携して、大型映
画を撮影しようとする実施主体に対する
必要な情報提供といった取組を実施。

海外映画の受入れ体制強
化を促進するための経済産
業省の検討に対し、劇用車
（映画用の特殊車両）を使用
するに当たっての臨時運行
許可に関する必要な情報提
供などを実施。

経済産業省の施策に必要な協力を実
施。

2011年4月以降のNHKのBS
デジタル放送において外部
委託番組及び共同制作番組
の比率が高まるようNHKとし
ての取組を促進。

民間の取組の動向を把握
し、政策要望に応じた支援を
実施。

181
地域発コンテン
ツ製作支援の
強化（短期）

観光促進も含めた地域発コ
ンテンツ製作支援を拡充す
る。

地域の放送局や番組制作
会社と海外の放送局との共
同製作を支援することによ
り、コンテンツの海外展開を
実施。

左記結果を踏まえ、地域
の放送局や番組制作会社
と海外の放送局との共同
製作に対する支援を更に
強化し、コンテンツの海外
展開を実施。
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「グローバルＣＯＥプログラム」にお
いて、早稲田大学「演劇・映像国際
的教育拠点」、立命館大学「日本文
化デジタル・ヒューマニティーズ拠
点」について支援を実施した。

「グローバルＣＯＥプログラム」にお
いて支援した早稲田大学「演劇・映
像国際的教育拠点」、立命館大学
「日本文化デジタル・ヒューマニ
ティーズ拠点」について、取組の評
価を行う。

○
グローバルＣＯＥプログラムの成果
の公表を通じて、同様の取組の普及
を図る必要がある。

・国内外の関連施設、大学等の高等
教育機関、関係業界・企業、関係府
省との連携を強化するため、各分野
ごとに設置する会議において、関係
者間の意思形成を図るとともに、連
携を促進する事業や調査研究を実
施した。
・連携事業や調査研究を取りまとめ
るとともに、今年度の取組を総括す
る分野ごとの会議を開催した。

2012年度においても、メディア芸術
情報拠点・コンソーシアムの構築を
推進するための事業を実施する。

○
メディア芸術情報拠点・コンソーシア
ムの構築のための予算を確保し、そ
の事業の充実を図る必要がある。

・2011年11月から成長分野等におけ
る中核的専門人材養成の戦略的推
進事業を開始。
・効果的な学習体系の構築に向け
たカリキュラムの開発などを検討し
た。

2011年度の取組を踏まえ、職業実
践的な教育の質の向上・保証の仕
組みや、社会人等の実践的な職業
能力を育成する効果的な学習体系
の構築に向けたカリキュラムの開
発・実証や取組の評価を行う。

○
開発されたカリキュラムの普及を図
る必要がある。

経済産業省

2010年度のアニメ人材育成事業で
策定したカリキュラム及び教材を用
いて「教育者向けワークショップ」を
実施した。

教育者向けのワークショップにより、
アニメ人材育成事業の成果の普及
を促進する。

○
策定されたカリキュラムの普及を図
る必要がある。

総務省

国際共同製作による地域コンテンツ
の海外展開に関する調査研究によ
るコンテンツの海外展開支援を通じ
て、次世代映像コンテンツ製作技術
の展開方策について検討した。

次世代映像コンテンツ製作技術の
展開方策について検討。

△
次世代映像コンテンツ製作技術の展
開方策について結論を得る。

文部科学省

2011年度研修生の派遣を実施し、
海外における実践的な研修機会を
提供するとともに、2012年度の研修
生の選考を実施し、2011年度内に
研修生を内定した。

2012年度予算成立後、2012年度研
修員の決定及び派遣を実施する。
研修などの支援を充実する。

○

新進のクリエーター、プロデューサー
の海外派遣を継続し、人材育成や海
外とのネットワークの構築を支援す
る必要がある。

経済産業省

映画・映像製作関連の教育機関へ
の留学支援を実施した。
共同製作や企画開発などプロ
デューサーを対象とするトレーニン
グ（セミナー）を開催した。

教育機関への留学支援や国際マー
ケットを活用した国際的なクリエー
ターやプロデューサーを育成し、海
外ネットワークを構築。

○
知財関連の知識を有するプロデュー
サーの育成も視野に入れる必要が
ある。

総務省

国際共同製作による地域コンテンツ
の海外展開に関する調査研究を実
施し、国際共同製作の機会を創出し
たことにより、海外の放送局とのネッ
トワークを構築し、国際共同製作を
通じた人材育成を支援。

前年度の事業成果を踏まえ、国際
共同製作の機会の創出により国際
共同制作を通じた人材育成を支援
する。

○
国際共同製作の機会拡充を図る必
要がある。

メディア芸術に関する情報
収集・発信や国内外の関連
施設、大学といった高等教
育機関、関係業界・企業、関
係府省との連携拠点となる
「メディア芸術情報拠点・コン
ソーシアム」の構築を推進。

コンテンツ分野に関し、専門
学校や大学と産業界が連携
する産学コンソーシアムを設
置し、新たな学習システムの
基盤を整備。

コンテンツ分野に関し、専門学校や大学
と産業界が連携する産学コンソーシアム
により整備された新たな学習システムの
推進。

2010年度に実施したアニメ
人材育成事業の成果を教育
者向けワークショップで普
及。

次世代映像コンテンツ製作
技術の展開方策について引
き続き検討し、結論。

左記検討を基に、次世代映像コンテンツ
製作技術の大学への展開支援。

183
コンテンツ版
COEの形成促
進（中期）

コンテンツに関する人材育成
（社会人教育を含む。）に加
え、研究開発機能を有し、中
核的な役割を果たす大学を
支援し、国内外のクリエー
ターやその志望者が集まる
拠点(コンテンツ版
COE(Center Of Excellence))
の形成を促進する。

文部科学省

「グローバルＣＯＥプログラ
ム」の大学におけるＣＯＥ形
成支援について、在り方を
検討。

左記検討結果を踏まえ、必要な措置を
実施。

184

海外のクリエー
ターとのネット
ワーク構築
（短期）

世界に通用するクリエーター
やプロデューサーを育成す
るため、海外派遣を通じた海
外とのネットワーク構築に対
する人材育成支援策を実施
する。

新進芸術家海外研修制度に
おいて新進のクリエーター、
プロデューサーの海外派遣
を実施。

米国といった 先端の映画・
映像製作関連の教育機関
への留学を支援する事業を
実施。
アジア各国の官民有識者が
集まる「アジア・コンテンツ・
ビジネスサミット（ACBS）」や
国際マーケットといった場を
活用し、海外とのネットワー
クの構築を図るとともに、世
界に通用するクリエーターや
プロデューサーの育成に関
する基盤整備事業を実施。

地域の放送局や番組制作
会社と海外の放送局との共
同製作を支援することによ
り、国際共同制作を通じた人
材育成を実施。
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経済産業省

2010年度のアニメ人材育成事業で
策定したカリキュラム及び教材を用
いて「教育者向けワークショップ」を
実施した。

教育者向けのワークショップ等によ
り、アニメ人材育成事業の成果の普
及を促進する。

○
ワークショップの拡充を図る必要が
ある。

総務省

国際共同製作による地域コンテンツ
の海外展開に関する調査研究を実
施し、国際共同製作の機会を創出し
たことにより、海外に通用する高度
な映像コンテンツの製作ノウハウの
蓄積・共有を推進した。

前年度の事業成果を踏まえ、国際
共同製作の機会の創出により海外
に通用する高度な映像コンテンツの
製作ノウハウの蓄積・共有を支援す
る。

○
海外に通用する高度な映像コンテン
ツの製作ノウハウを普及する必要が
ある。

186

アジアからのコ
ンテンツ人材受
入れの促進（中
期）

アジアからのコンテンツ人材
受入れを促進するための環
境を整備する。

経済産業省

関係業界からのニーズを踏まえ、シ
ンガポール政府と、人材育成、専門
家交流を含めたクリエイティブ産業
協力の枠組みを構築した。

左記結果を踏まえ、改善を図りつ
つ、推進する。

○
シンガポールとの枠組みを活用して
人材交流を促進する。

経済産業省

「ぴあフィルムフェスティバル（PFF）」
の受賞者に対する短編映像製作の
支援を行い、発掘した若手クリエー
ターやその作品を東京国際映画祭
での上映機会を提供した。
ＴＩＦＦＣＯＭ2011（東京国際映画祭併
設マーケット）において、「企画マー
ケット」ととして国内外の事業展開を
想定しているクリエーターやプロ
デューサーに企画提案・商談の機会
を提供した。

若手クリエーターやその作品を国内
外で開催されるマーケットを活用して
発表する機会を提供する。

○
若手クリエイターやその作品を紹介
する国内外の機会を拡げていく必要
がある。

文部科学省

映画製作に関するワークショップな
どを実施し、育成対象とする若手映
画作家を選考し、短編映画製作の
ための実地研修を実施した。

短編映画製作を通じ、優れた若手映
画作家の育成を実施するため、
2012年度においても実地研修を実
施するとともに、作品の発表機会を
提供する。

○
若手映画作家の育成のための予算
を確保し、より多くの若手の参加を
促す必要がある。

「知的財産推進計画2011」の全体評価　※１

 ※３

※１　「知的財産推進計画2011」（2011年６月３日知的財産戦略本部決定）工程表において、2011年度中に実施することとしていた具体的取組について、
　担当府省からの進捗状況の報告に基づき、知的財産による競争力強化・国際標準化専門調査会及びコンテンツ強化専門調査会からの意見も踏まえ、
　知的財産戦略推進事務局として評価したもの。
※２　評価項目数は、「知的財産推進計画2011」中の具体的取組について、取組別担当府省別に細分化して評価したものの合計（重複分を除く。）
※３　戦略Ⅰの１、２「７分野における国際標準化戦略の実行」及び３「新たな国際標準化特定戦略分野の選定」に係る項目は、国際標準化戦略
　タスクフォースで別途フォローアップしたため計上していない。

短編映画作品支援による若
手映画作家の育成を推進。

185

アニメ及び映像
コンテンツの制
作工程の高度
化(短期)

アニメ及び映像コンテンツの
制作工程の高度化(例えば
制作ノウハウの共有や3D化)
を通じた人材育成を図る。

2010年度に実施したアニメ
人材育成事業の成果をワー
クショップで普及。

国際共同製作の促進を通
じ、海外に通用する高度な
映像コンテンツの製作ノウハ
ウの蓄積・共有を推進。

関係業界からのニーズを踏
まえ、受入れ促進のために
関係府省と協議を推進。

受入れ促進のための制度
整備を推進。

4.8%
0.0%
―

394
20
0

414

評 価 基 準
　○ ： 達成
　△ ： 概ね達成しているが、さらに進める必要
　× ： 未達成

合　計

評価項目数　※２ 全体に占める割合
95.2%

187
発表の機会の
確保
(短期)

ショートフィルムの制作や映
画祭への支援により、発表
の機会を確保するとともに、
若手クリエーターを発掘す
る。

世界で通用する国内映画祭
を活用し、優秀な若手クリ
エーターを発掘。また、発掘
した若手クリエーターやその
作品を国内外で開催される
マーケットを活用して発表す
る機会を提供。
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